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建
設
省
五
〇
年
に
想
う
こ
と

杉

岡

告

は
じ
め
に

昭
和
二
三
年
七
月
に
建
設
省
が
誕
生
し
、
今
月
が
丁
度
五

〇
年
目
に
当
た
る
と
い
う
。
先
ず
は
お
祝
い
を
申
し
上
げ
た

い
。
五
〇
年
と
い
う
歳
月
が
長
い
か
短
い
か
は
別
に
し
て
、

昭
和
二
三
年
の
焼
野
原
の
中
か
ら
忽
然
と
し
て
建
設
省
が
生

ま
れ
た
訳
で
は
な
い
。
内
務
省
の
中
の
土
木
局
と
い
う
胎
動

の
期
間
が
長
く
続
い
た
あ
げ
く
の
産
声
で
、
先
達
の
努
力
が

結
実
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
前
の
日
本
は
富
国
強
兵
策
を
と

っ
た
か
ら
、
国
の
予
算
の
相
当
部
分
は
軍
事
費
に
使
わ
れ
た
。

従
っ
て
大
規
模
な
土
木
事
業
は
国
土
保
全
の
治
山
治
水
に
限

ら
れ
、
道
路
事
業
は
後
世
語
り
継
が
れ
る
よ
う
な
成
果
を
あ

げ
て
い
な
い
。
僅
か
に
関
東
大
震
災
の
復
興
事
業
と
し
て
昭

和
初
期
、
隅
田
川
に
一
○
い
く
つ
か
の
近
代
鋼
橋
が
架
設
さ

れ
る
に
止
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
橋
々
は
今
、
清
ら
か
さ
を
取

り
戻
し
た
隅
田
川
に
欠
か
せ
な
い
風
物
と
し
て
古
典
的
な
橋

姿
を
川
面
に
映
し
て
い
る
。
主
要
都
市
が
焼
け
野
原
と
な
っ

て
、
国
破
れ
て
山
河
あ
り
の
言
葉
が
虚
ろ
に
聞
こ
え
て
く
る
。

そ
ん
な
な
か
日
本
の
復
興
は
新
し
い
国
造
り
か
ら
と
い
う
理

想
の
も
と
に
、
土
木
行
政
は
建
設
省
と
い
う
フ
ィ
ジ
カ
ル
な

省
と
し
て
戦
災
復
興
院
と
併
せ
昭
和
二
三
年
七
月
に
誕
生
し

た
の
で
あ
る
o

私
が
建
設
省
に
入
っ
た
の
は
昭
和
三
〇
年
だ
か
ら
、
建
設

省
発
足
後
七
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
右
に
書
い



た
よ
う
な
事
情
は
、
あ
と
か
ら
得
た
知
識
で
あ
る
。
た
だ
外

務
省
、
文
部
省
、
大
蔵
省
と
い
っ
た
厳
め
し
い
官
庁
名
の
中

に
あ
っ
て
、
建
設
省
と
い
う
現
代
風
な
名
に
新
し
い
時
代
へ

の
希
望
を
感
じ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
私
が
入
っ
た
頃
の

建
設
省
は
今
あ
る
合
同
庁
舎
二
号
館
の
南
に
あ
っ
て
、
今
は

取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
事
院
ビ
ル
の
三
階
と
四
階
に
あ

っ
た
。
人
事
院
は
戦
後
直
ぐ
に
出
来
た
官
庁
で
、
昭
和
二
二

年
三

月
に
廃
止
と
な
っ
た
内
務
省
の
、
そ
の
ビ
ル
の
一
階

に
昭
和
二
三
年
一
月
に
移
っ
て
来
て
ビ
ル
の
名
前
ま
で
変
え

て
し
ま
っ
た
戦
後
の
強
力
官
庁
で
あ
っ
た
。
一
階
に
あ
っ
た

内
務
省
国
土
局
は
二
四
時
間
以
内
に
明
け
渡
せ
と
い
う
米
軍

の
命
令
に
ょ
,っ
て
、
上
の
階
へ
徹
夜
の
引
っ
越
し
作
業
が
行

わ
れ
た
と
い
う
。
国
家
統
治
の
中
心
に
あ
っ
た
内
務
省
の
権

威
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
重
厚
な
赤
茶
レ
ン
ガ
の
こ
の
ビ

ル
に
は
、
一
階
に
人
事
院
、
そ
の
上
の
階
に
は
建
設
院
、
自

治
庁
、
公
安
委
員
会
な
ど
と
名
を
変
え
た
旧
内
務
省
の
各
局
、

ま
た
経
済
安
定
本
部
な
ど
が
当
時
の
家
屋
事
情
と
同
じ
よ
う

に
雑
然
と
し
て
入
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

建
設
省
五
〇
年
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
今
回
刊
行
さ
れ
る

年
史
で
多
く
の
方
々
が
語
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
は
建
設

省
以
前
の
土
木
行
政
、
道
路
行
政
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
冒
頭

に
書
い
た
と
お
り
建
設
省
は
忽
然
と
し
て
焼
け
跡
の
中
か
ら

生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
長
い
歴
史
が
そ
の
背
景
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
と
言
っ
て
も
内
容
が
内
容
だ
か
ら
聞
き
か
じ
り

の
話
が
多
い
が
、
的
は
外
れ
て
い
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
軽

く
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い
。

土
木
行
政

明
治
こ
の
方
か
ら
土
木
行
政
を
担
当
し
て
い
た
内
務
省
土

木
局
は
、
昭
和
一
六
年
に
国
土
局
と
名
を
変
え
国
土
行
政
を

指
向
す
る
。
こ
の
あ
た
り
の
指
向
精
神
は
、
各
省
の
枠
を
こ

え
た
横
断
的
国
土
保
全
の
機
能
を
持
つ
国
土
庁
へ
と
引
き
継

が
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
が
、
当
時
の
こ
と
だ
か
ら
局
の
名
前

が
変
わ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
も
、
土
木
行
政
を
内
容
に
す
え

て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
丁
度
こ
の
頃
、
局
内
で
ド

イ
ツ
の
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
に
範
を
と
っ
た
高
速
自
動
車
国
道
の

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。
さ
て
、

土
木
行
政
の
そ
の
も
の
の
中
身
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、

大
正
一
五
年
刊
の
『土
木
行
政
』
(田
中
好
著
、
六
九
五
頁
)

の
目
次
を
見
る
と
内
容
が
判
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
道
路
、
軌

道
、
河
川
、
港
湾
、
運
河
、
水
道
、
下
水
道
、
公
の
水
流
水

面
、
砂
防
、
土
地
収
用
の
一
○
項
目
で
あ
る
。
こ
う
見
て
く

る
と
港
湾
、
上
水
道
以
外
は
今
も
っ
て
建
設
省
の
所
管
で
あ

る
。
で
は
、
な
ぜ
港
湾
行
政
が
内
務
省
の
土
木
行
政
を
離
れ

て
運
輸
通
信
省

(逓
信
省
及
び
鉄
道
省
廃
止
)
に
移
管
さ
れ

た
の
か
。
こ
ん
な
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
前
に
港

湾
行
政
は
昭
和
一
八
年
に
内
務
省
所
管
の
土
木
行
政
か
ら
離

れ
た
と
い
う
時
代
背
景
か
ら
話
を
進
め
た
い
。
丁
度
こ
の
頃
、

日
本
は
中
国
を
相
手
に
日
支
事
変
の
四
カ
年
間
を
大
陸
で
戦

い
、
更
に
南
方
に
展
開
し
て
米
英
蘭
の
植
民
地
に
進
出
す
る

たけなわ

と
い
う
太
平
洋
戦
争
酎
の
年
で
も
あ
っ
た
。
明
治
以
来
我
が

国
の
輸
送
体
系
は
、
鉄
道
と
船
舶
を
基
本
と
し
た
。
軍
事
的
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に
は
国
内
の
軍
隊
駐
屯
地
か
ら
鉄
道
で
主
要
港
湾
に
着
き
、

そ
れ
か
ら
輸
送
船
で
海
外
に
派
兵
し
た
。
こ
の
た
め
に
も
国

防
上
の
見
地
か
ら
鉄
道
と
船
舶
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
鉄
道
と
船
舶
の
接
点
が
港
湾
だ
っ
た
。
港
湾
行

政
は
輸
送
体
系
の
一
元
化
と
い
う
大
義
名
分
が
陸
海
軍
当
局

を
動
か
し
て
、
運
輸
通
信
省
に
移
管
さ
れ
た
と
言
う
の
で
あ

る
。
四
つ
の
島
か
ら
成
る
日
本
に
は
鉄
道
輸
送
の
一
補
完
と

し
て
連
絡
船
と
い
う
船
舶
運
航
の
経
験
が
鉄
道
に
は
既
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
軍
部
の
土
木
行
政
に
対
す
る
干
渉

と
し
て
関
門
海
峡
を
道
路
で
つ
な
ぐ
葉
に
つ
い
て
、
国
土
局

は
当
初
架
橋
案
を
持
っ
て
い
た
が
橋
が
破
壊
さ
れ
た
ら
海
峡

が
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
海
軍
の
国
防
上
の
主
張
に

よ
っ
て
海
底
ト
ン
ネ
ル
案
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
と
も
か
く
、
本
土
と
九
州
を
結
ぶ
鉄
道
･
道
路
両
海
底

ト
ン
ネ
ル
の
う
ち
鉄
道
ト
ン
ネ
ル
は
戦
争
中
開
通
し
た
が
、

道
路
ト
ン
ネ
ル
は
工
事
を
戦
後
に
持
ち
越
す
こ
と
に
な
る
。

建
設
省
に
な
っ
て
こ
の
関
門
ト
ン
ネ
ル
の
膨
大
な
工
事
費
捻

出
の
た
め
有
料
道
路
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
工
事
は
急

ピ
ッ
チ
で
進
み
昭
和
三
三
年
三
月
と
い
う
か
ら
私
が
入
省
し

て
三
年
目
に
、
当
時
と
し
て
世
界
最
長
の
道
路
海
底
ト
ン
ネ

ル
が
開
通
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
一
般
的
に
文
章
は
起
承
転
結
で
収
め
る
。
長
い
文

章
と
な
る
と
節
に
区
切
っ
て
整
理
す
る
。
し
か
し
、
筆
者
の

せ
つ

核
心
を
な
す
部
分
の
節
の
内
容
は
他
の
節
よ
り
も
ど
う
し
て

も
長
く
な
っ
て
し
ま
う
。
と
す
る
と
目
次
に
あ
る
節
の
立
て

方
を
見
る
と
筆
者
が
言
い
表
し
た
い
重
点
と
い
う
の
が
逆
に

見
え
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
行
政
の
中
身
を
説

明
す
る
法
令
の
解
説
書
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
、
田
中

好
著
『
土
木
行
政
』
の
目
次
の
頁
数
を
見
る
と
当
時
の
土
木

行
政
に
つ
い
て
ど
の
部
分
の
行
政
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

か
の
お
お
よ
そ
が
判
る
。
そ
こ
で

『土
木
行
政
』
の
目
次
の

立
て
か
た
を
み
る
と
道
路

(
一
四
一
頁
)ト
軌
道

(
一
〇
七

頁
)、
河
川

(
一
〇
五
頁
)、
港
湾

(二
五
頁
)、
運
河
(
一
三

頁
)、
水
道

(二
一
頁
)、
下
水
道
(
一
三
頁
)、
公
の
水
流
水

面

(五

一
頁
)、
砂
防

(二
三
頁
)、
土
地
収
用

(
一
七
八

頁
)、
土
木
事
業
に
対
す
る
国
家
の
助
勢
政
策

(九
頁
)
及
び

そ
の
他

(九
頁
)
と
な

っ
て
い
て
、

一
番
頁
数
を
さ
い
て
い

る
の
が
土
地
収
用
で
あ
る
。
二
番
目
は
道
路
の
一
四
一
頁
で

道
路
は
す
べ
て
国
の
営
造
物
と
す
る
大
正
八
年
の
道
路
法
か

ら
す
れ
ば
、
大
規
模
な
道
路
工
事
は
少
な
か
っ
た
と
し
て
も

個
々
の
工
事
の
集
積
を
全
国
的
に
見
れ
ば
土
木
行
政
と
し
て

道
路
が
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

次
は
軌
道
の
一
〇
七
頁
、
次
い
で
河
川
の
一
〇
五
頁
と
な
っ

て
い
る
。
軌
道
は
先
掲
の
港
湾
行
政
と
違
い
、
軌
道
を
土
木

行
政
の
中
に
取
り
込
ん
だ
行
政
で
あ
る
。
軌
道
は
道
路
に
敷

設
さ
れ
る
鉄
道
の
こ
と
で
、
自
動
車
時
代
以
前
の
乗
物
と
し

て
各
都
市
が
市
民
の
為
に
電
車
軌
道
を
経
営
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
次
は
河
川
で
あ
る
が
土
木
行
政
の
ト
ッ
プ
に
位
置
す

る
土
地
収
用
は
利
根
川
治
水
の
渡
良
瀬
遊
水
池
造
成
の
た
め

の
土
地
収
用
な
ど
河
川
行
政
の
た
め
の
も
の
が
多
か
っ
た
か

ら
、
河
川
行
政
の
一
〇
五
頁
に
こ
の
土
地
収
用
(
一
七
八
頁
)

の
相
当
頁
を
加
え
れ
ば
、
当
時
の
土
木
行
政
は
河
川
行
政
が
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ト
ッ
プ
だ
っ
た
と
い
う
理
屈
も
理
解
で
き
よ
う
。
五
番
目
は

公
の
水
流
水
面
の
五
一
頁
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
有
水
面
の
埋

め
立
て
で
、
水
面
下
の
無
主
物
状
態
に
あ
る
土
地
を
埋
め
立

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
土
地
を
造
成
す
る
事
業
で
あ
る
。

六
番
目
港
湾
の
二
五
頁
、
砂
防
の
二
三
頁
、
水
道
の
二
一
頁
、

下
水
道
の

一
三
頁
と
な

っ
て
い
る
。

道
路
行
政

戦
前
、
戦
後
と
い
う
区
分
は
古
め
か
し
い
と
い
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
我
が
国
の
か
た
ち
が
全
く
違
う
も
の

に
な
っ
た
昭
和
二
〇
年
八
月
を
境
に
し
て
、
こ
う
分
け
る
の

は
理
屈
抜
き
で
簡
潔
で
あ
る
。
道
路
法
は
大
正
八
年
制
定
の

戦
前
の
道
路
法
と
、
昭
和
二
七
年
の
戦
後
の
道
路
法
が
あ
る
。

幸
い
な
こ
と
に
両
方
と
も
立
法
に
参
画
さ
れ
た
方
が
本
に
し

て
お
ら
れ
る
。
戦
前
の
道
路
法
解
説
は
既
に
述
べ
た

『土
木

行
政
』
で
著
者
田
中
好
氏
が
、
戦
後
の
道
路
法

(昭
和
二
七

年
)
は
淺
村
廉
氏
が

『新
道
路
法
解
説
』
(昭
和
二
八
年
刊
)

で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
新
･
旧
道
路
法
の
一
番
大
き
な
違
い

に
つ
い
て
淺
村
氏
は
そ
の
著
の
序
文
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
お
ら
れ
る
。
｢新
法
は
、
道
路
は
す
べ
て
国
の
営
造
物
と

考
え
た
旧
法
の
思
想
に
代
え
る
に
、
･!
!
!
国
道
は
国
の
営

造
物
で
あ
る
が
、
都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
は
、
各
々
都

道
府
県
又
は
市
町
村
の
営
造
物
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
思
想

を
以
で
し
て
、
諸
種
の
制
度
を
こ
の
考
え
方
に
合
わ
せ
た
も

の
で
あ
る
｣
と
改
正
の
本
旨
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
。
旧
道
路

法
は
内
務
省
と
い
う
警
察
と
官
選
知
事
を
掌
握
し
た
強
権
官

庁
の
も
と
に
、
道
路
警
察
権
、
道
路
通
行
車
両
に
対
す
る
規

制
権
な
ど
を
道
路
法
一
本
の
中
に
総
合
的
に
盛
り
込
ん
だ
中

央
集
権
的
な
道
路
法
だ
っ
た
。
こ
れ
が
為
に
も
道
路
は
す
べ

て
国
の
営
造
物
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
淺

村
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
戦
後
の
道
路
法
は
、
国
道
は
国
、

都
道
府
県
道
は
都
道
府
県
、
市
町
村
道
は
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ

の
自
治
体
の
財
産
と
す
る
地
方
分
権
的
な
思
想
に
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
に
し
て
も
戦
後
の
諸
立
法
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
の
は
、
昭
和
二
四
年
に
我
が
国
の
税
制
を
見
直
す
た
め
に

来
日
し
た
シ
ャ
ウ
プ
税
制
使
節
団
で
あ
る
。
こ
の
勧
告
の
中

で
国
と
地
方
の
財
政
区
分
の
明
確
化
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め

に
も
明
治
以
来
の
中
央
集
権
的
な
各
種
法
律
の
改
正
作
業
が

進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
路
法
も
こ
の
一
連
の
作
業

の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
新

し
い
国
づ
く
り
を
目
指
す
建
設
省
に
と
っ
て
有
料
道
路
制
の

た
め
の
諸
立
法
、
道
路
特
定
財
源
の
た
め
の
立
法
、
と
共
に

道
路
整
備
促
進
の
基
本
と
な
る
新
し
い
道
路
法
の
制
定
が
急

が
れ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
の
道
路
立
法
は
施
設
法
と
し
て
の
道
路
法

(建
設

省
)、
道
路
警
察
の
道
路
交
通
法

(国
家
公
安
委
員
会
)、
そ

し
て
運
送
車
両
に
つ
い
て
は
道
路
運
送
法
及
び
同
車
両
法
(運

輸
省
)
と
い
う
よ
う
に
三
者
鼎
立
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
関

れ
ん
げ
い

係
各
省
庁
は
担
当
法
律
の
も
と
で
円
滑
な
連
携
が
保
た
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
戦
前
と
戦
後
の
道
路
法
に
つ
い
て
簡
単
に

述
べ
て
し
ま

っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
好
著
が
あ
る
。
平

成
二
年
に
全
国
加
除
法
令
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た

『昭
和
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の
道
路
史
』
(三
一
六
頁
)で
、
昭
和
の
道
路
の
研
究
会
の
メ

ン
バ
ー
加
瀬
正
蔵
、
山
根
猛
、
台
健
、
杉
山
好
信
の
四
氏
が
、

自
ら
の
体
験
を
も
と
に
研
鑽
の
結
果
を
書
い
て
お
ら
れ
る
。

ご
覧
に
な
る
こ
と
を
お
す
す
め
し
た
い
。

お
わ
り
に

司
馬
史
観
と
い
わ
れ
多
く
の
フ
ァ
ン
を
持
つ
司
馬
文
学
。

司
馬
遼
太
郎
氏
の
"日

本
と
日
本
人
と
は
“
の
問
題
提
起
に
、

人
々
は
戸
惑
い
な
が
ら
も
深
い
共
感
を
寄
せ
た
。
氏
が
亡
く

な
ら
れ
て
二
年
た
っ
た
今
、
身
近
の
逸
話
に
つ
い
て
周
辺
の

人
々
か
ら
洩
れ
て
来
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
の
一
つ
に
氏
が

大
作
に
取
り
組
む
と
き
の
資
料
読
み
に
つ
い
て
で
あ
る
。
氏

は
作
品
に
取
り
か
か
る
前
に
、
膨
大
な
資
料
を
集
め
る
ら
し

い
。
神
田
の
古
書
店
街
の
棚
か
ら
或
る
人
物
と
背
景
と
な
っ

た
時
代
の
著
述
書
が
消
え
た
と
き
な
ど
、
氏
が
大
作
を
書
き

は
じ
め
た
と
書
店
主
の
間
で
評
判
に
な
っ
た
と
い
う
。
氏
は

小
説
の
主
人
公
と
な
る
人
の
言
動
を
、
諸
資
料
か
ら
抽
出
し

登
場
人
物
に
司
馬
史
観
的
息
吹
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
資
料
の
目
の
通
し
方
だ
が
、
沢
山
の
本
を
初
め
の
一

頁
か
ら
終
わ
り
ま
で
熟
読
す
る
こ
と
は
な
か
ノ
＼
出
来
る
も

の
で
は
な
い
。
で
は
司
馬
氏
は
ど
う
し
た
か
と
い
う
と
、
先

ず
本
を
開
い
て
目
次
と
そ
の
頁
立
て
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
そ

う
で
あ
る
。
そ
う
し
て
い
る
と
、
目
次
の
並
べ
方
と
そ
れ
に

費
や
し
た
頁
数
に
よ
っ
て
そ
の
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
が

見
え
て
く
る
ら
し
い
。
普
通
の
人
が
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
と
、

た
だ
眠
く
な
る
だ
け
だ
。
が
司
馬
氏
は
こ
う
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
そ
の
本
の
内
容
の
濃
い
と
こ
ろ
と
薄
い
と
こ
ろ
を
見
分

け
、
そ
の
本
が
言
い
た
か
っ
た
テ
ー
マ
を
把
握
し
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
い
ざ
本
文
を
読
む
と
き
は
頁
を
ど
ん
ど
ん
と

飛
ば
す
。
い
わ
ゆ
る
頁
の
斜
め
読
み
を
し
、
要
点
を
マ
ー
ク

し
て
僅
か
の
時
間
で
読
了
し
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
一
般
の

読
者
は
目
次
と
い
う
の
は
著
者
が
文
章
の
流
れ
に
区
切
り
を

付
け
る
た
め
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
目
次
読
み
に
そ

ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
か
け
る
こ
と
は
し
な
い
し
小
説
の
目
次

は
大
抵
見
過
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
の
は
、
田
中
好
氏
の
『土
木
行
政
』

と
い
う
六
九
五
頁
の
本
を
田
中
氏
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
と
き
、

同
じ
土
木
行
政
の
中
で
も
ご
自
分
の
関
心
の
あ
る
項
目
、
ま

た
当
面
す
る
時
代
の
傾
向
に
は
自
然
と
記
述
が
濃
く
な
り
、

頁
数
も
そ
の
部
分
が
特
に
ふ
く
ら
ん
で
来
る
の
は
止
む
を
得

な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
迄
で
あ
る
。

そ
ん
な
視
点
か
ら
旧
･
新
道
路
法
に
つ
い
て
、
立
法
の
実

務
に
あ
た
ら
れ
た
旧
法
の
田
中
氏
、
新
法
の
淺
村
氏
、
そ
れ

ぞ
れ
の
著
者
の
目
次
の
立
て
方
と
比
較
し
て
み
た
が
、
同
じ

目
的
の
成
文
法
を
比
較
す
る
に
は
各
条
文
毎
に
比
較
し
な
け

れ
ば
正
し
い
対
比
に
な
ら
な
い
と
思
う
が
、
司
馬
氏
流
の
目

次
読
み
で
も
お
よ
そ
の
感
覚
が
つ
か
め
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
、
と
も
か
く
付
録
と
し
て
掲
載
し
て
み
た
。

文
章
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
温
故
知
新
と
い
う
言
葉

の
重
み
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
建
設
省
五
〇
周
年
と
い
う

記
念
す
べ
き
日
に
本
誌
に
祝
意
と
回
想
を
書
か
し
て
い
た
だ

い
た
こ
と
を
感
謝
し
て
い
る
。

(道
路
広
報
セ
ン
タ
ー

会
長
)
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田
中
好
著

｢土
木
行
政
｣
(大
正
一
五
年
刊

菊
判
)
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次
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路
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一節節

総
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路
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日
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第
三
目
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範
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係
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き
り
特
集
/
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
A湖
き
り
き
り
き
り
き
り
“

7

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
概
要

道
路
局
企
画
課

一
は
じ
め
に

去
る
五
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
お
い
て
、
平
成
一
〇
年

度
を
初
年
度
と
す
る
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
が
決
定
さ

れ
た
の
で
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

二

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
大
綱

ー

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
基
本
的
方
向

二
一
世
紀
を
目
前
に
控
え
、
人
中
心
の
安
全
で
活
力
に

満
ち
た
社
会
･
経
済
･
生
活
を
実
現
す
る
た
め
、
日
常
生

活
の
基
盤
と
し
て
の
市
町
村
道
か
ら
国
土
構
造
の
骨
格
を

形
成
す
る
高
規
格
幹
線
道
路
に
至
る
道
路
網
を
、
計
画
的

に
整
備
す
る
と
と
も
に
、
適
正
な
道
路
空
間
の
確
保
を
図

る
。
ま
た
、
本
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
道
路
政
策

を
よ
り
効
果
的
･
効
率
的
に
執
行
す
る
た
め
、
道
路
政
策

の
進
め
方
の
改
革
を
図
る
。

こ
の
計
画
で
は
、
道
路
審
議
会
建
議

｢道
路
政
策
変
革

(参
考
)

へ
の
提
言
ー
よ
り
高
い
社
会
的
価
値
を
め
ざ
し
て
ー
｣
を

踏
ま
え
つ
つ
、
さ
ら
に
、
各
方
面
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
道
路

政
策
に
対
す
る
強
い
要
請
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。

①

道
路
審
議
会
や
各
地
域
の
懇
談
会
が
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト
方
式
に
よ
り
、
全
国
約
一

三
万
人
か
ら
の
道
路
政
策
へ
の
意
見
を
集
約

②

道
路
や
地
域
づ
く
り
を
テ
ー
マ
に
し
た
懇
談
会
に
、

六
四
地
域
二
二
二
回
に
の
べ
約
三
、
0
0
0
人
が
参

出力

③

地
域
経
済
界
等
が
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
･
ま
ち
づ

く
り
を
支
え
る
道
路
整
備
の
方
向
性
を
示
す
ビ
ジ
ョ

ン
･
提
言
を
発
表

ま
た
、
地
域
レ
ベ
ル
の
諸
活
動
の
効
率
的
な
展
開
や
計

画
的
な
地
域
づ
く
,り
、
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、

各
都
道
府
県
や
市
町
村
に
お
い
て
も
道
路
の
整
備
に
関
す

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
し
、
道
路
政
策
目
標
を
明
示
し
て
、

計
画
的
な
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

=

社
会
･
経
済
･
生
活
の
緊
急
課
題
へ
の
対
応

社
会
、
経
済
、
生
活
の
各
分
野
に
お
い
て
直
面
す
る
物

流
の
効
率
化
、
市
街
地
の
活
性
化
、
渋
滞
対
策
、
防
災
対

策
等
の
緊
急
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
、
道
路
の
持
つ

多
様
な
機
能
を
効
率
的
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
施
策
の
展

開
を
図
る
こ
と
と
し
、
｢D
新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け

た
支
援
｣、
｢“
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の

支
援
｣、
｢め
よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
｣、
｢の
安
心
し

て
住
め
る
国
土
の
実
現
｣
を
四
つ
の
施
策
の
柱
と
し
て
、

道
路
政
策
を
重
点
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
。

②

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革



事
業
目
的
と
社
会
的
な
効
果
を
十
分
に
確
認
し
な
が
ら

2

社
会
空
間

(社
会
の
共
有
空
間
)
の
確
保
･
再
生

重
点
施
策
と
五
箇
年
間
の
政
策
目
標

投
資
を
判
断
す
る
時
代
へ
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
対
応
し

て
、
道
路
政
策
を
よ
り
効
果
的
･
効
率
的
に
執
行
す
る
た

め
、
重
点
化
･
効
率
化
、
事
業
等
の
評
価
･
改
善
、
透
明

性
の
確
保
、
適
切
な
役
割
分
担
等
の
視
点
か
ら
道
路
政
策

の
進
め
方
の
改
革
を
図
る
。

(参
考
)
建
議
で
は
、
道
路
行
政
の
目
指
す
べ
き
方
向
と
し
て
道
路
の
持

つ
多
様
な
機
能
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
達
成
す
べ
き
目
標
を
設
定

し
各
種
施
策
を
計
画
的
･
重
点
的
に
実
施
す
る
政
策
手
法
を
導
入
す

べ
き
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
図
る
な
ど
、

効
率
的
で
透
明
な
政
策
の
進
め
方
の
変
革
に
取
り
組
む
よ
う
提
言
し

て
い
る
。

参
考

多
様
な
道
路
の
機
能

1

社
会
･
経
済
･
生
活
を
支
え
る
多
様
な
道
路
の
機
能

道
路
の
機
能
は
多
面
的
で
あ
り
、
使
わ
れ
方
は
多
様
で

あ
る
。
鉄
道
や
航
空
等
の
様
々
な
交
通
機
関
を
支
え
る
基

盤
で
あ
る
と
と
も
に
、
長
距
離
か
ら
短
距
離
ま
で
あ
ら
ゆ

る
自
動
車
交
通
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

な
ど
の
収
容
空
間
や
都
市
の
骨
格
形
成
な
ど
の
機
能
を
果

た
し
て
い
る
。

効
果
的
、
効
率
的
な
社
会
、
経
済
、
生
活
の
諸
活
動
を

支
え
て
い
く
た
め
、
道
路
の
有
す
る
、
空
間
、
交
通
等
の

多
種
多
様
な
機
能
を
、
人
中
心
の
視
点
に
立
っ
て
再
構
築

し
、
諸
施
策
の
一
層
重
点
的
な
展
開
を
推
進
す
る
必
要
が

あ
る
。

道
路
は
、
国
土
空
間
の
有
効
利
用
を
図
り
、
地
域
を
支

え
る
総
合
的
な
社
会
基
盤
で
あ
る
。
特
に
、
生
活
や
社
会

面
で
の
安
全
性
の
確
保
や
質
の
高
い
生
活
空
間
の
充
実
を

図
っ
て
い
く
上
で
、
道
路
は
社
会
の
共
有
空
間
と
し
て
地

域
、
都
市
の
極
め
て
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
。
道
路
の

社
会
空
間
と
し
て
の
役
割
を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
た
め
の

施
策
を
推
進
す
る
。

霊
需

,

嚢

掬
r

矮

遅

瀞

-
m

.･

汁嵩讓
べ鬮

酬
鬮
酬

霊
需

繭
職"誠

鷲
鮴凝
議

裁
き鬮

榊
赳…

妻費太
叢
率

臨
瞑隔Q

竇彌鱗
鰡賞

]
広場、公園、ゴミ処理、路面電車、電話等の活用にも重要な機能

り

新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
た
支
援

①

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
に
よ
り
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
の
自
立
的
な
発
展
や
物
流
の
効
率
化
な
ど
を
図
る

た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
の
重

点
的
な
整
備
を
図
る
。

[高
規
格
幹
線
道
路
]

七
、
ー
エ
ハ
五
虹
↓
八
、
六
二
六
虹

(
一
、
一三
全

額
整
備
)

[地
域
高
規
格
道
路
]

一
、
0
四
二
虹
↓
一
、
四
九
七
虹(四

五
五
虹
整
備
)

②

効
率
的
な
広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
･
強

化
の
た
め
、
空
港
･
港
湾
等
の
交
通
拠
点
へ
の
連
絡

を
強
化
す
る
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

[空
港
へ
の
連
絡
率
]

四
0
%

(
一
九
/
四
八
空
港
)↓

五
八
%

(二
九
/
五
○
空
港
)

[港
湾
へ
の
連
絡
率
]

二
五
%

(三
○
/
一
一
三
港
)↓

三
八
%

(四
六
/
一
二
二
港
)

③

バ
イ
パ
ス
･
環
状
･
放
射
道
路
等
の
整
備
に
よ
る

ア
ク
セ
ス
の
向
上
、
面
的
整
備
に
よ
る
中
心
市
街
地

の
活
性
化
を
図
る
。

[都
市
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
中
心
市
街
地
の
割

合
]

三
0
%
↓
四
三
%

β 道行セ 98 ,7



技術の開発 ･導入の促, 分野の技術研究開発との連携 ･総合佃

嬢 .簾護 憲 嚢 鷺緊急課題に蘂する技術開発

④

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
築
の
支
援
の
た
め
、
光
フ
ァ

[整
備
延
長

(市
町
村
カ
バ
ー
率
と

⑤

E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ

イ
バ
ー
の
収
容
空
間

(情
報
B
O
X
、
電
線
共
同
溝
、

六
、
九
七
〇
畑
(約
一
割
)↓
二
三
、
五
七
〇
虹

ム
)
に
つ
い
て
、
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、
9

共
同
溝
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

(約
五
割
)

(
一
六
、
六
〇
0
m
整
備
)

東
名
･
名
神
等
、
整
備
効
果
の
高
い
路
線
の
料
金
所

幻道イテセ 98 .7

"̂T

O X、電線共同溝、共同溝)

半島地域等への支援

炎認識網車対策
　

　
　

　
　

　

　　

　
　

　　

　
　

　　
　
　
　

　

　

　

　

　

　　
　
　
　

　

ユ塾

･
“

社

の
管

巳

桧
い

社会実験の積極的実施

一

.

ま

い

･

て
全

･

よ

し

し
保

り

ら

心
土

鎚

よ

K

安
回

性

た

･

く
ま

、

向

な
け
構

あ
づ

･

方

た
向
済

力
市
域

‘

(経済構造改革)



に
導
入
す
る
。

[E
T
C
対
応
料
金
所
整
備
率

(箇
所
数
二

○
%

(○
箇
所
)↓
主
要
箇
所
で
概
成

(約
七
三
〇
箇
所
)

の

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の
支
援

①

第
三
次
渋
滞
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、
交
差

点
等
の
主
要
な
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
に
お
け
る
対
策
を
推

進
す
る
。

[渋
滞
ポ
イ
ン
ト
数
]

三
、
二
〇
〇
箇
所
↓
二
、
二
〇
〇
箇
所

(
一
、
0
0
0
箇
所
解
消
)

高
規
格
幹
線
道
路
、
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整

備
、
国
道
の
四
車
線
化
な
ど
、
体
系
的
な
道
路
整
備

を
推
進
す
る
。

[環
状
道
路
整
備
率
]

二
七
%
↓
四
二
%

②

安
全
で
快
適
な
都
市
空
間
の
創
造
、
災
害
に
強
い

ま
ち
づ
く
り
等
の
た
め
、
電
線
共
同
溝
等
に
よ
る
電

線
類
の
地
中
化
を
推
進
す
る
。

[電
線
類
地
中
化
延
長
]

三
、
0

一
○
知
↓
六
、
0
一
0
鹸

(三
、
○
○
○
畑
整
備
)

③

地
方
部
の
近
隣
都
市
や
関
連
の
深
い
市
町
村
相
互

を
連
絡
す
る
道
路
の
整
備
を
地
域
の
計
画
に
あ
わ
せ

重
点
的
に
推
進
す
る
。

[二
次
生
活
圏
中
心
都
市
へ
三
〇
分
で
到
達
で
き

る
市
町
村
の
割
合
]

五
三
%
↓
五
七
%

の

よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保

①

効
果
的
に
事
故
削
減
を
図
る
た
め
、
道
路
網
の
体

系
的
整
備
に
加
え
、
幹
線
道
路
に
お
け
る
事
故
多
発

箇
所
対
策
に
重
点
的
に
取
り
組
む
。

[事
故
多
発
箇
所
対
策
数
]

三
、
二
〇
〇
箇
所

誰
も
が
安
心
し
て
通
行
で
き
る
よ
う
、
幅
の
広
い

歩
道
の
設
置
等
に
よ
る
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

化
を
進
め
る
o

[幅
の
広
い
歩
道
等
]

三
七
、
0
0
0
顔
↓
五
一
、
五
0
0
紬

(
一
四
、
五
〇
〇
虹
整
備
)

②

騒
音
等
環
境
対
策
の
た
め
、
道
路
構
造
対
策
や
建

物
防
音
工
事
助
成
、
緩
衝
建
築
物
の
誘
導
な
ど
を
推

進
す
る
。

[夜
間
騒
音
要
請
限
度
達
成
率
]

七
五
%
↓
七
九
%

の

安
心
も
て
住
め
る
国
土
の
実
現

②

道
路
防
災
総
点
検
に
基
づ
き
、
豪
雨
･
豪
雪
等
に

対
す
る
防
災
対
策
、
緊
急
輸
送
道
路
に
お
け
る
橋
梁

等
の
耐
震
補
強
を
推
進
す
る
。

[緊
急
輸
送
道
路
内
の
耐
震
橋
脚
整
備
率
]

五
八
%
↓
概
成

主
要
都
市
の
密
集
市
街
地
に
お
い
て
広
域
避
難
地

に
到
達
で
き
る
よ
う
避
難
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。

[避
難
困
難
地
区
人
ロ
]

五
三
二
万
人
↓
四
二
四
万
人

2

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
投
資
規
模
及
び
財
源

現
下
の
社
会
･
経
済
情
勢
、
財
政
構
造
改
革
に
関
わ
る

考
え
方
、
現
行
計
画
規
模
等
を
踏
ま
え
、
平
成
一
〇
年
度

か
ら
の
五
箇
年
間
の
道
路
投
資
額
は
、
｢新
た
な
経
済
構
造

実
現
に
向
け
た
支
援
｣
｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･都
市
づ

く
り
の
支
援
｣
｢よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保
｣
｢安
心
し

て
住
め
る
国
土
の
実
現
｣
の
課
題
に
緊
急
に
対
処
す
る
た

め
に
必
要
な
七
三
兆
円
に
加
え
、
今
後
の
経
済
情
勢
等
の

不
測
の
事
態
に
備
え
、
計
画
自
体
を
弾
力
的
に
運
用
す
る

た
め
の
調
整
費
と
し
て
の
五
兆
円
を
含
む
、
総
額
七
八
兆

円
で
あ
る
。

な
お
、
平
成
一
〇
年
度
税
制
改
正
に
お
･い
て
、
新
道
路

整
備
五
箇
年
計
画
の
円
滑
な
実
施
に
必
要
な
財
源
の
確
保

を
図
る
た
め
、
揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
、
自
動
車
取
得

税
、
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期
限
が
平
成
一
五

年
三
月
末
ま
で
、
自
動
車
重
量
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期

限
が
平
成
一
五
年
四
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
て
い
る
。

平
成
10
年
度
道
路
特
定
財
源
関
係
税
制
改
正
の
概
要

揮
発
油
税
、
地
方
道
路
税
、
軽
油
引
取
税
、
自
動
車
取

得
税
及
び
自
動
車
重
量
税
の
暫
定
税
率
の
適
用
期
限
を
五

年
間
延
長
す
る
。

メ0 道行セ 98.7



投資規模 (単位 ;億円)

新五箇年計画
第1l次五箇年計画

計画倍率 実績倍率
計 画 実 績

一般道路事業
有料道路事業
小 計
地方単独事業

292 ,000
170 ,000
462 ,000
268 ,000

288 ,00O
206 ,000
494 ,000
252 ,000

286,025
177,140
463江65
253,462

L O1
0 .83
0 .94
1 .06

1.02
0.96
l･00
1.06

計
調 整 費

730 ,00O
50 ,000

746 ,000
14,00O

716,627 0 ,98
3 .57

1.02

合 計 780 ,000 760,000 716,627 1.03 1.09

道路特定財源諸税の税率

本則税率 暫定税率
暫定税率適用期限

税制改正前 税制改正後
揮 発 油 税 24 .3円 / @ 48 .6円 / @ H 10 .3 .31 H 15.3 .31

地方道路税 4 .4円 / @ 5 2 円 / @ H 10 .3 .31 H 15.3.31

軽油引取税 15 .0円 / @ 32.1円 / @ H 10 .3 .31 H 15.3 .31

石 油 ガ ス 税 17.5円 / kg
自動車取得税 取得価額の 3 % 取得価額の 5 % H 10 .3 .31 H 15 3 .31

自動車重量税 2 ,500円 / 0.5t年 6,300円 / 0.5t年 H 10 .4 .30 H 15.4 .30

3

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
主
要
課
題
別
投
資
額

総
投
資
規
模

七
三
兆
円
-

1 . , 取神, 、 リ 里 は 採用 用 の 口
2 . 石油ガス税については、 暫定税率は設定されていない

髄.7兆円

【高規格幹線道路の整備】

23%
1

クセス口上、都市内の道路

○情報ハイウエイ構築の支援

ー4.7兆円
○高度道路交通システム ( I T S ) の推進

ロご エクト

モノレール ･新交通システムの整備

(注) 本来、道路は多様な施策目的を有するものであるが、 上記円グラフは主要課題別の投資規模を
表すため、便宜上、密接に関連すると思われる項目により重複なしで分類 ･整理したものである。

道イテセ 98.7 メメ
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利用者便益 約 8 兆円/年

聯鱗瀦篇

約

益

益
獺

鵲
間

弛
費

時
テ

走
銘

徒

徒

桙

伴

円

円

眺
鰔

約

約

4

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
よ
る
効
果

印

利
用
者
便
益

(直
接
効
果
)

走
行
速
度
の
向
上
や
混
雑
の
緩
和
等
に
よ
り
走
行
時
間

が
短
縮
さ
れ
る
。
ま
た
、
走
行
条
件
が
改
善
さ
れ
、
燃
料

費
等
の
走
行
経
費
が
節
約
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
五
箇
年

計
画
終
了
後
の
平
成
一
五
年
度
に
お
い
て
は
、
年
間
約
八

兆
円
の
利
用
者
便
益
が
生
ず
る
も
の
と
推
計
さ
れ
る
。

②

波
及
効
果

①

国
内
総
生
産
の
増
加

(
マ
ク
ロ
計
量
経
済
モ
デ
ル

に
よ
り
推
計
)

道
路
整
備
は
、
輸
送
条
件
の
改
善
に
よ
る
流
通
の

合
理
化
、
生
産
性
の
向
上
な
ど
を
通
じ
て
生
産
力
を

拡
大
さ
せ
、
ま
た
、
道
路
投
資
そ
の
も
の
が
最
終
需

要
を
創
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
内
総
生
産

(G
D

P
)
を
増
加
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
て
い
る
。

国
内
総
生
産
が
増
加
し
、
平
成
一
〇
年
度
か
ら
平

成
一
九
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
に
、
年
平
均
約
一
二

〇
万
人
の
雇
用
が
創
出
さ
れ
る
。

⑤

輸
入
の
拡
大

道
路
整
備
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
内
最
終
需
要

の
増
大
が
生
じ
、
内
需
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、

平
成
一
○
年
度
か
ら
平
成
一
九
年
度
ま
で
の
一
〇
年

間
の
累
計
で
貿
易
黒
字
が
約
四
兆
円
減
少
す
る
。

②

経
済
構
造
改
革
の
支
援

貨
物
車
の
輸
送
費
用
が
約
六
%
節
約
さ
れ
、
物
流

コ
ス
ト
の
低
減
を
通
じ
て
経
済
構
造
改
革
が
促
進
さ

れ
る
。
ま
た
、
貨
物
車
の
輸
送
費
用
の
節
約
額
が
全

て
価
格
低
下
に
反
映
す
る
と
し
た
場
合
、
平
成
一
五

年
度
の
消
費
者
物
価
は
約
0
･
五
%
低
下
す
る
。

③

税
収
の
増
加

国
内
総
生
産
が
増
加
し
、
平
成
一
○
年
度
か
ら
平

成
一
九
年
度
ま
で
の
一
〇
年
間
に
、
税
収
が
累
計
で

約
四
0
i
六
〇
兆
円
増
加
す
る
。
(こ
の
税
収
増
は
国

内
総
生
産
の
増
加
額
に
含
ま
れ
る
。)

④

雇
用
の
創
出

国内総生産の増加 約200兆円

鰔
)

轆賭鰤
鳩
勘
鰯

眸
伽
繊

城
#廟

円

円

兆

兆

70

130

約

約
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三

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
主
要
課
題

“

I

新
た
な
経
済
構
造
実
現
に
向
け
を
支
援

7

　
　

　

創

常

の要需

下

瑯

低

G

の

▲
　
　

卿
柊

　
　

　
　

第

(経
済
構
造
改
革
)

セ

ー

地
域
の
競
争
条
件
確
保
の
た
め
の
幹
線
道
路
網
の
構

擶

注) 利用者便益により推計。 その他はマクロ計量経済モデルにより推計

椚

o

o

o

　

　

　

築我
が
国
の
社
会
･
経
済
の
高
コ
ス
ト
構
造
の
是
正
を
通

じ
た
国
際
競
争
力
の
向
上
や
、
地
域
の
自
立
的
な
発
展
を

図
る
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格
道
路
を
は

じ
め
と
す
る
幹
線
道
路
網
の
構
築
を
図
る
。

印

高
規
格
幹
線
道
路

①

交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
充
実
に
よ
り
地
域
ブ
ロ
ッ

ク
の
自
立
的
な
発
展
や
物
流
の
効
率
化
な
ど
を
図
る

た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
一
四
、
○
○
○
如
の
う

ち
、
都
市
圏
の
環
状
道
路
、
第
二
束
名
･
名
神
高
速

道
路
や
、
日
本
海
沿
岸
東
北
自
動
車
道
、
東
九
州
自

動
車
道
な
ど
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
の
循
環
型
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
つ
い
て
重
点
的
な
整
備
を
進
め
、
新
五
箇
年

計
画
で
は
、
約
一
、
一三
ハ
○
畑
の
供
用
を
図
る
。

こ
れ
ら
の
整
備
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
今
後

は
経
済
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
な
け
れ
ば
、
基
本
的

に
は
料
金
水
準
を
上
げ
な
い
よ
う
様
々
な
工
夫
を
行

い
な
が
ら
整
備
を
進
め
る
。

②

高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(I
T
S
)
な
ど
の
活

用
、
地
方
都
市
周
辺
に
お
け
る
通
勤
な
ど
近
距
離
多

頻
度
利
用
者
の
た
め
の
料
金
割
引
等
の
多
様
な
料
金

箇年計画による効果の波及過程概念図】

新五箇年計画による道路整備

※ (7.桃円伴) 走行時間の短縮 走行経費の節約 ※ (0.6綱/"



施
策
の
検
討
･
導
入
、
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
や
サ
ー

絡
等
を
強
化
す
る
地
域
高
規
格
道
路
の
整
備
を
重
点

ビ
ス
エ
リ
ア
周
辺
で
の
民
間
施
設
の
立
地
誘
導
な
ど

的
に
住
、
し
、
折

箇

計
画
“
は
、

‘い
四

、

m

を
図
り
、
既
存
ス
ト
ッ
ク
の
有
効
活
用
を
推
進
す
る
。

･
高
規
格
幹
線
道
路
供
用
延
長

平
九

七
、
二
六
五
虹
↓
平
一
四

八
、
二
六
二
如

↓
長
期

一
四
、
0
0
0
如

･
東
北
横
断
道
酒
田
線
、
関
越
道
上
越
線
、
四
国

縦
貫
道
の
全
通
及
び
東
海
北
陸
道
の
概
成
な
ど

循
環
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成

･
圏
央
道
八
王
子
鶴
ヶ
島
間
、
第
二
束
名
･
名
神

豊
田
四
日
市
間
な
ど
大
都
市
圏
環
状
道
路
の
形

成

･
本
州
四
国
連
絡
道
路
尾
道
･
今
治
ル
ー
ト
の
海
峡

部
の
橋
梁
の
完
成
に
よ
り
、
本
州
と
四
国
を
三
ル

ー
ト
で
連
絡

･
高
規
格
幹
線
道
路
の
面
積
カ
バ
ー
率

(
一
時
間
で

高
規
格
幹
線
道
路
に
到
達
で
き
る
地
域
の
面
積
割

合
)平

九

六
七
%
↓
平
一
四

八
○
%

↓
長
期

九
0
%

･
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
交
通
分
担
率

(全
国
)

平
九

一
二
%
↓
平
一
四

一
四
%

↓
長
期

一
一二
%

②

地
域
高
規
格
道
路

①

全
国
レ
ベ
ル
の
高
規
格
幹
線
道
路
と
一
体
と
な
っ

て
、
地
域
相
互
の
交
流
促
進
や
空
港
･
港
湾
へ
の
連

的
に
推
進
し
、
新
五
箇
年
計
画
で
は
、
約
四
六
○
如

の
供
用
を
図
る
。

こ
れ
ら
の
整
備
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域

の
交
通
特
性
や
整
備
コ
ス
ト
縮
減
等
に
配
慮
し
た
経

済
的
な
道
路
構
造
で
整
備
を
推
進
す
る
。

②

都
市
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
建
設
着
手
の
段
階

で
料
金
見
通
し
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
整
備
を
進
め

　
　･

地
域
高
規
格
道
路
の
延
長

平
九

一
、0
四
二
鬮
↓
平
一
四

一
、
四
九
七
虹

↓
長
期
的
に
は
約
六
、○
○
○
!
八
、0
0
0
虹

･
高
規
格
幹
線
道
路
や
地
域
高
規
格
道
路
へ
三
〇
分

以
内
で
到
達
可
能
な
面
積
の
割
合

平
九

四
六
%
↓
平
一
四

五
五
%

↓
長
期

八
三
%

･
地
方
中
核
都
市
一
時
間
圏
カ
バ
ー
率

(都
道
府
県
庁
所
在
地
あ
る
い
は
人
ロ
三
〇
万
人

以
上
の
都
市
な
ど
へ
一
時
間
以
内
で
到
達
し
、
都

市
的
サ
ー
ビ
ス
を
享
受
で
き
る
面
積
の
割
合
)

平
九

四
二
%
↓
平
一
四

四
五
%

↓
長
期

六
一
%

③

新
交
通
軸
の
形
成

東
京
湾
口
道
路
、
伊
勢
湾
口
道
路
、
紀
淡
連
絡
道
路
、

関
門
海
峡
道
路
、
豊
予
海
峡
道
路
、
島
原
･
天
草
･
長
島

架
橋
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
長
大
橋
等
に
係
る
技
術
開
発
、

地
域
の
交
流
、
連
携
に
向
け
た
取
り
組
み
等
を
踏
ま
え
調

査
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
進
展
に
応
じ
、
周
辺
環
境

へ
の
影
響
、
費
用
対
効
果
、
費
用
負
担
の
あ
り
方
等
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
構
想
を
進
め
る
。

西
瀬
戸
地
域
、
青
函
地
域
等
、
全
国
的
な
視
点
か
ら
の

広
域
経
済
圏
の
基
盤
を
形
成
す
る
新
た
な
交
通
軸
に
つ
い

て
は
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
調
査
を
進
め
る
。

ま
た
、
離
島
振
興
の
た
め
の
新
た
な
海
洋
架
橋
に
つ
い

て
は
、
長
大
橋
等
に
か
か
る
技
術
開
発
、
地
域
の
交
流
･

連
携
に
向
け
た
取
り
組
み
や
活
性
化
施
策
な
ど
を
見
極
め

つ
つ
、
調
査
を
進
め
る
。

2

物
流
効
率
化
の
支
援

国
際
的
な
大
競
争
時
代
が
到
来
し
、
国
内
の
物
流
コ
ス

ト
の
削
減
や
ユ
ー
ザ
ー
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
物
流
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
･
強
化
や
空
港
、
港
湾
、
鉄
道
、
物
流
拠
点
等

の
相
互
連
携
･
機
能
向
上
を
支
え
る
道
路
整
備
が
重
要
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
複
合
一
貫
輸
送
を
促
進
す
る
空

港
･
港
湾
へ
の
連
絡
道
路
等
の
整
備
、
車
両
の
大
型
化
に

対
応
し
た
橋
梁
の
補
強
等
を
図
る
。
ま
た
、
都
市
内
物
流

対
策
な
ど
、
物
流
シ
ス
テ
ム
全
体
の
効
率
化
を
支
援
す
る
。

の

広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

①

効
率
的
な
広
域
物
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
･
強

化
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備
や
主
要
な

メギ 道行セ 98 ,7



空
港
や
港
湾
等
の
整
備
に
合
わ
せ
、
交
通
拠
点
へ
の

連
絡
を
強
化
す
る
道
路
の
整
備
を
推
進
す
る
。
新
五

箇
年
計
画
で
は
、
約
二
〇
〇
蝿
の
連
絡
道
路
の
整
備

を
図
り
、
空
港
･
港
湾
と
の
連
絡
の
強
化
を
図
る
。

②

物
流
拠
点
、
重
要
港
湾
等
を
連
絡
す
る
高
規
格
幹

線
道
路
、
そ
の
他
の
一
般
国
道
等
を
中
心
と
す
る
約

六
万
m
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
車
両
の
大
型

化

(車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
総
重
量
最
大
二

五
t
)
へ
の
対
応
を
図
る
た
め
、
橋
梁
の
補
強
等
の

整
備
を
行
う
。
ま
た
、
フ
ル
積
載
し
た
I
S
O
規
格

背
高
海
上
コ
ン
テ
ナ
を
輸
送
す
る
ト
レ
ー
ラ
の
通
行

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
構
造
物
の
再
改
築
に
つ
い
て

検
討
し
、
必
要
箇
所
の
事
業
を
推
進
す
る
。

･
自
動
車
専
用
道
路
等
の
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
か

ら
一
〇
分
以
内
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
る
空
港
、

港
湾
の
割
合

･
空
港

平
九

四
0
%

(
一
九
/
四
八
空
港
)

↓
平
一
四

五
八
%

(二
九
/
五
〇
空
港
)

↓
長
期

約
九
割

新
た
に
連
絡
さ
れ
る
空
港
…
-
○

(秋

田
、
山
形
、
福
島
、
新
潟
、
名
古
屋
、

出
雲
、
山
ロ
宇
部
、
熊
本
、
大
分
、
那

覇
)

･
港
湾

平
九

二
五
%

(三
○
/
一
二
二
港
)

↓
平
一
四

三
八
%

(四
六
/
一
二
二
港
)

↓
長
期

約
九
割

新
た
に
連
絡
さ
れ
る
港
湾
二

六

(八

戸
、
能
代
、
酒
田
、
常
陸
那
珂
、
大
洗
、

新
潟
、
名
古
屋
、
衣
浦
、
今
治
、
東
予
、

須
崎
、
宇
部
、
小
野
田
、
北
九
州
、
博

多
、
津
久
見
)

･
合
計

平
九

二
九
%
↓

平
一
四

四
四
%
↓

長
期

約
九
割

･
車
両
大
型
化
に
対
応
し
た
道
路
整
備
延
長

平
九

約
三
万
虹
↓
平
一
四

約
六
万
虹
↓

長
期

約
二
〇
万
如

の

都
市
内
物
流
対
策

関
係
省
庁
や
民
間
事
業
者
と
の
連
携
の
も
と
、
路
上
荷

捌
き
施
設
等
の
整
備
、
集
配
拠
点
の
整
備
･
集
配
送
の
共

同
化
等
の
促
進
に
よ
り
輸
送
効
率
の
向
上
を
図
り
、
都
市

内
物
流
の
効
率
化
や
中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
推
進
す
る
。

③

物
流
シ
ス
テ
ム
の
効
率
化

広
域
物
流
拠
点
･
連
絡
道
路
等
の
基
盤
整
備
、
商
用
車

の
効
率
的
な
運
行
管
理
の
支
援
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開

発
等
、
物
流
の
情
報
化
の
支
援
等
に
よ
り
、
総
合
的
な
物

流
シ
ス
テ
ム
の
効
率
化
を
推
進
す
る
。

3

中
心
市
街
地
の
活
性
化

中
心
市
街
地
の
活
性
化
を
進
め
る
た
め
、
道
路
や
駐
車

場
等
の
基
盤
の
充
実
や
各
種
施
設
の
立
地
を
総
合
的
か
つ

重
点
的
に
支
援
す
る
。

①

都
市
の
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
、
放
射
道
路
等
の

整
備
に
よ
る
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
、
駐
車
場

の
整
備
、

、各
種
施
設
を
結
ぶ
快
適
な
歩
行
空
間
の
確

保
、
連
続
立
体
交
差
事
業
の
推
進
に
よ
る
市
街
地
分

断
の
解
消
等
を
推
進
す
る
。

②

面
的
な
市
街
地
整
備
等
に
よ
る
低
未
利
用
地
の
集

約
化
、
土
地
利
用
の
再
編
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

他
省
庁
と
連
携
し
て
、
商
業
施
設
や
福
祉
、
文
化
等

の
公
共
公
益
施
設
を
立
地
誘
導
す
る
。

③

地
域
の
実
施
す
る
商
店
街
の
活
性
化
施
策
等
と
連

携
を
図
り
つ
つ
、
｢賑
わ
い
の
道
づ
く
り
事
業
｣
(電

線
類
の
地
中
化
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路
等
)
を
推
進

す
る
。

･
都
市
の
基
盤
が
整
備
さ
れ
た
中
心
市
街
地
の
割
合

(全
国
七
〇
〇
地
区
に
対
す
る
割
合
)

平
九

三
0
%
↓
平
一
四

四
三
%
↓

長
期

約
九
割

道行セ 98 ,7 メ5

4

情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
築
の
支
援

二
〇
一
〇
年
ま
で
に
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
全
国
整
備
を

目
指
す
政
府
方
針
に
基
づ
き
、
高
度
情
報
通
信
社
会
の
構

築
に
向
け
、
民
間
事
業
者
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
整
備
促

進
の
た
め
、
道
路
管
理
用
の
光
フ
ァ
イ
バ
ー
網
の
整
備
に

合
わ
せ
、
光
フ
ァ
イ
バ
ー
の
収
容
空
間

(情
報
B
O
X
、

電
線
共
同
溝
、
共
同
溝
)
の
整
備
を
推
進
し
、
情
報
ハ
イ

ウ
ェ
イ
構
築
を
支
援
す
る
。



新
五
箇
年
計
画
で
は
、
大
規
模
な
商
業
業
務
地
区
や
文

化
施
設
周
辺
地
区
等
に
お
い
て
優
先
的
に
整
備
を
行
い
、

一
六
、
六
〇
〇
如
の
収
容
空
間
の
整
備
を
図
る
。

･
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
整
備
済
延
長

平
九

六
、
九
七
〇
蹴
↓

平
一
四

一
ニ
ニ
、
五
七
〇
蝿
↓

二
〇
一
〇
年

約
一
五
万
虹

･
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
市
町
村
カ
バ
ー
率

(主
要
な
幹
線
道
路
に
収
容
空
間

(情
報
B
O
X
、

電
線
共
同
溝
、
共
同
溝
)
が
整
備
さ
れ
た
市
町
村

の
割
合
){

平
九

約
一
割
↓
平
一
四

約
五
割
↓

二
〇
一
〇
年

概
成

5

道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
の
高
度
情
報
化

(ー
T
S
)
の

推
進

I
T
S
全
体
構
想
に
基
づ
き
、
関
係
省
庁
や
民
間
等
と

の
連
携
の
も
と
、
シ
ス
テ
ム
の
本
格
的
な
開
発
や
実
用
化
･

展
開
を
実
施
す
る
。

①

E
T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ

ム
)
に
つ
い
て
、
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、

束
名
･
名
神
等
、
整
備
効
果
の
高
い
路
線
の
料
金
所

(約
七
三
〇
箇
所
)
に
導
入
す
る
。

②

リ
ア
ル
タ
イ
ム
な
道
路
交
通
情
報
等
を
提
供
す
る

V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
に
つ

い
て
、
都
道
府
県
の
主
要
な
エ
リ
ア

(中
心
都
市
や

事
前
通
行
規
制
区
間
等
)
で
情
報
提
供
サ
ー
ビ
ス
を

平
成
一
○
年
度
を
初
年
度
と
す
る

｢第
三
次
渋
滞
対
策

展
開
す
る
。

プ
ロ
。
ラ
ム

に

葺

き
、
“

=
、の
･

な
渋
縦
ポ

③

A
H
S
(自
動
運
転
道
路
シ
ス
テ
ム
)、
商
用
車
の

効
率
的
な
連
行
管
理
の
支
援
に
資
す
る
シ
ス
テ
ム
、

道
路
管
理
の
情
報
化
に
関
す
る
研
究
開
発
を
推
進
す

る
。
新
五
箇
年
計
画
で
は
、
安
全
走
行
支
援
技
術
の

一
部
実
用
化
等
を
図
る
。

④

シ
ス
テ
ム
間
の
互
換
性
の
確
保
や
国
際
標
準
と
の

整
合
を
図
る
た
め
、
基
準
類
の
整
備
や
国
際
標
準
化

活
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

･
E
T
C
対
応
料
金
所
の
整
備
率

平
九

0
%
↓
平
一
四

主
要
箇
所
で
概
成
↓

長
期

概
成

注

主
要
箇
所
と
は
、
首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高

速
道
路
、
東
名
･
名
神
等
、
整
備
効
果
の
高
い

路
線
の
料
金
所

(約
七
三
〇
箇
所
)
で
あ
る
。

･
V
I
C
S
サ
ー
ビ
ス
の
受
信
可
能
都
道
府
県
の
割

合

平
九

約
二
割
↓
平
一
四

概
成

n

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の
支
援

(地
域
･
ま
ち
)

1

都
市
圏
の
交
通
円
滑
化
の
推
進

(渋
滞
対
策
)

各
都
市
圏
に
お
い
て
、
都
市
規
模
、
交
通
特
性
に
応
じ

た
各
種
施
策
を
組
み
合
わ
せ
て
、
総
合
的
な
渋
滞
対
策
を

実
施
す
る
。

=

総
合
的
な
都
市
圏
交
通
円
滑
化
対
策

プ
ロ
グ
ラ
ム
｣
に
基
づ
き
、
交
差
点
等
の
主
要
な
渋
滞
ポ

イ
ン
ト
約
三
、
二
〇
〇
箇
所
に
お
け
る
渋
滞
対
策
を
実
施

し
、
約
三
割
の
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
の
解
消
を
図
る
な
ど
、

総
合
的
な
都
市
圏
交
通
円
滑
化
対
策
を
推
進
す
る
。

･
主
要
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
の
解
消

新
五
箇
年
計
画
で
は
約
三
、
二
〇
〇
箇
所
の
う

ち
約
一
、
○
○
○
箇
所
で
解
消

･
朝
夕
の
ラ
ッ
シ
ュ
時
間
帯
の
走
行
速
度

(大
都
市
圏
)

平
九

二
一
如
/
h
↓

平
一
四

二
二
如
/
h
↓
長
期

二
五
如
/
h

(地
方
都
市
)

平
九

二
四
額
/
h
↓

平
一
四

二
五
如
/
h
↓
長
期

三
〇
如
/
h

①

交
通
容
量
の
拡
大
策
の
推
進

高
規
格
幹
線
道
路
、
バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整

備
、
国
道
の
四
車
線
化
な
ど
、
体
系
的
な
道
路
整
備

を
推
進
す
る
。
さ
ら
に
、
連
続
立
体
交
差
事
業
や
交

差
点
の
立
体
化
等
を
推
進
す
る
。

･
規
格
の
高
い
環
状
道
路
の
整
備
率

平
九

二
七
%
↓
平
一
四

四
二
%
↓

長
期

七
割

を
整
備
)
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(新
五
箇
年
計
画
で
は
約
四
七
〇
如
を
整
備
)

･
連
続
立
体
交
差
事
業

新
五
箇
年
計
画
で
は
約
九
〇
虹
の
区
間
、
約
二

四
〇
箇
所
の
踏
切
道
を
除
却

②

交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
の
推



進

(交
通
需
要
の
調
整
･
抑
制
策
)

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
な
ど
の
ピ
ー
ク
カ
ッ
ト
施
策

や
パ
ー
ク
･
ア
ン
ド

･
ラ
イ
ド
、
H
O
V

(多
人
数

乗
車
車
両
)
レ
ー
ン
の
設
置
、
T
M
A

(交
通
混
雑

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
協
会
)
の
設
立
支
援
等
を
関
係
者
と

連
携
し
て
実
施
す
る
。

･
T
D
M
施
策
実
施
都
市

(社
会
実
験
を
含
む
)

･
時
差
出
勤
…
秋
田
市
、
岐
阜
市
、
広
島
市

等

･
パ
ー
ク
ア
ン
ド
ラ
イ
ド

“
宇
都
宮
市
、
鎌
倉
市
、

神
戸
市
、
徳
島
市
、
福
岡
市

等

･
H
O
V
レ
ー
ン
(バ
ス
レ
ー
ン
の
強
化
)
…
仙
台

市
、
-新
潟
市
、
金
沢
市

等

･
T
M
A
…
札
幌
市
、
豊
田
市

等

③

マ
ル
チ
モ
ー
ダ
ル
施
策
の
推
進

(各
種
交
通
機
関

の
連
携
及
び
公
共
交
通
機
関
の
支
援
)

道
路
の
み
な
ら
ず
、
航
空
、
海
運
、
鉄
道
等
、
複

数
の
交
通
機
関
の
連
携
に
よ
る
総
合
的
、
効
率
的
な

交
通
施
策
を
推
進
す
る
。

市
街
地
の
バ
ス
運
行
本
数
が
多
く
、
か
つ
表
定
速

度
が
著
し
く
低
い
区
間
を
中
心
に
、
渋
滞
対
策
の
推

進
、
バ
ス
レ
ー
ン
の
カ
ラ
ー
舗
装
化
、
ハ
イ
グ
レ
ー

ド
バ
ス
停
の
整
備
等
を
進
め
、
バ
ス
利
用
促
進
を
図

る
。
ま
た
、
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
･新
交
通
シ
ス
テ
ム
･

ガ
イ
ド
ウ
ェ
イ
バ
ス
シ
ス
テ
ム
の
整
備
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
路
面
電
車

(L
R
T
を
含
む
)
の
延
伸

(六
路
線
)
を
支
援
す
る
。

駅
前
広
場
等
の
交
通
結
節
点
の
整
備

(約
二
七
〇

箇
所
)、
動
く
歩
道
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
等
の
歩
行
支

援
施
設
の
整
備
を
図
る
。

･
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
及
び
新
交
通
シ
ス
テ
ム

新
五
箇
年
計
画
で
は
四
二
蛔
の
供
用

②

路
上
工
事
の
縮
減
対
策

路
上
工
事
の
大
幅
な
削
減
を
図
る
た
め
に
、
共
同
溝
の

整
備
を
進
め
る
ほ
か
、
年
末
･
年
度
末
の
抑
制
期
間
の
拡

大
、
年
間
路
上
工
事
件
数
の
総
量
規
制
の
実
施
、
工
事
期

間
の
短
縮
等
を
促
進
す
る
方
策
の
実
施
を
図
る
。

･
共
同
溝
の
整
備
延
長

平
九

三
九
二
如
↓
平
一
四

五
六
〇
如
↓

長
期

約
二
、
0
0
0
如

･
三
大
都
市
の
路
上
工
事
の
縮
減

(平
成
四
年
度
の

件
数

(約
三
万
件
)
に
対
す
る
割
合
)

平
九

八
0
%
↓
平
一
四

五
0
%
↓

長
期
さ
ら
に
削
減
を
図
る

(参
考
)
沿
道
の
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の
立
地
に
際
し
必
要
と
な
る
工
事

や
老
朽
化
し
た
施
設
の
更
新
工
事
な
ど
の
、
主
に
公
益
事
業
者
な
ど

の
民
間
企
業
が
そ
の
料
金
収
入
等
に
よ
り
行
う
道
路
上
の
工
事
は
｢占

用
工
事
｣
と
呼
ば
れ
、
東
京
二
三
区
内
で
は
、
国
道
･
都
道
上
で
行

わ
れ
る
路
上
工
事
の
約
八
割
を
占
め
て
い
る
。

2

地
域
･
都
市
の
基
盤
の
形
成

都
市
構
造
を
再
編
し
つ
つ
、
快
適
で
活
力
あ
る
都
市
を

整
備
す
る
た
め
、
地
域
･
都
市
の
基
盤
の
形
成
を
図
る
。

の

都
市
圏
の
再
構
築
を
支
援
す
る
幹
線
道
路
の
整
備

都
市
機
能
の
向
上
と
広
域
的
な
都
市
圏
の
形
成
に
資
す

る
都
市
高
速
道
路
、
湾
岸
道
路
、
環
状
道
路
等
の
整
備
を

推
進
す
る
。

①

東
京
圏
に
お
い
て
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
、

東
京
外
か
く
環
状
道
路
、
首
都
高
速
中
央
環
状
線
の

三
路
線
を
重
点
的
に
整
備
す
る
。
第
二
東
京
湾
岸
道

路
の
整
備
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
る
。

･
圏
央
道
の
西
側
区
間
、
東
京
外
か
ん
の
東
側
区
間
、

首
都
高
速
中
央
環
状
線
の
三
号
線
以
北
区
間
は
今

後
一
〇
年
内
の
供
用
を
目
指
す

･
首
都
高
速
道
路

(東
京
線
)
の
渋
滞
損
失
時
間
の

削
減平

九

一
〇
万
台
時
/
日
↓
平
一
四
六
万
台
時
/
日

平
日
昼
間
の
平
均
走
行
速
度
の
向
上

四
○
如
/
h
↓
四
六
如
/
h

大
阪
圏
で
は
京
奈
和
自
動
車
道
、
第
二
京
阪
道
路
、

阪
神
高
速
道
路
の
環
状
路
線
を
重
点
的
に
整
備
す
る
。

･
第
二
京
阪
道
路
は
今
後
一
○
年
内
の
供
用
を
目
指

す名
古
屋
圏
で
は
、
東
海
環
状
自
動
車
道
、
名
古
屋

環
状
二
号
線
の
内
側
の
名
古
屋
高
速
道
路
を
重
点
的

に
整
備
す
る
o

･
第
二
束
名
･
名
神
の
豊
田
･
四
日
市
間
は
、
計
画

期
間
内
の
供
用
を
目
指
す

･
東
海
環
状
自
動
車
道
の
東
側
区
間
、
名
古
屋
環
状

二
号
線
の
内
側
の
名
古
屋
高
速
道
路
は
今
後
一
〇
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年
内
の
供
用
を
目
指
す

②

地
方
中
枢
･
中
核
都
市
等
に
お
い
て
は
、
バ
イ
パ

ス
･
環
状
道
路
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。
札
幌
、
仙

台
、
広
島
、
北
九
州
、
福
岡
の
政
令
指
定
市
に
お
い

て
は
、
都
市
高
速
道
路
と
高
規
格
幹
線
道
路
の
連
結

等
に
よ
る
自
動
車
専
用
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備

を
推
進
す
る
。

③

高
速
道
路
の
主
要
な
渋
滞
ポ
イ
ン
ト
に
お
け
る
混

雑
の
緩
和
･
解
消
を
図
る
た
め
、
出
入
路
の
増
設
、

合
流
部
の
拡
幅
等
を
進
め
る
。
さ
ら
に
、
E
T
C
(ノ

ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)
に
つ
い
て
、

首
都
高
速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、
東
名
･
名
神
等
、

整
備
効
果
の
高
い
路
線
の
料
金
所
に
導
入
し
、
料
金

所
渋
滞
の
緩
和
を
図
る
。

･
渋
滞
対
策
代
表
箇
所

東
北
縦
貫
道

大
谷
P
A
付
近
拡
幅
、
中
央
道

上
野
原
-
大
月
間
拡
幅

首
都
高
速
道
路

箱
崎
J
C
T
改
良
、
小
菅
J

C
T
改
良

の

都
市
内
の
道
路
･
市
街
地
の
整
備

①

良
好
な
市
街
地
を
形
成
す
る
た
め
、
主
要
な
幹
線

道
路
等
を
重
点
に
体
系
的
な
幹
線
道
路
網
整
備
を
推

進
す
る
。

②

都
市
構
造
を
再
編
し
つ
つ
、
土
地
の
有
効
高
度
利

用
等
を
実
現
す
る
た
め
、
大
規
模
空
閑
地
を
活
用
し

た
拠
点
市
街
地
整
備
を
含
め
、
土
地
区
画
整
理
事
業
、

市
街
地
再
開
発
事
業
を
推
進
す
る
。

3

地
域
づ
く
り
の
支
援

･
都
市
計
画
道
路
整
備
率

自
立
的
な
地
域
社
会
の

平
九

五
五
%
↓
平
一
四

六
0
%
↓

長
期

約
八
割

(新
五
箇
年
計
画
で
は
都
市
計
画
道
路
約
四
、
五

〇
〇
如
の
整
備
)

･
良
好
な
市
街
地
の
形
成
率

(区
画
整
理
等
に
よ
り

道
路
交
通
が
適
正
に
分
離
さ
れ
た
市
街
地
の
面
積

の
割
合
)

平
九

四
二
%
↓
平
一
四

四
七
%
↓

長
期

約
八
割

③

電
線
類
の
地
中
化
の
推
進

安
全
で
快
適
な
都
市
空
間
の
創
造
、
災
害
に
強
い
ま
ち

づ
く
り
等
の
た
め
、
電
線
共
同
溝
等
に
よ
る
電
線
類
の
地

中
化
を
推
進
す
る
。

･
電
線
共
同
溝
等
整
備
率

(ま
ち
の
主
要
エ
リ
ア
で

の
電
線
類
地
中
化
割
合
)

平
九

二
○
%

(三
、
0
一
〇
蝿
)
↓

平
一
四

四
0
%

(六
、
0
一
〇
虹
)
↓

(三
、
0
0
0
如
の
整
備
)

長
期

一
〇
0
%

(
一
五
、
0
0
0
如
)

@

住
宅
宅
地
の
供
給
と
そ
れ
を
支
え
る
道
路

土
地
区
画
整
理
事
業
等
に
よ
る
道
路
整
備
と
一
体
と
な

っ
た
良
好
な
住
宅
宅
地

(約
二
三
〇
蛭
)
の
供
給
や
、
宅

地
供
給
に
合
わ
せ
必
要
と
な
る
ア
ク
セ
ス
道
路

(約
三
、

二
〇
〇
樋
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

自
立
的
な
地
域
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
、
地
域
の
連

携
を
強
化
す
る
道
路
、
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
等
の
整
備

を
推
進
す
る
。

○

地
域
の
連
携
を
強
化
す
る
道
路
等
の
整
備

①

全
国
的
な
幹
線
道
路
網
を
構
成
し
、
重
要
な
拠
点

を
連
絡
す
る
一
般
国
道
等
に
つ
い
て
、
バ
イ
パ
ス
･

環
状
道
路
の
整
備
等
や
、
物
流
の
効
率
化
や
安
全
で

円
滑
な
交
通
確
保
に
必
要
な
区
間
等
に
お
け
る
四
車

線
以
上
で
の
整
備
を
推
進
す
る
。

②

自
立
的
な
地
域
社
会
の
形
成
を
支
援
す
る
た
め
、

複
数
市
町
村
に
お
け
る
公
共
公
益
施
設
の
共
同
整

備
･
共
同
利
用
や
、
広
域
行
政
の
推
進
等
地
域
の
連

携
強
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
近
隣
都
市
や
、
関
連
の

深
い
隣
接
市
町
村
間
を
三
〇
分
以
内
で
連
絡
す
る
こ

と
を
目
標
に
、
交
流
ふ
れ
あ
い
ト
ン
ネ
ル
･
橋
梁
整

備
事
業
、
地
域
連
携
強
化
支
援
道
路
事
業
な
ど
を
推

進
す
る
。

･
一
般
国
道
の
四
車
線
化
率

平
九

一
一
%

(五
、
九
二
〇
如
)
↓

平
一
四

一
二
%

(約
六
、
三
六
〇
如
)
↓

長
期

約
四
割

(約
二
○
、
0
0
0
如
)

･
日
常
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
機
能
を
備
え
る
二
次

生
活
圏
中
心
都
市

(三
四
三
都
市
)
へ
三
〇
分
以

内
で
連
絡
で
き
る
市
町
村
の
割
合

平
九

五
三
%
↓
平
一
四

五
七
%
↓
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(新
五
箇
年
計
画
で
は
約
九
九
〇
如
の
供
用
)

長
期

約
七
0
%

③

交
通
不
能
区
間
や
、
バ
ス
･
貨
物
車
等
の
大
型
車

の
す
れ
違
い
困
難
区
間

(未
改
良
区
間
)
の
解
消
を

進
め
る
。

②

奥
地
等
産
業
開
発
道
路
の
重
点
的
整
備

奥
地
等
に
お
い
て
、
産
業
の
総
合
的
な
開
発
を
図
る
た

め
、
新
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
を
策
定
し
、
計

画
的
な
道
路
整
備
を
推
進
す
る
。

･
奥
産
指
定
道
路
の
改
良
率

平
九

四
三
%
↓
平
一
四

五
九
%

③

地
域
活
性
化
の
支
援

①

離
島
、
山
村
、
過
疎
、
半
島
地
域
等
自
然
的
･
地

形
的
条
件
等
の
厳
し
い
地
域
に
お
い
て
、
地
域
の
振

興
･
活
性
化
を
図
る
上
で
必
要
な
道
路
整
備
を
推
進

す
る
。

②

地
域
づ
く
り
を
支
援
す
る
た
め
、
地
域
活
性
化
の

核
と
な
る
地
方
拠
点
都
市
地
域
整
備
等
の
種
々
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
に
あ
わ
せ
必
要
な
道
路
の
整
備

を
推
進
す
る
。
ま
た
、
地
域
の
生
活
の
基
盤
で
あ
る

学
校
、
公
園
、
役
場
等
の
施
設
整
備
に
関
連
し
て
、

施
設
の
利
便
性
を
向
上
す
る
た
め
に
必
要
な
道
路
の

整
備
を
推
進
す
る
。

③

休
憩
機
能
に
あ
わ
せ
道
路
空
間
に
お
け
る
交
流
拠

点
と
な
る
道
の
駅

(二
〇
〇
箇
所
)
を
、
地
域
振
興

施
設
と
連
携
し
て
整
備
す
る
。

･
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
種
々
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に

必
要
な
道
路

新
五
箇
年
計
画
で
は
約
八
、
0
0
0
師
の
供
用

･
学
校
等
の
施
設
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
必

要
な
道
路

新
五
箇
年
計
画
で
は
約
一
六
、○
○
○
如
の
供
用

m

よ
り
よ
い
生
活
環
境
の
確
保

(く
ら
し
･
環
境
)

1

安
全
な
生
活
環
境
の
確
保

道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
歩
道
の
設
置
、

交
差
点
改
良
な
ど
に
よ
る
道
路
交
通
環
境
の
整
備
、
交
通

安
全
教
育
の
充
実
な
ど
、
関
係
機
関
が
連
携
し
た
総
合
的

な
施
策
を
推
進
す
る
。
ま
た
、
誰
も
が
安
心
し
て
社
会
参

加
で
き
、
快
適
に
暮
ら
せ
る
生
活
環
境
を
確
保
す
る
た
め
、

地
域
と
連
携
し
て
利
用
し
や
す
い
道
路
空
間
づ
く
り
を
進

め
る
。

0

交
通
安
全
施
策
の
推
進

①

効
果
的
に
事
故
削
減
を
図
る
た
め
、
道
路
網
の
体

系
的
整
備
に
加
え
、
幹
線
道
路
に
お
け
る
事
故
多
発

箇
所
対
策
に
重
点
的
に
取
り
組
む
。

②

市
街
地
の
住
居
･
商
業
系
地
区
へ
の
通
過
交
通
の

進
入
を
抑
え
、
く
ら
し
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

地
区
内
速
度
規
制
と
あ
わ
せ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路

等
の
面
的
整
備
を
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
形

成
事
業
を
推
進
す
る
。

③

利
用
す
る
視
点
か
ら
安
全
へ
取
り
組
む
た
め
、
｢交

通
安
全
総
点
検
｣
や

｢通
学
路
点
検
｣
を
実
施
す
る
。

④

踏
切
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、踏
切
道
の
改
良
(立

体
交
差
化
･
構
造
改
良
)
を
推
進
す
る
。

･
交
通
事
故
に
よ
る
死
者
数

平
九

九
、六
四
〇
人
(
一
･五
人
/
億
台
キ
ロ
)

↓
平
一
四

九
、○
○
0
人
以
下
二

･
三
人
/

億
台
キ
ロ
以
下
)↓
長
期

さ
ら
に
削
減
を
図
る

･
事
故
多
発
地
点
対
策

新
五
箇
年
計
画
で
は
約
三
、
二
〇
〇
箇
所
で
対

策
を
完
了

･
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

･
ゾ
ー
ン
形
成
事
業

新
五
箇
年
計
画
で
は
四
五
〇
地
区
で
整
備

･
踏
切
事
故
件
数

平
八

五
二
六
件
↓
平
一
四

五
○
○
件
↓

長
期

約
三
割
の
削
減
を
図
る

②

駐
車
対
策
の
推
進

①

道
路
交
通
の
安
全
と
円
滑
化
を
図
り
、
中
心
市
街

地
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
た
め
、
道
路
空
間
の
活
用
、

官
民
共
同
整
備
等
に
よ
り
、
路
上
駐
車
の
著
し
い
中

心
市
街
地
の
商
業
業
務
地
区
等
に
お
い
て
、
自
動
車

駐
車
場
の
整
備
を
推
進
し
、
民
間
の
整
備
と
あ
わ
せ

一三
ハ
万
台
の
確
保
を
図
る
。
ま
た
、
郊
外
の
鉄
道
駅

や
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
等
に
お
い
て
、
パ
ー
ク
ア
ン
ド

ラ
イ
ド
駐
車
場
を
整
備
す
る
。

②

既
存
の
駐
車
場
の
有
効
利
用
を
促
進
し
、
利
用
者

の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
駐
車
場
案
内
シ
ス
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テ
ム
の
整
備
を
推
進
す
る
。

･
駐
車
場
充
足
率

(人
口
集
中
地
区
内
に
お
け
る
一

時
預
り
駐
車
場
の
需
要
量
に
対
す
る
供
給
量
の
割

合
)平

九

約
六
五
%
↓
平
一
四

約
七
五
%
↓

長
期

概
ね
充
足

③

安
心
で
き
る
生
活
環
境
の
形
成

①

誰
も
が
安
心
し
て
通
行
で
き
る
よ
う
、
市
街
地
の

駅
、
商
店
街
、
病
院
、
福
祉
施
設
等
を
連
絡
す
る
道

路
に
お
い
て
、
幅
の
広
い
歩
道
の
設
置
や
既
設
歩
道

の
段
差
･
傾
斜
･
勾
配
の
改
善
、
道
路
空
間
と
一
体

と
な
っ
て
機
能
す
る
歩
行
者
通
路
や
交
通
広
場
の
整

備
等
に
よ
り
、
歩
行
空
間
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
進

め
る
。

②

中
心
市
街
地
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
や
バ
イ
パ
ス

の
供
用
に
よ
り
役
割
の
変
化
し
た
道
路
等
に
お
い
て
、

幅
広
歩
道
、
自
転
車
道
の
設
置
な
ど
、
歩
行
者
等
が

利
用
し
や
す
い
道
路
空
間
に
な
る
よ
う
再
構
築
を
進

め
る
。
そ
の
際
、
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
導
入
等

も
含
め
社
会
実
験
を
活
用
す
る
。

③

路
上
放
置
自
転
車
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
自
転
車

駐
車
場
整
備
を
推
進
す
る
。

④

都
道
府
県
道
以
上
の
道
路
が
交
差
す
る
全
交
差
点

(三
八
、
0
0
0
箇
所
)
で
、
路
線
番
号
や
通
称
名

を
表
示
し
た
わ
か
り
や
す
い
案
内
標
識
の
設
置
を
概

成
す
る

(主
要
地
方
道
以
上
の
道
路
が
相
互
に
交
差

す
る
一
九
、
○
○
○
箇
所
は
概
成
済
み
)。

･
市
街
地
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
(D
I
D
内
)

平
九

二
〇
地
区
↓

平
一
四

三
、
二
〇
〇
地
区
↓

長
期

概
成

(
一
四
、
0
0
0
地
区
)

･
歩
道
等
の
設
置
率

平
九

五
三
%

(
一
三
七
、
0
0
0
虹
)
↓

平
一
四

六
二
%

(
一
六
二
、
○
○
○
虹
)
↓

長
期

概
成

(約
二
六
万
顔
)

(道
路
全
体
延
長
の
約
二
0
%
)

う
ち
幅
の
広
い
歩
道
等
(幅
員
三
m
以
上
の
歩
道
)

の
設
置
率

平
九

二
八
%

(三
七
、
0
0
0
虹
)
↓

平
一
四

四
○
%

(五
一
、
五
〇
〇
如
)
↓

長
期

概
成

(約
一
三
万
如
)

(道
路
全
体
延
長
の
約
一
0
%
)

2

良
好
な
環
境
の
保
全
･
形
成

道
路
審
議
会
よ
り
建
設
大
臣
に
対
し
、
｢今
後
の
道
路
環

境
施
策
の
あ
り
方
｣
に
つ
い
て
平
成
九
年
六
月
に
中
間
答

申
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
環
境
を
重
視
し
た
道

路
施
策
へ
の
転
換
を
図
る
。

①

環
境
保
全
･
向
上
を
重
視
し
た
施
策

道
路
施
策
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
早
期
段
階
で

十
分
調
査
し
、
渋
滞
緩
和
、
時
間
短
縮
、
安
全
性
の

向
上
な
ど
の
道
路
整
備
の
効
果
や
建
設
工
事
費
の
費

用
に
、
環
境
面
の
効
果
や
費
用
を
加
え
て
比
較
考
慮

す
る
。
そ
の
際
、
住
民
や
地
方
公
共
団
体
等
の
意
見

も
踏
ま
え
、
道
路
整
備
を
行
わ
な
い
こ
と
も
含
め
て

総
合
的
に
検
討
す
る
。

ま
た
、
事
業
の
計
画
、
設
計
段
階
に
お
い
て
、
貴

重
な
自
然
環
境
の
あ
る
場
所
は
で
き
る
だ
け
回
避
し
、

回
避
で
き
な
い
場
合
は
、
影
響
を
最
小
化
し
、
代
償

措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

②

地
域
社
会
や
国
民
と
連
携
を
と
っ
た
環
境
施
策

排
出
ガ
ス
対
策
、
騒
音
対
策
、
二
酸
化
炭
素
排
出

抑
制
等
を
、
道
路
空
間
の
中
だ
け
で
行
う
だ
け
で
な

く
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
関
係
機
関
、
地
域
社
会
、

道
路
利
用
者
、
自
動
車
メ
ー
カ
ー
等
と
連
携
し
て
効

率
的
に
取
り
組
む
。

ゆ

地
球
環
境
へ
の
負
荷
の
軽
減

①

バ
イ
パ
ス
･
環
状
道
路
の
整
備
、
交
通
需
要
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策
や
高
度
道
路
交
通
シ
ス

、

.

テ
ム

(I
T
S
)
の
推
進
な
ど
の
交
通
の
円
滑
化
対

策
を
推
進
す
る
。

②

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
車
や
低
公
害
車

(電
気
自
動
車
、

天
然
ガ
ス
自
動
車
等
)
の
普
及
を
図
る
た
め
、
公
共

駐
車
場
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
施
設
を
設
け
る
な
ど
の

方
策
を
検
討
す
る
。

③

循
環
型
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
に
、
道
路
整
備

に
伴
う
建
設
副
産
物
に
つ
い
て
、
発
生
の
抑
制
と
再

利
用
の
促
進
を
徹
底
す
る
。

②

自
然
環
境
と
の
調
和

、
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計
画
･
設
計
段
階
に
お
い
て
、
貴
重
な
自
然
環
境
の
あ

る
場
所
に
お
け
る
事
業
を
回
避
す
る
こ
と
と
し
、
回
避
で

き
な
い
場
合
は
影
響
の
最
小
化
･
代
償
措
置
を
講
じ
る
こ

と
を
基
本
と
す
る
。
こ
の
た
め
、
自
然
環
境
保
全
、
向
上

の
た
め
の
考
え
方
や
具
体
的
な
方
法
を
指
針
と
し
て
と
り

ま
と
め
る
と
と
も
に
、
道
路
法
面
の
緑
化
に
よ
る
ビ
オ
ト

ー
プ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
推
進
す
る
。

③

道
路
交
通
騒
音
･
大
気
汚
染
対
策

騒
音
･
大
気
汚
染
対
策
の
た
め
、
自
動
車
単
体
対
策
や

交
通
流
対
策
な
ど
と
併
せ
、
環
境
施
設
帯
(八
○
如
)、
遮

音
壁

(七
三
〇
如
)、
低
騒
音
舗
装

(三
、
四
〇
〇
畑
)
等

の
道
路
構
造
対
策
、
沿
道
法
を
活
用
し
た
建
物
防
音
工
事

助
成
や
緩
衝
建
築
物
の
誘
導
な
ど
の
沿
道
整
備
を
推
進
す

"る
0

･
二
酸
化
窒
素
環
境
基
準
達
成
率

(喩
総
量
削
減
区

域
内
)

平
九

四
六
%
↓
平
一
四

概
ね
達
成
↓

長
期

概
ね
達
成

･
夜
間
騒
音
要
請
限
度
達
成
率

(
一
般
国
道
)

平
九

七
五
%
↓
平
一
四

七
九
%
↓

長
期

概
ね
達
成

④

社
会
環
境
･
文
化
の
創
造

①

地
域
の
実
施
す
る
屋
外
広
告
物
対
策
や
景
観
向
上

に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り
と
連
携
し
て
、
歩
道
の
整

備
、街
並
み
や
沿
道
景
観
の
整
備
を
行
い
、沿
道
景
観

の
維
持
向
上
を
図
る
。
ま
た
、
市
街
地
を
通
過
す
る

幹
線
道
路
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
質
の
高
い
緑
化

ト
ワ
ー
ク
の
一
体
性
、
効
率
性
を
高
め
る
た
め
に
は
、
直

を
図
る
。

筥
口国

を
中
心
と
し
て
、

目

の

の
、

会

･
都
市
内
道
路
緑
化
率

(D
I
D
地
域
内
の
完
成
四

車
線
の
国
道
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
の
管
理

延
長
に
対
す
る
緑
化
延
長
の
割
合
)

平
九

四
四
%
↓
平
一
四

五
一
%
↓

長
期

七
五
%

②

景
観
に
配
慮
し
た
調
査
設
計
が
行
わ
れ
る
よ
う
、

早
期
段
階
か
ら
の
専
門
家
の
参
画
や
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
な
ど
の
活
用
を
図
る
。

N

安
心
し
て
住
め
る
国
土
の
実
現

(国
土
保
全
)

国
土
の
安
全
と
暮
ら
し
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
安

全
で
円
滑
か
つ
快
適
な
道
路
交
通
の
確
保
と
多
様
な
道
路

機
能
の
向
上
に
資
す
る
維
持
管
理
の
充
実
等
を
図
る
と
と

も
に
、
防
災
対
策
、
震
災
対
策
、
避
難
路
の
整
備
、
積
雪

寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
冬
期
交
通
の
確
保
を
図
る
事
業

等
を
推
進
し
、
道
路
網
の
管
理
の
充
実
を
図
る
。

1

道
路
の
管
理
の
充
実

国
は
、
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
枢
を
担
う
直
轄

国
道
の
管
理
を
行
い
な
が
ら
、
地
域
の
実
情
、
ニ
ー
ズ
を

吸
収
す
る
と
と
も
に
、
全
体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
課
題

を
把
握
･
分
析
し
、
課
題
解
決
の
た
め
の
政
策
･
計
画
を

企
画
･
立
案
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
道
路
交
通
の
広

域
化
、
車
両
の
大
型
化
等
が
進
む
中
で
、
全
体
道
路
ネ
ッ

轄
国
道
を
中
心
と
し
て
、
管
理
者
相
互
の
一
層
の
連
携
強

化
を
進
め
る
o

の

道
路
の
維
持
管
理
の
充
実

①

舗
装
、
橋
梁
、
ト
ン
ネ
ル
等
道
路
ス
ト
ッ
ク
を
適

切
に
保
全
す
る
た
め
、
維
持
管
理
の
充
実
を
図
る
。

今
後
増
大
す
る
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
合
理
的
･
効
率
的

な
管
理
を
行
う
た
め
、
道
路
ス
ト
ッ
ク
の
定
期
点
検

を
行
い
、
そ
の
健
全
度
を
評
価
し
、
計
画
的
な
維
持

管
理
に
役
立
て
る
仕
組
み
を
構
築
･
活
用
す
る
。
ま

た
、
維
持
管
理
費
を
抑
制
す
る
た
め
、
長
寿
命
舗
装

な
ど
の
長
寿
命
化
技
術
や
修
繕
･
更
新
等
の
技
術
開

発
を
推
進
･
導
入
を
図
る
。

②

道
路
は
生
活
を
支
え
る
最
も
根
幹
的
な
空
間
機
能

を
有
し
て
お
り
、
歩
行
空
間
や
地
下
収
容
空
間
等
の

整
備
を
推
進
し
、
機
能
の
充
実
を
図
る
。

③

複
数
の
道
路
管
理
者
が
道
路
に
関
わ
る
意
見
、
相

談
、
提
案
等
を
総
合
的
に
受
け
る
窓
口
今
道
の
相
談

室
｣)
の
設
置
と
と
も
に
、
公
募
モ
ニ
タ
ー
の
拡
充
を

図
る
。

②

地
理
情
報
シ
ス
テ
ム

(G
I
S
)
の
構
築
支
援

①

道
路
管
理
の
た
め
に
構
築
し
て
い
る
地
図
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
を
活
用
し
、
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
(G
I
S
)

の
展
開
に
不
可
欠
な
国
土
空
間
デ
ー
タ
基
盤
の
構
築

を
支
援
す
る
o

②

道
路
施
設
や
道
路
情
報
等
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
整
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備
、
道
路
管
理
業
務
等
を
支
援
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
開
発
を
進
め
る
。

2

道
路
の
防
災
対
策
･
危
機
管
理
の
充
実

阪
神
･
淡
路
大
震
災
等
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
国
土
の
安

全
や
暮
ら
し
の
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
災
害
に
強
い
施

設
の
整
備
(
ハ
ー
ド
面
)、
防
災
管
理
の
情
報
化
や
地
域
と

連
携
し
た
防
災
管
理
体
制

(ソ
フ
ト
面
)
の
両
面
か
ら
、

防
災
対
策
、
危
機
管
理
へ
の
対
応
を
強
化
す
る
。

=

災
害
の
影
響
を
少
な
く
す
る
信
頼
性
の
高
い
道
路
網
の

構
築

①

復
旧
活
動
等
に
つ
い
て
の
道
路
管
理
者
間
の
相
互

支
援
体
制
等
を
、
国
が
中
心
と
な
っ
て
強
化
し
、
全

体
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
危
機
管
理
を
充
実
す
る
。

②

道
路
防
災
総
点
検
に
基
づ
き
、
緊
急
的
に
対
策
が

必
要
と
さ
れ
た
法
面
等
約
五
六
、
七
〇
〇
箇
所
に
つ

い
て
新
五
箇
年
計
画
内
で
対
策
を
実
施
す
る
。
ま
た
、

震
災
対
策
に
つ
い
て
は
、
緊
急
性
の
高
い
橋
梁
等
約

三
八
、
五
〇
〇
箇
所
に
つ
い
て
対
策
を
実
施
し
、
緊

急
輸
送
道
路
上
の
橋
梁
に
つ
い
て
は
耐
震
補
強
を
新

五
箇
年
計
画
内
で
概
成
す
る
。

･
緊
急
輸
送
道
路
内
の
耐
震
橋
脚
整
備
率

(耐
震
補

強
が
必
要
な
橋
脚
本
数
の
う
ち
、
整
備
さ
れ
て
い

る
割
合
)

平
九

五
八
%
↓
平
一
四

概
成

③

防
災
カ
ル
テ
を
活
用
し
た
斜
面
の
監
視
等
の
強
化

や
地
域
の
住
民
等
と
連
携
し
た
監
視
通
報
を
行
う
体

制
づ
く
り
、
ま
た
、
岩
盤
斜
面
計
測
な
ど
の
技
術
開

発
を
進
め
る
o

②

安
心
で
き
る
市
街
地
の
形
成

①

三
大
都
市
圏
及
び
東
海
地
域
等
の
主
要
都
市
の
密

集
市
街
地
に
お
い
て
広
域
避
難
地
に
到
達
で
き
る
よ

う
避
難
路

(約
一
二
〇
蝿
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。

･
避
難
困
難
地
区
人
ロ

平
九

五
三
二
万
人
↓
平
一
四

四
二
四
万
人

②

木
造
家
屋
が
密
集
す
る
市
街
地
に
お
い
て
面
的
市

街
地
整
備
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
消
防
活
動
が
困

難
な
区
域
の
道
路
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

防
災
上
危
険
な
市
街
地
の
解
消

(約
三
一
婦
)
を
進

め
る
。

③

雪
国
の
暮
ら
し
を
支
え
る
冬
期
の
安
全
で
円
滑
な
道
路

交
通
の
確
保

新
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画
に

基
づ
き
、
除
雪
、
消
雪
施
設
･
流
雪
溝
整
備
に
よ
る
道
路

の
消
融
雪
、
気
象
情
報
等
提
供
の
強
化
、
除
雪
機
械
の
整

備
な
ど
に
取
り
組
む
。

･
冬
期
道
路
空
間
確
保
率

(積
雪
地
域
内
の
一
般
国

道
、
道
府
県
道
の
う
ち
、
冬
期
に
お
い
て
も
二
車

線
以
上
が
確
保
さ
れ
て
い
る
道
路
延
長
の
割
合
)

平
九

五
四
%
↓
平
一
四

六
○
%
↓

長
期

八
割

･
凍
結
路
面
解
消
率

(路
面
凍
結
で
交
通
支
障
と
な

っ
て
い
る
道
路
延
長
の
う
ち
、
消
雪
施
設
が
整
備

さ
れ
て
い
る
割
合
)

平
九

一
0
%
↓
平
一
四

四
五
%
↓

長
期

概
ね
解
消

(注
)

緊
急
輸
送
道
路
…
｢地
震
防
災
対
策
特
別
措
置
法
｣
(平
成
七
年
六

月
)
に
お
い
て
、
地
震
直
後
か
ら
発
生
す
る
救
急
、
消
防
、
応
急
復

旧
対
策
等
の
緊
急
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
整
備
が
必
要
と
さ
れ
た

道
路
で
、
平
成
九
年
末
現
在
、
全
国
で
約
八
八
、
0
0
0
虹
が
計
画

さ
れ
て
い
る
。
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の道路構成と道路種別毎の延長等のシェア

… .高速自動車国道(約0, 5 % )
直轄国道(約 1. 9 % )

補助国道(約2 . 8 % )

都道府県道(約｢ 0 . 9 % )

(幹線市町村道) 市町村道- - - - -‐ - - -‐" - - - - - - - - -‐-
(約 8 3 . 9 % )

冒 高速自動車国道

鬮 直轄国道

圏 補助国道

圓 都道府県道

□ 市町村〕道
=

0% 20% ㈲部 60% 80$ l00%
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現況･課題の把握分析

国土･纖の鰓
道路ネットワークの課題
社会資本の課題

危攪管理･防災管理

防災点検、防災対策
プrm y、。hu /君巴鬱惚け,
災害復旧
雪寒対策

施 設 管 理

施設の棲能の維持･確保
国有財産管理
占用等許認可･監督処分
地元住民からの苦情 ･要望への対応

　

　
　
　　

…

o　
　
　
　
　
　

0新たな制度の制定 0バイパスの 0災害危 0災害危険 0緊急輸送 ○道路情報板 ○収容空間 ○交差点改良
(例 :沿道法の改正 整備等ネッ 険箇所 箇所の 道路、避 の整備等、 の整備等 等の小規模
(段-愈靭緑ぼ)等) トワークの の監視 防災対策 難路の整 交通の誘導 路上工事 な道路構造

楠完 備 分散 の縮減 対策

計画 め計画手法･管理手法の駒 中号0旁嶺按分繊弱範施 lo技術基準の策定
･監督･検査
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四

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

ー

道
路
政
策
の
進
め
方
の
改
革

の

道
路
事
業
の
効
率
化

限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用
し
、
道
路
事
業
を
効
果

的
･
効
率
的
に
進
め
て
い
く
た
め
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に

的
確
に
対
応
し
た
必
要
性
の
高
い
分
野
に
重
点
投
資
を
図

る
こ
と
に
よ
り
、
投
資
効
果
の
向
上
と
そ
の
早
期
発
現
に

努
め
る
。

①

重
点
投
資
を
行
う
分
野
の
明
確
化

限
ら
れ
た
財
源
に
よ
り
、
社
会
･
経
済
状
況
の
変

化
や
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
重

点
的
に
対
応
す
べ
き
投
資
分
野
を
明
確
化
し
、
予
算

の
重
点
化
を
図
る
。

②

投
資
効
果
の
早
期
発
現

道
路
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
箇
所
を

厳
選
し
、
重
点
投
資
を
行
う
な
ど
、
供
用
開
始
を
早

め
る
こ
と
に
よ
り
、
投
資
効
果
を
早
期
に
発
現
さ
せ

る
%

③

コ
ス
ト
縮
減
策
の
推
進

｢公
共
工
事
コ
ス
ト
縮
減
対
策
に
関
す
る
行
動
指

針
｣
等
に
基
づ
き
、
平
成
=

年
度
ま
で
に
所
要
の

施
策
を
完
了
し
、
平
成
八
年
度
に
比
較
し
て
少
な
く

と
も
一
○
%
以
上
の
コ
ス
ト
縮
減
を
目
指
す
と
と
も

に
、
維
持
補
修
コ
ス
ト
を
含
め
た
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル

コ
ス
ト
の
縮
減
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。

④

他
の
施
策
と
の
多
様
な
連
携
の
推
進

地
域
の
活
性
化
や
福
祉
の
向
上
等
の
横
断
的
な
政

策
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
他
省
庁
や
地
方
公
共
団
体
、

民
間
等
の
様
々
な
施
策
･
事
業
と
の
よ
り
一
層
積
極

的
な
連
携
を
推
進
す
る
。

②

評
価
シ
ス
テ
ム
の
導
入

効
率
的
な
施
策
展
開
、
事
業
執
行
の
た
め
、
客
観
性
を

確
保
し
た
評
価
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
個
別
事
業
及
び
施

策
の
評
価
を
行
う
。
評
価
結
果
は
公
表
す
る
と
と
も
に
、

可
能
な
限
り
、
計
画
の
見
直
し
、
施
策
の
改
善
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
に
よ
り
、
効
率
的
な
事
業
推
進
を
図
る
。

①

個
別
事
業
の
評
価

新
規
事
業
採
択
に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
九
年
度
よ

り
費
用
便
益
比
(B
/
C
)を
含
め
た
評
価
指
標
(案
)

を
用
い
て
、
評
価
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
評
価
手
法
の
充
実
を
図
る
。

ま
た
、
事
業
途
中
段
階
に
お
い
て
は
、
事
業
採
択

後
長
期
間
が
経
過
し
て
い
る
事
業
等
に
つ
い
て
評
価

を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
。
さ
ら
に
、
事

業
完
了
後
に
お
い
て
も
、
必
要
に
応
じ
事
後
評
価
を

実
施
す
る
。

②

施
策
の
評
価

個
別
事
業
の
評
価
に
加
え
て
施
策
の
評
価
を
行
う

た
め
、
渋
滞
対
策
、
交
通
安
全
対
策
等
の
施
策
毎
に

目
標
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
状
況
等
に
つ
い
て
客
観

的
な
指
標
を
用
い
た
評
価
手
法
を
開
発
し
て
、
評
価

を
行
う
。
評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
、

計
画
の
見
直
し
や
施
策
の
改
善
を
行
う
。

③

社
会
実
験
の
積
極
的
実
施

社
会
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
高
い

新
し
い
施
策
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
関
係
者
や
住

民
の
参
加
の
も
と
、場
所
や
期
間
を
限
定
し
て
試
行
･

評
価
す
る
社
会
実
験
を
積
極
的
に
実
施
す
る
。

･
交
通
需
要
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

(T
D
M
)
施
策

長
岡
市

･
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
モ
ー
ル
の
整
備

浜
松
市

等

③

透
明
性
の
確
保
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
･
イ
ン
ポ
ル
ブ
メ
ン
ト

(P
-
)
の
実
施

行
政
情
報
の
公
開
や
政
策
へ
の
国
民
の
意
見
の
反
映
に

よ
り
、
国
民
の
理
解
の
得
ら
れ
る
形
で
道
路
政
策
が
実
施

さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
。

①

透
明
性
の
確
保

高
速
自
動
車
国
道
か
ら
市
町
村
道
,

都
市
計
画
道

路
の
事
業
着
手
及
び
完
了
予
定
年
度
を
明
示
し
た
整

備
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
、
公
表
す
る
。
大
規
模
な
道

路
事
業
の
計
画
の
早
期
段
階
で
の
ル
ー
ト
や
構
造
、

特
殊
法
人
の
経
営
内
容
等
の
情
報
公
開
に
取
り
組
み
、

道
路
事
業
の
透
明
化
を
図
る
。

②

パ
ブ
リ
ッ
ク

･
イ
ン
ポ

ル
ブ
メ
ン
ト
の
実
施

国
民
と
の
対
話
を
行
い
な
が
ら
施
策
の
展
開
を
図

る
た
め
、
地
域
に
密
着
し
た
事
業
へ
の
住
民
参
加
の

促
進
や
国
民
の
ニ
ー
ズ
が
直
接
把
握
で
き
る
仕
組
み
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高
速
道
路
空
間
等
の
活
用
に
よ
る
利
用
者
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、
民
間
の
資
金
、
技
術
力
、

経
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
い
っ
た
民
間
活
力
の
一
層
の
活

用
を
図
る
。

ま
た
、
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
活
用
し
、
効
率

的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
く
た
め
、
道
路
整
備
に
民

間
活
力
を
活
用
す
る
手
法

(B
O
T
等
)
に
つ
い
て
、

対
象
事
業
の
範
囲
、
条
件
、
手
続
き
等
、
我
が
国
の

実
状
に
適
合
し
た
制
度
や
仕
組
み
を
検
討
し
、
具
体

化
を
図
る
。

･
高
速
道
路
の
機
能
を
活
用
す
る
民
間
の
集
客
施
設

等
の
連
結

･
既
存
I
C
周
辺
の
利
用
可
能
地
で
の
民
間
の
利
便

増
進
施
設
の
占
用

･
V
E
方
式

(バ
リ
ュ
!

･
エ
ン
ジ

ニ
ア
リ
ン
グ
方

の
充
実
を
図
る
。

式
)、
技
術
提
案
総

@

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立

.

･

③

国
と
地
方
の
役
割

関
係
す
る
機
関
や
国
民
等
社
会
全
体
と
の
相
互
理
解
を

国
は
、
地
方
公
共
寸

深
め
、
効
率
的
に
施
策
を
実
行
す
る
た
め
、
国
民
と
行
政
、

対
応
が
困
難
で
あ
る

官
と
民
、
国
と
地
方
が
適
切
に
役
割
分
担
し
た
新
し
い
パ

理
･
整
備
を
実
施
し
、

i
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
す
る
。

て
、
全
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー

①

国
民
と
行
政
の
役
割
分
担

う
、
広
域
的
な
視
点
で

生
活
に
密
着
し
た
地
域
的
な
道
路
に
つ
い
て
は
、

な
ど
、
国
と
地
方
の
滴

地
域
住
民
の
適
切
な
参
加
の
下
に
管
理
が
行
わ
れ
る

仕
組
み
の
検
討
･
具
体
化
を
図
る
。

2

有
料
道
路
制
度
の
活
用

②

官
と
民
の
役
割
分
担

現
下
の
w
し
い
オ

式
)、
技
術
提
案
総
合
評
価
方
式
の
導
入

等

③

国
と
地
方
の
役
割
分
担

国
は
、
地
方
公
共
団
体
で
は
適
切
か
つ
効
率
的
な

対
応
が
困
難
で
あ
る
広
域
的
･
根
幹
的
道
路
網
の
管

理
･
整
備
を
実
施
し
、
根
幹
的
な
道
路
網
を
核
と
し

て
、
全
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
効
率
的
に
機
能
す
る
よ

う
、
広
域
的
な
視
点
で
の
支
援
を
必
要
に
応
じ
行
う

な
ど
、
国
と
地
方
の
適
切
な
役
割
分
担
を
図
る
。

現
下
の
厳
し
い
財
政
事
情
の
も
と
、
高
規
格
幹
線
道
路
、

都
市
高
速
道
路
、
都
市
圏
環
状
道
路
等
の
整
備
を
進
め
て

い
く
た
め
、
有
料
道
路
制
度
の
一
層
の
活
用
が
必
要
で
あ

る
)0の

高
規
格
幹
線
道
路
等
の
整
備

適
正
な
料
金
水
準
の
も
と
で
採
算
性
を
確
保
し
つ
つ
整

備
を
推
進
す
る
た
め
、
償
還
の
仕
組
み
の
改
善
や
公
的
助

成
の
拡
充
･
安
定
的
確
保
を
図
る
。
特
に
、
広
域
的
な
交

流
を
支
え
る
高
規
格
幹
線
道
路
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
経

済
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
な
け
れ
ば
、
基
本
的
に
は
料
金

水
準
を
上
げ
な
い
よ
う
様
々
な
工
夫
を
行
い
な
が
ら
整
備

を
進
め
る
。

②

効
率
的
で
開
か
れ
た
有
料
道
路
事
業
の
実
施

建
設
費
、
管
理
費
等
の
節
減
に
一
層
取
り
組
む
と
と
も

に
、
都
市
高
速
道
路
に
つ
い
て
は
、
建
設
着
手
の
段
階
で

料
金
の
見
通
し
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
整
備
を
進
め
る
。

③

利
用
者
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
制
度
と
運
用
の
改
善

　　

渋
滞
区
間
の
拡
幅
･
出
入
ロ
の
増
設
等
に
よ
る
渋
滞
緩

2

和
、
V
I
C
s

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
や
E

7

T
C

(ノ
ン
ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
)
等
の

セ

推
進
、
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
を
図
る
。
ま
た
、
瀞

地
方
都
市
周
辺
に
お
け
る
通
勤
な
ど
の
近
距
離
多
頻
度
利

用
者
の
た
め
の
料
金
割
引
等
多
様
な
料
金
施
策
に
つ
い
て

検
討
を
行
い
、
可
能
な
も
の
か
ら
実
施
す
る
。

3

新
技
術
の
開
発
･
導
入
の
促
進

ゆ

新
道
路
技
術
五
箇
年
計
画
の
策
定

環
境
･
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
の
顕
在
化
、
安
全
･
安
心
に

対
す
る
要
請
の
高
ま
り
、
産
業
の
空
洞
化
、
道
路
ス
ト
ッ

ク
の
老
朽
化
等
の
喫
緊
の
課
題
に
対
応
し
つ
つ
、
道
路
利

用
者
の
ニ
ー
ズ
に
即
応
し
た
効
果
的
･
効
率
的
な
道
路
整

備
を
推
進
す
る
た
め
、
新
道
路
技
術
五
箇
年
計
画
を
策
定

、す
る
。

本
計
画
に
お
い
て
は
、
以
下
の
重
点
的
研
究
開
発
分
野

に
お
い
て
、
技
術
研
究
開
発
の
方
向
･
目
標
を
提
示
し
、

技
術
基
準
の
整
備
や
先
導
的
な
技
術
研
究
開
発
等
を
積
極

的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
た
産
学
官

及
び
異
分
野
の
技
術
研
究
開
発
の
促
進
･
連
携
強
化
を
図

り
、
計
画
的
･
総
合
的
な
技
術
研
究
開
発
を
推
進
す
る
。

(重
点
的
研
究
開
発
分
野
)

①

円
滑
な
道
路
交
通
確
保
の
た
め
の
技
術

(情
報
･

通
信
、
電
気
、
機
械
、
人
間
工
学
等
と
の
連
携
･
総



合
化
)

･
情
報
･
通
信
技
術
の
活
用
を
図
る
高
度
道
路
交
通

シ
ス
テ
ム

(I
T
S
)

･
物
流
効
率
化
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム

･
交
通
導
線
の
円
滑
化
に
資
す
る
道
路
計
画
･
構
造

等

②

良
好
な
環
境
保
全
･
形
成
技
術

(建
築
、
情
報
･

通
信
、
電
気
、
機
械
、
化
学
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
、
人
間
工
学
等
と
の
連
携
･
総
合
化
)

･
交
通
安
全
確
保
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
た
め
の
人
間

工
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
技
術

･
ロ
ー
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
技
術

(廃
棄
物
リ
サ
イ
ク
ル

技
術
、
建
設
汚
泥
発
生
抑
制
シ
ー
ル
ド
工
法
、
道

路
外
廃
棄
物
の
舗
装
用
下
層
路
盤
材
へ
の
利
用

等
)

･自
動
車

(発
生
源
)、
沿
道
建
築
物
を
含
め
た
総
合

的
な
環
境
保
全
技
術

･
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
活
用
し
た
環
境
保
全
技

術

等

③

道
路
防
災
･
危
機
管
理
の
た
め
の
技
術

(情
報
･

通
信
、
機
械
等
と
の
連
携
･
総
合
化
)

･
地
震
、
豪
雪
･
豪
雨
等
に
対
す
る
防
災
対
策
関
連

技
術

･
土
砂
災
害
･
岩
盤
崩
落
等
の
観
測
･
監
視
シ
ス
テ

ム

等

④

建
設
･維
持
管
理
に
お
け
る
コ
ス
ト
縮
減
技
術
(電

気
、
機
械
、
材
料
、
化
学
、
樹
脂
、
繊
維
、
造
船
･

プ
ラ
ン
ト
等
と
の
連
携
･
総
合
化
)

･
長
大
橋
梁
の
維
持
管
理
技
術

･
高
耐
久
性
･
高
強
度
･
高
じ
ん
性
材
料
、
代
替
材

料
･
次
世
代
海
上
横
断
構
造
物

(浮
き
橋
、
水
中
ト
ン

ネ
ル
、
海
峡
部
長
大
ト
ン
ネ
ル
の
換
気
技
術
等
)

･
施
工
の
省
人
化
･
高
速
化
技
術

･
構
造
物
の
経
済
的
･
効
率
的
保
全
技
術

等

⑤

政
策
の
効
果
的
･
効
率
的
な
実
施
の
た
め
の
技
術

(経
済
、
計
画
学
、
社
会
学
等
と
の
連
携
･総
合
化
)

･
建
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
技
術

･
評
価
シ
ス
テ
ム
技
術

等

の

異
分
野
の
技
術
研
究
開
発
と
の
連
携
･
総
合
化

技
術
研
究
開
発
を
実
施
す
る
際
に
は
、
情
報
･
通
信
、

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
、
新
素
材
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
等
、

異
分
野
に
関
す
る
情
報
収
集
、
意
見
交
換
等
を
全
国
レ
ベ

ル
で
展
開
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
共
同
研
究
等

を
行
い
、
こ
れ
ら
異
分
野
の
技
術
研
究
開
発
の
促
進
･
連

携
強
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
総
合
的
な
技
術
研
究
開
発

を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

4

国
際
社
会
へ
の
貢
献

物
流
の
高
度
化
な
ど
社
会
･
経
済
の
国
際
化
へ
の
対
応

を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
技
術
協
力
な
ど
国
際
社
会
へ
の

貢
献
を
図
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
地
球
規

模
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
環
境
対
策
等
、
国
際

社
会
と
協
調
し
た
施
策
を
実
施
す
る
。

･
国
際
空
港
･
港
湾
へ
の
連
絡
強
化
、
I
S
O
規
格

海
上
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
に
対
応
し
た
道
路
整
備
な

ど
物
流
の
国
際
化
の
支
援

･
開
発
途
上
国
に
お
け
る
道
路
計
画
･
建
設
に
対
す

る
技
術
協
力

･
｢日
米
･道
路
技
術
に
関
す
る
協
力
実
施
取
り
決
め
｣

等
に
基
づ
く
二
国
間
協
力
の
推
進

･
高
度
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム

(I
T
S
)
の
国
際
標

準
化
活
動

･
国
際
的
な
枠
組
み
と
協
調
し
た
二
酸
化
炭
素
の
排

出
抑
制
施
策
の
実
施

等
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(1)

　
　 　標

五

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
整
備
目
標

u新たな経済構造実現(こ向けた支援=

地域の競争条件確保のための幹線道路網の構築

指 標 H 9年度末 腐讐幇霊 H 14年度末 長期構想目標
(21世紀初頭)

1 高規格幹線道路供用延長 7,265km 1,361km 8,626km 14,oookm

高規格幹線道路等の交通分担率 地方圏 9 %
･

11% 17%

三大都市圏 14% 15% 25%

全国 12% l4% 22%

2 高規格幹線道路の面積カバー率 67% 80% 90%

3 地域高規格道路の供用延長 L 042km 456km 1,497km
約6'箋~掛饌 kmの

規格の高い幹線道路網への30分アクセス可能面積割
合 46% 55% 83%

4 地方中核都市 1時間圏カバー率 42% 45% 61%

指 標 H 9年度末 H 14年度末

物流効率化の支援

5 翳義毅灘露競る 空港への連結率 40% 58% 約 9割

19/48空港 10空港 29/50空港 対象53空港

港湾への連結率 25% 38% 約9割

30/122港 16港 46/L22港 対象122港

合 計 29% 44% 約9割

6 車両の大型化に対応した道路整備延長 15% 30% 概成

約 3万km 約 3万km 約 6万km 約20万如

中心市街地の活性化

7 都市の基盤が整備された中心市街地の割合 30% 43% 約9割

207地区 92地区 299地区 630/700地区

情報ハイウェイ構築の支援

8 情報ハイウェイの市町村カバー率 約 1割 約 5割 既成

6,970km 16,600km 23,570km 約15万km

道路交通システムの高度情報化(-T S )の推進

9 ET C (ノンストップ自動料金収受システム)
対応料金所整備率

0 % 主要箇所で既成 概成

0箇所 約730箇所 約730箇所 約1,300箇所

10 V IC Sサービスの受信可能な都道府県カバー率 約 2割 概成 概成
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=活力ある地域づく 排 都市づくりの支援=

都市圏の交通円滑化の推進 (渋滞対策)

指 標 H 9年度末 萬鬱彎霊 H 14年度末 長期構想目標
(21世紀初頭)

11 朝夕の走行速度 地方都市 24km/h 25km/h 30km/h

三大都市圏の人口集中地区 21km/h 22km/h 25km/h

12 渋滞による年間損失金額 12兆円 10兆円 6兆円

13 全国の主要渋滞ポイント数 3,200箇所 1,000箇所 2,200箇所 概ね解消

14 連続立体交差事業による都心部踏切道の除却数 1,060箇所 240箇所 1,300箇所 約3,200箇所

連続立体交差事業整備延長 332km 89km 421km 約L 150km

15 新交通システム等利用者数 114万人 46万人 160万人 約660万人

都市モノレール及び新交通システム整備延長 99km 42km 141km 約970km

16 規格の高い環状道路の整備率 27% 42% 約 7割

830km 470km 1,300km 2,200/31 00km

17 駅前広場等整備箇所数 1,500箇所 268箇所 1,718箇所 約3,700箇所

駅前広場等利用可能人ロ率 62% 69%
約 9割

(約2,400万人)

18 路上工事の縮減 (H 4= 100% :約 3万件) 80% 50% さらに削減を図る

三大都市の年間路上工事件数. 約24,000件 9,000件削減 約15,000件

共同溝の整備延長 392km 168km 560km 約2,oookm

長期構想目標
(21世紀初頭)

地域 ･都市の基盤の形成

l9 首都高速道路 渋滞損失時間 10万台時/日 6万台時/日 概ね解消

平日昼間の走行速度 40km/h 46k岡/h 概ね60km/h

20 都市計画道路整備率

(完成道路延長/都市計画道路延長)

55% 60% 約 8割

26,224/47,573km 4,460km 30,684/5上1ookm 55,100/66,90okm

21 良好な市街地の形成率

(良好な市街地面積/市街地面積)

42% 47% 約 8割

7,493/18,000孃 1,274k]せ 8,767/18,500蛭 15,800/21,000遍

22 電線共同溝等整備率

はちの主要エリアでの電線類地中化割合)

20% 40% 100%

3,01okm 3,oookm 6,01okm 15,00okm

地域づくりの支援

23 4車線化率 (一般国道) 11% 12% 約 4割

5,920km 440km 6,360km 20,000/53,280km

24 県境 ･峠越えにおける
交通不能区間数

一般国道 39箇所 9箇所解消 30箇所 概ね解消

都道府県道 820箇所 180箇所解消 640箇所 概ね解消

25 大型車のすれ違い困難
区間延長

一般国道 5,500km 1,220km解消 4,280km 概ね解消

都道府県道 41,9ookm 9,1ookm解消 32,800km 概ね解消

26 生活中心都市に30分で到達できる市町村の割合 53% 57% 約70%

1,259市町村 91市町村 1,350市町村 約1,600/2,382市町村

27 道の駅 390箇所 200箇所 590箇所
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--よ‘はい生活環境の確保=

安全な生活空間の確保

指 標 H 9年度末 蘭薯幇霊 H 14年度末 長期構想目標
(21世紀初頭)

28 交通事故死者数 9,640人(H 9) 9,000人以下 さらに削減を図る

29 事故多発箇所対策数 3,200箇所 3,200箇所 約20,000箇所

30 踏切事故件数 526件(H 8) 500件 約3割減

踏切道の改良必要箇所数 8,090箇所 1,260箇所解消 6,830箇所 約9割解消

31 駐車場充足率

(供給量/重要量)

約65% 約75% 概ね充足

l43/227万台 36万台 179/240万台 約270/270万台

32 バリアフリー歩行空間ネットワークが整備されてい
る地区の割合

1割以下 2割 概成

20地区 3,180地区 3,200地区 約14,000地区

33 歩道等の設置率 53% 62% 既成

137,00okm 25,00okm 162,oookm 約260,oookm

うち幅の広い歩道等(幅員 3 m以上の歩道)の設置率 28% 40% 概成

37,oookm 14,500km 51邇0okm 約130,oookm

34 放置自転車数 65万台 32万台 概ね解消

自転車駐車場整備済台数 268万台分 44万台分 312万台分 380万台分

H 14年度末

良好な環境の保全 ･形成

35 都市内道路緑化率 44% 51% 75%

6,000/13,600km 1,300km 7,200/14,00okm u ,500/15,300km

36 二酸化窒素 (N 0 2) 環境基準達成率 46% 概ね達成 概ね達成

37 夜間騒音要請限度達成率 75% 79% 概ね達成

13,00okm 1,oookm 14,00okm 16,oookm

匝心して住める国土の実現=

道路の防災対策 ･危機管理の充実

38 緊急輸送道路における耐震補強整備率 58% 概成 概成

29,400基 21,500基 50,900基 50,900基

39 避難困難地区人ロ 532万人 108万人解消 424万人 概ね解消

避難路の延長 1,785k3fn l22km 1,907km 約2,200km

40 冬期道路空間確保率 54% 60% 8割

34,700km 3,300km 38,00okm 52逐0okm

41 凍結路面解消率 10% 45% 概ね解消

205km 755km 960km 2,1ookm

注) 長期構想目標は、 21世紀初頭 (2015~ 2020年) までの整備量
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G主) 1 , ｢高規格幹線道路等の交通分担率｣とは、全自動車走行台キ口に占める高規格幹線道路等 (都
市高速道路を含む) の走行台キロの割合である。三大都市圏とは、首都圏整備法、 近畿圏整
備法、中部圏開発整備法の対象都府県であり、地方圏は三大都市圏を除く地域である。

2 , ｢高規格幹線道路の面積カバー率｣とは、 1 時間以内で高規格幹線道路のインターチェンジに

到達できる面積の割合。 (離島部除く)。
3 , ｢規格の高い幹線道路網への30分アクセス可能面積割合｣とは、高規格幹線道路、地域高規格

道路へ30分以内で到達可能な面積の割合。
4 . ｢地方中核都市 1時間圏カバー率｣とは、 高規格幹線道路、地域高規格道路を利用するなどし

て、地方中核都市へ 1時間以内に到達可能な面積の割合。地方中核都市とは、都道府県庁所
在地あるいは人ロ30万人以上の都市など93都市。

5 . 対象とした交通拠点は以下のとおり。
空 港 : 9年度末現在供用中である全国の公共の用に供する空港のうち、 離島に位置する

ものを除く48空港。 ただし、将来値には今後開港予定の空港を含む。
港 湾 :全国の重要港湾 ･特定重要港湾のうち、離島に位置するものを除く122港。
｢連絡率｣ とは、高規格幹線道路と地域高規格道路又はこれらに接続する自動車専用道路等

のインターチェンジ等から10分以内の連絡が可能な空港、 港湾の割合。
6 . ｢車両の大型化に対応した道路整備延長｣とは、高規格幹線道路等の整備や既存橋梁の補強等

により車両の大型化 (車両の長さ及び軸距に応じ総重量最大25トン) に対応した道路延長。
7 , ｢都市の基盤が整備された中心市街地の割合｣ とは、全国の中心市街地 (約700地区) に対す

る道路等の中心市街地の活性化のための基盤が整備された中心市街地の割合。
8 . ｢情報ハイウェイの市町村カバー率｣とは、 市町村における主要な幹線道路に情報B O X、 電線

共同溝、共同溝が整備された市町村の割合。長期目標は、 2010年頃を目途とする。
9 . ｢E T C (ノンストップ自動料金収受システム)対応料金所整備率｣ 揉ま、道路四公団 (日本

道路公団、首都高速道路公団、 阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団) の管理する有料道
路の料金所のうち、 E T C 車載器を搭載した車が停止することなく料金支払いのできる料金
所の整備率。
｢主要箇所｣ とは、首都高速道路、 阪神高速道路、東名 ･名神等、整備効果の高い路線の料

金所 (約730箇所)。
10. ｢V I C S サービスの受信可能な都道府県カバー率｣とは、 警察庁、 郵政省との連携によるV

I C S について、 都道府県のうち主要なエリア (中心･都市や事前通行規制区間等) において

サービスを受信可能な都道府県の割合。
11. ｢朝夕の走行速度｣揉ま、午前 7時から9時、午後 5時から 7 時における走行速度。 三大都市

圏の人口集中地区とは、埼玉 ･千葉 ･東京 ･神奈川 ･愛知 ･三重 ･京都 ･大阪 ･兵庫の県庁
所在都市の人口集中地区。地方都市とは三大都市圏を除く地域の県庁所在都市。本指標は平
成15年 3月末の平均混雑度の予測を基に、平成 6年度交通センサスの平均混雑度と走行速度
の関係から推計したものであり、 交通管制の高度化等の施策による効果は含まれていない。

12. ｢渋滞による年間損失金額｣とは、 平成 6 年度道路交通センサスにおける交通量と交通容量の

比、走行速度の関係を基に、平成14年度末の交通量と交通容量の予測から推計したもの。
13. ｢主要渋滞ポイント｣ とは、以下の定義により抽出された箇所ならびに関連する箇所等をい

う。
一般道路 (D I D 内) :渋滞長が1,00o m 以上または通過時間が10分以上。
一般道路 (D I D 外) :渋滞長が500 m 以上または通過時間が 5分以上。
高速自動車国道 :インターチェンジの出入り口においてボトルネックとなっている箇

所で渋滞回数30回/年以上または平均渋滞長概ね2k m以上。
首都高速道路 ･阪神高速道路 :平均渋滞長が概ね4 km以上。

14. ｢連続立体交差事業による都心部踏切道の除却数｣とは、連続立体交差事業によって除却され
る踏切道の数。

15. ｢新交通システム等｣ とは、 都市モノレール、 新交通システム及び路面電車 (L R T を含

む)。利用者数は 1日当たりの利用者数。
16. ｢規格の高い環状道路の整備率｣とは、 三大都市圏を除く県庁所在地あるいは人口10万人以上

の都市において、 規格の高い環状道路の総延長に対する供用延長の割合。
17. ｢駅前広場等利用可能人ロ率J 揉ま、鉄道等利用人口 (約2,700万人) のうち、通勤 ･通学な

どで利用する最寄りの駅等で駅前広場等が整備されている人口の割合。駅前広場等とは駅前
広場と交通広場をあわせたもの。駅前広場等の整備箇所には再整備箇所 (五箇年計画) で50
ヶ所) を含む。

18. ｢路上工事の縮減｣ とは、 平成 4年度の路上工事件数を基準とした割合。 3大都市 (東京23
区、名古屋市、大阪市) を対象とする。
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19. ｢渋滞損失時間｣ とは、 実際にかかる時間と規制速度でかかる時間の差。
｢平日昼間の走行速度｣ とは、 平日 (7 :00 ~ 19 :00) の平均的な走行速度。

20. ｢都市計画道路整備率｣ とは、 市街地 (市街化区域または用途地域設定区域)における幹線道
路の都市計画決定延長に対する完成延長の割合。

21. ｢良好な市街地の形成率｣ とは、 市街地面積 (市街化区域と用途地域の合計面積)に対する土
地区画整理事業等により、通過交通を適正に分離する道路網等の基盤が整備された良好な市
街地の面積の割合。

22. ｢電線共同溝等整備率｣とは、 まちの主要エリアにおいて電線類地中化が必要な道路15 ,00okm
(人口10万人以上の都市の駅前や商店街などのメインストリート等) に対する、 電線共同溝

等が整備された道路の割合。
23. ｢ 4 車線化｣ とは、 上下線合計の車線数を 4 以上とすることをいう。
24. ｢県境や峠越えにおける交通不能区間｣とは、 都府県境や峠部で、 現道がなし、 または、 最大

積載量 4 tの貨物車が通行不能な区間 (未供用区間も含む)。
25. ｢大型車のすれ違い困難区間｣とは、バス、貨物車等の大型車のすれ違いが困難な区間 (車道

幅員が5,5 m 未満の区間)。
26. ｢生活中心都市に30分で到達できる市町村の割合｣とは、 日常サービスを提供する機能を備え

る343都市 (2 次生活圏中心･都市) へ30分以内にアクセスできる市町村の割合。 (2 次生活圏
が設定されていない三大都市圏を除く)

27. ｢道の駅｣とは、 幹線道路において、 パーキング等の休憩施設と地域情報を提供する地域振興
施設を一体的に整備した施設。

28. ｢交通事故死者数｣ は、 24時間死者数。
29. ｢事故多発箇所｣ とは、 重大事故が平均の 3倍以上発生している箇所。
30. ｢踏切事故件数｣ の目標値は、 踏切道の改良による効果のみを考慮して算出した推計値であ

り、 ｢踏切道の改良必要箇所数｣ とは、踏切道の立体交差化及び構造改良の必要箇所数であ
る。

31. ｢駐車場充足率｣とは、人ロ集中地区内における一時預り駐車場の需要量に対する供給量の割
合。

32. ｢バリアフリー歩行空間ネットワークが整備されている地区｣とは、 車いすが安心して通行で
きる幅員 (原則として幅員 3 m 以上) 及び、適切な段差 ･傾斜 ･勾配が確保された歩道等が
ネットワークとして整備されている地区。
対象地区 :D I D 地区内の住居 ･商業系地区 (1地区概ね 1嬬)。
対象路線 :駅、 商店街、病院、 福祉施設等を連絡する地区内の主要ルート。

33. ｢歩道等の設置率｣ とは、 歩行者･自転車利用の多い幹線道路及び市街地における 2車線以上
の道路など約26万kmに対する歩道等が設置された道路延長の割合。
｢印富の広い歩道等の設置率｣ とは、 市街地の2車線以上の道路など約13万kmに対する幅の広

い歩道等が設置された道路延長の割合。
34. ｢放置自転車数｣は、三大都市圏の駅及びその他地域の市域の駅周辺 (駅より概ね500m 以内)

における道路上の放置自転車数であり、平成9年度末の数値は総務庁調査 (平成 7年) に基
づき推計している。

35. ｢都市内道路緑化率｣とは、 D I D 地区内の完成断面が4車以上の国道、都道府県道、 市町村
道の管理延長に対する緑化延長の割合。

36. ｢二酸化窒素 (N 0 2)環境基準達成率｣とは、 首都圏及び近畿圏の 6都府県にある自動車排出
ガス測定局168局中の環境基準達成箇所の割合であり、道路網の整備による交通の円滑化、自
動車単体規制、 使用車種規制、低公害車導入による効果等を見込んだもの。

37. ｢夜間騒音要請限度達成率｣とは、一般国道のうち自動車単体対策、 道路構造対策、 交通流対
策等の総合的な対策によって、沿道 (屋外) の夜間騒音が要請限度まで低減された道路延長
の割合。

38. ｢緊急輸送道路内の耐震橋脚整備率｣とは、緊急輸送道路内で耐震補強の必要な橋脚本数のう
ち、 耐震補強が実施されている橋脚の本数の割合。

39, ｢避難困難地区人ロ｣ とは、 三大都市圏の密集市街地の対象人口 (2,300万人) のうち避難路
までの距離が 1 km以上あって、 安全に避難地に到達することが困難な地区に居住する人ロ。

40. ｢冬期道路空間確保率｣とは、積雪地域内の一般国道、道府県道のうち、雄雪幅、流雪溝、消
雪施設のうちいずれかを整備するか、 または、 沿道排雪を行うことにより、 冬期間において
も 2車線以上が確保されている道路延長の割合。

41. ｢凍結路面解消率｣とは、積雪寒冷地域内の一般国道、道府県道において、 路面凍結で冬期に
交通支障となっている道路延長のうち、 消雪施設が整備されている延長の割合。
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参考倖 新道路整備五箇年計画の事業別事業費
(単位 :億円)

区 分 新五箇年計画 第1l次五箇年計画 新五箇年計画
計 画 倍 率

高 速 自 動 車 国 道

本 州 四 国 連 絡 道 路

一 般 国 道

高 規 格 幹 線 道 路 計

99,500

2,100

49,300

150,9 00

97,600

l2, 400

43, 000

153,000

1.02

0. l7

1. 15

0. 99

地 域 高 規 格 道 路 77, 200

新 設 及 び 改 築 等

交通安全施設等整備事業

機 械 整 備

調 査

一 般 道 路 事 業 計

224, 670

22, 800

1, 250

980

249,700

232,920

22, 520

1, 250

710

257,400

0. 96

1.0 l

1.00

1. 38

0, 97

日 本 道 路 公 団

首 都 高 速 道 路 公 団

阪 神 高 速 道 路 公 団

東京湾横断道路株式会社

有 料 道 路 融 資

指 定 都 市 高 速 道 路

一 般 有 料 道 路

道 路 開 発 資 金 等

有 料 道 路 事 業 計

3, 900

20,900

l3, 700

16, 800

8, 900

7, 900

6, l00

61,400

7,300

31,900

19, 500

8, 600

13, 100

5, 800

7, 300

6, 200

86, 600

0. 53

0.66

0. 70

1. 28

1. 53

1. 08

0. 98

0. 7l

高規格 ･ 一般 ･ 有料計 462,000 494,000 0. 94

地 方 単 独 事 業

計

調 整 費

268, 000

730,000

50, 000

252,000

746,000

l4,000

1, 06

0. 98

3. 57

合 計 780,000 760,000 1. 03

(注) 1 . 地域高規格道路の事業費は、 一般道路及び有料道路のうち地域高規格道路にかかる

ものを重複計上している。

2 , 一般道路の事業費には、 緊急地方道路整備事業を含む。

3 , 第虹次五箇年計画の東京湾横断道路株式会社の事業費には、 道路開発資金からの

融資額を重複計上している。

4 . 有料道路の事業費にはN T T - A 型事業を含む。
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参考2 地域ごとの道路政策の課題検討

道路政策に求められるサービスには、 地域により、 高速性、 定時性、 安全性など様々な

視点がある。

どの道路政策に重点化すべきかは地域によってニーズが異なる。

◆ 最寄りの高度総合医療施設へ↑時間で到達できる市町村の割合

全国平均:50.5%

市町村の割合 :%

□ 60以上 O B)
口 40‐60 (12)
回 40未満 “7)　　 　

注1) H 6道路交通センサス
注2)本島と道路で連絡されていない離島を除く

2 県庁所在地へ↑時間で到達できる市町村の割合

◇′
全国平均:28.7鷄

市町村の割合 :%

□ 40以上 (13)
口 20‐40 (20)
圓 20未満 (1の

注l) H 6道路交通センサス
注2)本島と道路で連絡されていない離島を除く
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3 最寄りの空港へ↑時間で到達可能な市町村の割合

　

　　 　　　

　 　　　　 　　　
注2)本島と道路で連絡されていない離島を除く

4 幹線道路の事故率

　 　
　

　 　 　
　 　 　　o′ ＼ ;、

30日以内死者数 :人/億台km
o′ 。 □ “未満 (= )

□ -“-↑.7 解)
　 　　　 　　　　

注l)交通事故統計チータ (H 8)
注の 30日以内死者数は、各都道府県の全道路の30日以内死者数に24時間死者数による幹鞠道蹄と非幹線道路の比率を乗じて推計した

ものである。
注3)幹線道路とは高速自動車国道、一般国道、主要地方道.及び一般都道府県道である,

5 延長当をりの異常気象時通行止め延べ時間

　 　 　
◆

#へる
′＼ 》 !　　 　

全国平均 :l.40時間/km

通行止め延べ時間 :時間/km

□ 0.5未満 O B)
口 05 ‐ 1 0 3)
圓 1 以上 (16)

注l) H 6, 7年美観の平均他 (違投省資料)
注2)対象道路は一般国道、部道府県
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高規格幹線道路網図
(イ)貰逮自動率国道(国土風発拌濾自助瓢江靭 (ロ)｢毅国道自動噂専用通路

踏 箪 名 属点 減点 路 緘 名 起点 鉾点 解 纜 名 起点 鐸点
(イ)貰逮自動率国道(国土風発拌濾自助瓢江靭

踏 箪 名 属点 減点 路 緘 名 起点 鉾点
北刻道霞式目鴎章江田蛇苺稚内市 伊 野 減 伊野藺
. ･ 娘禽漁 福窟市 名古田大阪騨 吹田市

劃定域 川越市 並島幽艶脳道名古田神戸凪名古田苺約戸巾
弘前霞 紀 勢 韓松願椎野和行
人 声輪 栽 貿 蹟腋田窟眩寶榴
盤石段田齢盤石中段田中 中国鑑賞由曲斑道吹田市下関市

寅北畑新田曲颯霊海田簿仙台市沼田市 山 岡 圏 動 軍 邇吹田市下閾市

　　　　　　　 　　　
うち 本州四国演圈團醍醐 約 1捌D畑･

凡 例 　
　

- -一 閲遍区間
　　　　　　 　　　　　　　 　【靱膊團饉雌蘂)に凝ら、引き鰐願していを卸コ

ー--一 事釀串備中区間(繭 m剛拗 瞬随のための蹴をn謹め、覊遊温即に贋手します話
篦障椒敗拗随 【鞘区間(予定路蕁勤 [ 国證食え,とものかう、事費韓国にとりかかります』



本 州 四 国 連 絡 橋 図

　　 　　 　　 　 　　　 　　
　　　　　　 　　 　 　　 　

　 　　　　　　

約
繊 ′

霊 園 神戸淡路R鼾目鬱車道

瀬戸中央自動車道
本四備讃線

認蘂酊

西瀬戸自動車道
与 艘旧輻

-乙△

　 　　　 　　 　 　 　 　 　　　----一 事蒙中 断五肝内供用予定 大三島 断五趾内供用巌窟

　 　　 　 　 　　　 　　
　　　　 　 　　来襲第一大褐 一例

囲潮甜皿 折五館内供用予定
神戸･鳴門 児島･坂出 題漣･今治 計(km)

計 画 80,2 37,3 59.4 176.9

供用中 80,2 37.3 29.3 146,8

l中央目馳準湖“八王子市 {} □ 成田市
京費道路 □

凡 例
計 画 中 □□□□□□□□
事 業 中
供 用 中
新五計内供用予定 IIm回軸四国田m

′"-▲ ･

(離島路讓艀中区閥には)

東京圏自動車専用道路
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9
"

彬 も

窟山
鳩
鎚

四日ぎ
ト

設
◆◆◆◆

勢 □

三河湾 一一一一一三河 豊旧

伊勢
□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□

◆
。◇◇

1伊勢田口遁栩
鳥羽

　
　　　　　　
　　　 　　総計内供用予定 M岸詳説“法秦峩“,

名古屋圏自動車専用道路 (職能需苺群中区閻には)

◆◆
◆ ◇□◇

野 田 中 □□□□□□□□

　　　
　 　　　族五計内供用予定 llllll■■■"■

(平成9年度来現在)

(滞留讓礬中区閲には)大阪圏自動車専用道路
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地方中枢都市にあげる自動車専用道路等

凡 例
自動車専用道路等(計画･構想) □□□□

目賞用轢く鰈鯏
目賞用鱗 (鯛)
目期罰脚迩落轢断瘡諦槽棚予就 回回回国

主要幹線道路 (一般)

札幌都市圏

が
仙台北遼路 ムババス

　

　

　
　

　

ぎ
、mm擬
鰊

な　　
〇
圃
肛
〇
m
m

　　
　

　
　

◇◇≧

仙台南担路

　

“
◇
◇

ロ .･ 仙台両部邊綣
平成9年度末現在

凡 例
･ 田,:“-‐三吉′二lう己･“‐【、. □□□□一" ,鷺丸 三" 超-画 ....#

自隠用轢く窯動
目蠣聴講㈱ ･

目期轉朧鰐蜥璃酬彬捌予趙 回垣田回

主要幹線道路 (一般)

仙台空港l,署品品晶晶□□ロロoり◎

仙台都市圏
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義目 犠等毛□◇ロロロ

広島都市圏

平成9年度来現在

自動車専用道路等(計画･構想)□ロロロ

　　　　　　　　　
　　

　
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

主要幹線道路 (一般) - - - -
事業中には新五計初年度事業化予定を含む

◎ 野芥
攪

太宰府西 太宰符-.C,

福岡都市圏

道イテセ 98,7 39

凡 例
" ‘田一…ん÷′乳爾｣鰯鋤 □□□□一" -''‐ ‐マ、ロー出すT円;隊′

自薦用轢く窯割
自鱒用諦 (鯛)
鸚 騰鋺璃計槻織 四囲.m m

主要幹線道路 (一般 )



下関l,C,
　 　 　

下問宿

藤島

北九州都市圏

平成9年度末現在

凡 例
自動車専用道路等(計画･構想) □□□□

目鱒用鱒 (叢回
自臘用轡 (㈱
自動到轉耶醐繕蜥輻謝鯛予定) 皿回圏團

主要幹線道路 (一般 )

地方都市にあげる環状道路 ･交通拠点への連絡を強化する道路の例

宇都宮環状道路

◆
◆
◆
◆′

0 5 IOKm

多0 道行セ 98.7

平成9年度末現在

凡 例

高規格幹総道路

計画中 □□□□

事藥中 朝田国田

供用中

地域高規格道路

候補路按 △△△△

計画中 ooooooo

事案中 ●●●eo●●
供用中

主要幹線道路
(一般国道) 供用中

潮高速自動車圏焔の瑯檗中区間には、整備計画区間を含む。



翻

饑
◆今

大攪訊c 大農総

令

閨
欄
水
戸
線

‘

機

常陸那珂港

N濱
米

-

雛

珂港

P 室 1Oトm

0 5 10km
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ゑ噂
潮
“特
集
/
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
溺
れ懸
り
き
り
き
り
@
◎
“

新
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保

五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

道
路
局
企
画
課
道
路
防
災
対
策
室

一

は
じ
め
に

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画

(雪

寒
五
箇
年
計
画
)
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
度
か
ら
ス
タ

ー
ト
し
た
第
m
次
計
画
に
引
き
続
く
新
雪
寒
五
箇
年
計
画

(計
画
期
間
"
平
成
一
○
年
度
-
平
成
一
四
年
度
)
の
策

定
を
進
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
平
成
一

○
年
五
月
二
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
雪
寒

事
業
の
概
要
と
と
も
に
、
新
雪
寒
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て

概
要
を
説
明
す
る
。

二

雪
寒
五
箇
年
計
画
の
経
緯

○

｢積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確
保
に

関
す
る
特
別
措
置
法
｣
と
雪
寒
五
箇
年
計
画

積
雪
寒
冷
地
域
の
冬
期
の
交
通
障
害
の
解
消
と
と
も
に
、

、別地域 (雪寒法施行令第 1条)

" : 2月の積雪の深さの最大値の累年平均 (過去 5年以上の間にお

ける平均をいう。) が50センチメートル以上の地域

~ : 1月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域

いずれかの地域に属する地域を雪寒地域という。

　

　

　

　

上

仙

　
　
　

　雪寒地域を有する道府県政令市数 28(道府県26、政令市〔札幌市、仙台市〕2 )

図 1 雪寒地域指定概要地図及び雪寒地域を定める政令

皆窓地域

　の域地冷寒

みの域
…地　積

/
/

/

特
城

域

い
を

-

“
レレ0

冷
地

地

の
域
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積
雪
地
域
の
振
興
、
大
都
市
の
人
ロ
集
中
の
緩
和
を
目
的

と
し
て
、｢積
雪
寒
冷
特
別
地
域
に
お
け
る
道
路
交
通
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

(雪
寒
法
)｣
(昭
和
三
一
年
四

月
一
四
日
法
律
第
七
二
号
)
が
制
定
さ
れ
た
。

雪
寒
法
で
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
積
雪

寒
冷
地
域

(図
1
)
に
お
い
て
、
そ
の
重
要
性
等
を
勘
案

し
て
指
定
し
た
道
路
に
つ
い
て
、
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道

路
交
通
確
保
五
箇
年
計
画
を
策
定
し
、
計
画
に
基
づ
い
て
、

除
雪
、
防
雪
及
び
凍
雪
害
の
防
止
の
雪
寒
事
業

(図
2
)

- (除雪機械にょり道路上を走行して雪 及 五 た
の排除等を行ぅ除雪) び 箇 、

　　　　　　　　　　　 　　　
整備、気象情報収集装置の整備) 害 画 つ

防止事業 (凍上幅虫雪による路盤破損を 鞠滓
防ぐ路盤改良、 流雪溝の整備、
堆雪幅の確保)

(除雪車等の機械整備)

図 2 雪寒事業体系図

表 1 雪寒五箇年計画の推移 (単位 :億円)

計 画 除 雪 防 雪
凍雪害
防 止

雪 寒
道 路
事業計

除 雪
機 械

計
地 方
単 独
事 業

小 計 調整費 合 計 摘 要

第1次計画
(昭和32~ 37年度) (11) (9) (95)

l27
(115)

26
(22) (137) (137) (137)

第2次道路整備五箇年計画
(昭和33~ 37年度 1兆円)

第2次計画
(昭和36~ 40年度)

27 15 200 242 52 294 294 294
第3次道路整備五箇年計画
(昭和36~ 40年度 2兆1,000億円)

第3次計画
(昭和39~ 43年度)

70 30 280 380 120 500 500 500
第4次道路整備五箇年計画
(昭和39~ 43年度 4兆1,000億円)

第4次計画
(昭和42~ 46年度)

105 78･ 469 652 158 810 810 810
第5次道路整備五箇年計画
(昭和42~ 46年度 6兆6,000億円)

第5次計画
(昭和45~ 49年度)

184 156 600 940 270 1,210 1,210 1,210
第6次道路整備五箇年計画
(昭和45~ 49年度 10兆3,500億円)

第6次計画
(昭和48~ 52年度)

301 462 1,137 1,900 366 2-266 2-266 2,266
第7次道路整備五箇年計画
(昭和48~ 52年度 19兆5,000億円)

第7次計画
(昭和53~ 57年度)

912 964 1,324 3,200 730 3,930 3,930 3,930
第8次道路整備五箇年計画
(昭和53~ 57年度 28兆5,000億円)

第8次計画
(昭和58~ 62年度)

1,420 1-610 し500 4,530 810 5,340 5,340 5,340
第9次道路整備五箇年計画
(昭和58~ 62年度 38兆2,000億円)

第9次計画
昭和63~平成4年度)

1,690 2,550 2,400 6,280 920 7,200 7,200 200 7,400
第10次道路整備五箇年計画
(昭和63~平成4年度 53兆円)

第10次計画
(平成5 ~ 9年度)

1,800 3,400 2-480 7,680 L 020 8,700 4,900 13,600 300 13,900
第1l次道路整備五箇年計画
(平成5 ~ 9年度 7弱K円)

を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

雪
寒
五
箇
年
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
第
1
次
計

画
が
昭
和
三
二
年
に
策
定
さ
れ
て
以
来
、
平
成
九
年
度
ま

で
に
m
次
に
わ
た
り
策
定
さ
れ
(表
1
)、
冬
期
の
モ
ビ
リ

(注) 第1次計画は昭和32~ 37年度の六箇年計画であり、 ( )内の数字は第2次道路整備五箇年計画期間に相当する昭和34年度以降五箇年間の計画
額である。

0 20 40 60 80 100‘% )

北海道 , " ゞ “
い 58

;81
.

＼

東北
}73

;93 群ミ讓潴
;89

北陸 49

臟げ製さ琵l
.平均

""箋 59
8 8

関東 ‐、 " 、 , ← ゞ , = ごテ81 ･

′97

資料:獲圏統計自救、白鴎雌蟻選択lす月雑(運輸翁)

図 3 昭和30年、平成 7年の冬期の貨物輸送量の落ち込み率
(夏期を100% とした時の冬期の貨物輸送量の割合)
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テ
ィ
確
保
の
向
上
が
図
ら
れ
、
雪
寒
地
域
に
お
け
る
人
や

も
の
の
流
れ
が
拡
大
す
る
な
ど
、
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
の

生
活
、
産
業
活
動
の
安
定
化
･
活
発
化
に
貢
献
し
て
い
る

(図
3
)。

の

｢安
全
で
活
力
あ
る
雪
国
を
支
え
る
み
ち
づ
く
り
懇
談

会
｣

近
年
、
積
雪
寒
冷
地
域
で
は
、
高
速
道
路
や
新
幹
線
な

ど
の
高
速
交
通
機
関
の
整
備
が
急
速
に
進
め
ら
れ
、
広
域

的
な
交
流
が
活
発
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
常
生
活
に
お

･
惇

弘

夫

美

寛

造

一
郎
祐
男
之
典
彦
子
臣
車

順

義
貞
夕

誠
馨
志
亟
芳
英
靖
暉
明
正

音

真

木

浩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

員長 和田 惇 問北陸建設弘済会理事長
員 大森 義弘 北海道経済連合会交通部会長

小田 貞夫 N H K 放送文化研究所編集主幹

北村真夕美 ㈱青森経営研究所代表取締役社長
小谷 寛 中四国交流連携倶楽部代表幹事
佐々木誠造 青森市長 ･全国雪対策連絡協議会長
佐藤 馨一 北海道大学大学院工学研究科教授
清水浩志郎 秋田大学鉱山学部土木環境工学科教授

高橋 亟祐 日本通運㈱取締役東北支店長
林 芳男 滝胤ll市長 北海道雪対策協議会長
平井 英之 滋賀県高月町道路除雪検討委員
松井 靖典 河合村長 ･道路整備促進期成同盟岐阜県連合協議会理事
丸山 暉彦 長岡技術科学大学環境建設系教授
森山 明子 日経B P 社日経デザイン編集長

山木 正臣 節北陸経済研究所常務理事
前委員 橋本 章 日本通運㈱常務取締役東北支店長

　
　
　

絵
委
委

懇

い
て
も
、
通
勤
圏
･
通
学
圏
の
拡
大
等
、
市
町
村
間
で
の

相
互
依
存
関
係
が
緊
密
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
諸

活
動
が
益
々
活
発
に
展
開
さ
れ
る
に
つ
れ
、
よ
り
一
層
の

安
定
で
安
全
な
冬
期
交
通
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
き
て
い
る
。

一
方
、
高
齢
化
、
核
家
族
化
が
進
む
中
で
低
下
し
つ
つ

あ
る
、
地
域
に
よ
る
雪
処
理
へ
の
対
応
力
の
確
保
や
、
｢
ス

パ
イ
ク
タ
イ
ヤ
粉
じ
ん
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
法
律
｣

の
施
行
に
伴
う
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
化
に
対
応
す
る
凍

結
路
面
対
策
等
、
新
た
な
課
題
も
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
社
会
状
況
を
背
景
と
し
て
、
新
雪
寒
五
箇
年

計
画
策
定
に
先
立
ち
、
そ
の
参
考
と
す
る
た
め
、
今
後
の

積
雪
寒
冷
特
別
地
域
の
あ
り
方
及
び
冬
期
の
道
路
交
通
確

今後の雪寒対策を進める上で

2 . 国と地方の役割分担 ･連携

図

点

分

一

　
　
　
　

た

効
の

一

　　
　

　
　
　 プツシ　ナ

今後の冬期道路交通確保のための施策の方向

1 , 全国各地との交流 ･連携を支える冬期モビリティの確保

2 , 日常生活を支える雪に強い通行機能の確保

3 . 安全で快適な歩行空間の確保

4 . 魅力ある地域づくりを支える道路の形成

5 . 安全 ･信頼性を支える冬期道路情報システムの整備

6 , 新しいニーズに対応した雪寒対策技術開発の促進

図

保
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

｢安
全
で
活
力
あ
る
雪
国
を
支
え
る
み
ち
づ
く
り
懇
談
会
｣

(委
員
長

和
田
惇

問
北
陸
建
設
弘
済
会
理
事
長
)
が

設
置
さ
れ
、
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
平
成
一
〇
年
一
月

に
検
討
結
果
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
、
建
設
大
臣
に
提
言
と

し
て
提
出
さ
れ
た

(表
2
、
図
4
･
5
)
。

三

新
雪
寒
五
箇
年
計
画
の
概
要

印

雪
国
の
現
状
と
課
題

日
本
の
雪
国
は
、
世
界
に
も
ま
れ
な
厳
し
い
積
雪
･
寒

冷
な
気
候
の
中
、
独
自
に
豊
か
な
伝
統
と
文
化
を
育
ん
で

き
た
。
近
年
で
は
、
交
流
の
拡
大
に
伴
い
、
一
層
役
割
が

重
要
に
な
る
と
と
も
に
、
以
下
の
よ
う
な
社
会
変
化
に
伴

う
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

①

厳
し
い
自
然
条
件
下
で
の
高
度
な
社
会
経
済
活
動

･
域
内
総
生
産
は
北
欧
四
カ
国

(デ
ン
マ
ー
ク
、
ス

ウ
ェ
!
デ
ン
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の

合
計
)
に
匹
敵
す
る
規
模
で
あ
り
、
我
が
国
の
社

会
経
済
上
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

(図

6
)
0

②

地
域
間
交
流
の
一
層
の
拡
大

･
近
年
、
太
平
洋
側
の
地
域
と
結
ぶ
高
規
格
幹
線
道

路
や
新
幹
線
、
空
港
な
ど
が
整
備
さ
れ
、
広
域
的

な
交
流
が
活
発
化
、
ま
た
、
通
勤
、
通
学
、
買
い

物
や
通
院
な
ど
の
日
常
生
活
圏
が
拡
大
し
、
周
辺

市
町
村
と
の
相
互
依
存
関
係
が
ま
す
ま
す
増
大
(図
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7
)
。

③

過
疎
化
の
進
行
と
地
方
都
市
の
活
力
の
停
滞

･
雪
国
で
は
、
農
山
村
地
域
を
中
心
に
一
層
の
過
疎

化
が
進
行
、
都
市
中
心
部
の
空
洞
化
が
よ
り
顕
著

に
な
り
つ
つ
あ
る
。

④

生
活
行
動
の
変
化
に
伴
う
ニ
ー
ズ
の
多
様
化

･
雪
国
で
の
生
活
や
経
済
活
動
は
季
節
変
化
の
少
な

い
、
通
年
化
し
た
も
の
に
な
る
と
と
も
に
、
生
活

の
多
様
化
に
伴
い
、
都
市
サ
ー
ビ
ス
や
生
活
行
動

鎖料:交通囮常時観測報告鰡 (避設省)

図 8 東北 ･近畿における季節別昼夜間交通量の伸び
(平成 6年/平成 2年)

の
深
夜
化
が
進
行

(図
8
)。

⑤

高
齢
化
の
進
展
、
女
性
の
社
会
参
加
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
の
高
度
化

･
高
齢
化
の
進
展
、
女
性
の
社
会
参
加
の
拡
大
に
伴

い
、
冬
期
道
路
交
通
の
安
全
性
、
信
頼
性
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
が
増
大
。
ま
た
、
都
市
人
□
の
拡
大
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
の
進
展
、
核
家
族
化
、
近
隣
関

係
の
希
薄
化
な
ど
に
よ
り
、
個
々
の
世
帯
や
地
域

で
行
う
雪
へ
の
対
応
力
が
低
下
。

②

新
雪
宗
五
箇
年
計
画
の
内
容

前
述
の
新
た
な
課
題
へ
の
対
応
を
図
る
と
と
も
に
、
懇

談
会
提
言
を
参
考
に
、
新
雪
寒
五
箇
年
計
画
に
お
け
る
主

要
な
課
題
を
次
の
よ
う
に
設
定
し
て
い
る
。

①

新
し
い
交
流
･
連
携
時
代
に
お
け
る
冬
期
モ
ビ
リ

テ
ィ
の
確
保

○
拠
点
間
を
結
ぶ
主
要
な
広
域
幹
線
道
路
に
つ
い
て

の
除
雪
、
防
雪
事
業
の
推
進

②

安
全
な
歩
行
者
空
間
･
快
適
で
魅
力
あ
る
生
活
空

間
の
形
成

○
消
雪
施
設
等
に
よ
る
凍
結
路
面
対
策
の
充
実

○
市
街
地
に
お
け
る
流
雪
溝
の
整
備

○
中
心
市
街
地
や
通
学
路
、
福
祉
施
設
周
辺
等
に
お

け
る
歩
行
空
間
を
確
保
す
る
た
め
の
除
雪
、
消
雪

施
設
の
整
備

○
雪
国
の
ま
ち
づ
く
り
や
イ
ベ
ン
ト
等
、
魅
力
を
高

め
る
地
域
づ
く
り
の
支
援
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剥料;平成7年臟限民経済計算年報 (期競庁熱讃局)
｢世界の統計 1896 (期務庁統計局)｣
注:1ドル= 100円で計津

図 6 雪国と北欧 4カ国、 カナダの国内総生産

(1992年)

関越目
資料"新潟県費料

図 7 新潟県におけるスキー観光客の推移
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③

安
全
･
信
頼
性
を
支
え
る
冬
期
道
路
交
通
情
報
提

供
の
充
実
、
技
術
開
発

○
気
象
情
報
の
収
集
装
置
の
整
備
、
気
象
情
報
･
路

面
情
報
の
提
供
の
充
実
･
強
化

○
道
の
駅
等
の
機
能
を
備
え
た
チ
ェ
ー
ン
着
脱
場
の

③
全 8○老

朽
化
し
た
雪
寒
対
策
施
設
の
計
画
的
な
維
持
保

道 面 気 の 安 全 老
の 情 象 充 全 及 朽
駅 報 情 実 ･ び 化

積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画について 等 の 報 、 信 更 し
の 提 の 技 頼 新 たの 提 の 技 頼 新 た

能 の 集 開 を 寒〔爾成鼾炉剔
機 供 収 術 ′性 雪

を 充 装 発 支 対

度が特に甚だしい地域における道路の交通を確保

るため、平成10年度以降五箇年間に地方公共団体の行う単独
を含めて総額 1兆4 ,300億円 (調整費500億円を含む。) を当

也域内の道路整備に投資するものとする。 このうち国が行う

の整備及び国の負担金その他の経費の交付に係る道路の整

に関し、 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する

リ措置法 (昭和31年法律第72号) 第 4条第 1項に規定する積

年計画として、調整費を充当

上
記
の
主
要
課
題
に
対
し
て
計
画
規
模
一
兆
四
、
三
〇

〇
億
円
を
も
っ
て
雪
寒
事
業
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
お
り
、
平
成
一
〇
年
五
月
二
九
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た

るものを除き、8,800億円に相当する事業を行うものとし、そ と て ○

事業の量 歎 のとおりとする。 滲鬱鱒記 ○
1 , 一般国道に係る事業 で 、 を の 走 除 整

除 雪 126 ,550キロメ ー トル を 平 も 主 行 雪 備

○
除
雪
機
械
の
省
力
化
、
省
人
化
、
冬
期
の
安
全
な

走
行
支
援
技
術
等
の
開
発

防 雪 6 10キロメ ー トル o

凍雪害防止 270キロメートル

2 . 主要地方道に係る事業
除 雪 98 ,180キロメ ー トル

防 雪 370キロメートル

凍雪害防止 540キロメートル

3 . 主要地方道以外の都道府県道及び市町村道に係る事業 に

除 雪 114 ,530キロメ ー トル 閣 て

防 雪 83oキロメートル
議 し･

凍雪害防止 購 ･キロルトル 娃≦凍雪害防止 1 ,650キロメ ー トル 套淺
4 除雪機械の整備 1 ,020億円 れ と

た し

箇年計画の整備効果 表 3 新雪寒五箇年計画規模 (単位 :億円

区 分
新計画

(平成10~ M年度)

前計画
(平成 5 ~ 9年度)

倍 率
(新計画/前計画)

雪寒道路

除雪機械
小 計

地方単独事業費

7,780

L 020

8,800

5,000

7,680

1,020

8,700

4,900

1.01

1.00

1.01

1.02

計
調整費

13,800

500

13,600

300

1･01

1.67

合 計 14,300 13,900 1.03

H 9年度末 H 14年度末
長期構想目標
(21世紀初頭)

冬期道路空間確保率 54 % 60 % 8割

凍結路面解消率 10 % 45 % 概ね解消

保率 :積雪地域内の一般国道、 道府県道の

うち堆雪幅、 消雪施設のいずれかを

整備するか、 又は沿道排雪を行うこ

げこより、 冬期間においても 2車線

以上が確保されている道路延長の割

合。
消 率 :積雪寒冷地域内の一般国道、 道府県

道において、 路面凍結で冬期に交通

支障となっている道路延長のうち、
消雪施設が整備されている延長の割

合。
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し　

群け整り
施

　　
　

による車道確保

　　　
　

餓

除

　
　
　

　
　

　
　蹴

交差点部への消融雪施設整備

堆雪幅の確保

挽

保

　
　
　

　
　9 冬期道路交通の確保

③

新
雪
寒
五
箇
年
計
画
の
整
備
効
果

新
五
箇
年
計
画
の
進
捗
を
測
る
指
標
と
し
て
、
従
来
か

ら
の
冬
期
道
路
空
間
確
保
率
に
加
え
、
新
た
に
凍
結
路
面

解
消
率
を
設
定
し
、
五
箇
年
間
の
整
備
効
果
を
評
価
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

新
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
新
た
に
約
二
、
四
〇
〇

如
に
お
い
て
冬
期
二
車
線
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
約
七

五
五
如
の
凍
結
路
面
解
消
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る

(表

4
)0四

お
わ
り
に

積
雪
、
低
温
に
よ
る
交
通
障
害
は
、
他
の
自
然
災
害
と

異
な
り
国
土
の
一
定
の
広
い
範
囲
で
毎
年
繰
り
返
し
発
生

す
る
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
災
害
と

し
て
の
雪
に
対
し
、
新
雪
寒
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
、
計

画
的
に
雪
寒
事
業
を
推
進
し
、
地
域
の
振
興
や
生
活
の
安

定
の
確
保
に
努
め
て
参
り
た
い
。
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急勾配部への
消融雪施設整備

流雪溝の整備による地域住
民と連携した雪処理



き
洌
“特
集
/
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
A湖
き
り
き
り
き
り
き
り
“惣

斯
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
の
策
定
及
び
奥
地
等

産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
第
三
条
第
三
頂
の

地
域
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

道
路
局
地
方
道
課

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

(法
第

一

条
)。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
当
該
未
開
発
資
源
の
開

発
に
必
要
な
奥
産
道
路
を
具
体
的
に
指
定
し

(法
第
三

条
)、
こ
の
路
線
に
お
い
て
行
わ
れ
る
道
路
の
新
設
及
び
改

築
に
係
わ
る
事
業
を
計
画
的
に
行
う
た
め
奥
地
等
産
業
開

発
道
路
整
備
計
画
を
策
定
す
る

(法
第
四
条
)。
さ
ら
に
、

同
計
画
を
達
成
す
る
た
め
、
新
設
又
は
改
築
に
係
る
事
業

に
要
す
る
費
用
に
対
す
る
国
の
補
助
率
を
、
二
分
の
一
か

ら
一
〇
分
の
五
･
五
に
嵩
上
げ
し
て
い
る

(法
第
五
条
第

二
項
)。参
考
ま
で
に
奥
産
法
の
し
く
み
を
図
1
に
イ
メ
ー

8

ジ
図
を
図
2
に
示
す
。
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一
は
じ
め
に

去
る
三
月
三
一
日
に
公
布
さ
れ
た
道
路
整
備
緊
急
措
置

法
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律

(平
成
一
〇
年
法
律
第
三
三
号
)
に
よ

り
、
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
臨
時
措
置
法
(以
下
｢奥

産
法
｣
と
い
う
。)
の
有
効
期
限
が
平
成
一
五
年
三
月
三
一

日
ま
で
五
年
間
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
日
法
施
行

令
第
三
条
が
改
正
さ
れ

(平
成

一
〇
年
政
令
第

一
一
八

号
)、平
成
一
〇
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
お
け
る
奥
地
等
産

業
開
発
道
路
整
備
計
画

(以
下

｢奥
産
計
画
｣
と
い
う
。)

を
策
定
す
る
根
拠
が
制
定
さ
れ
た
。

こ
れ
を
受
け
て
去
る
五
月
二
九
日
に
新
奥
地
等
産
業
開

発
道
路
整
備
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
同
計
画
の
策
定
の
整
備
対
象
た
る
奥
地
等
産
業

開
発
道
路

(以
下

｢奥
産
道
路
｣
と
い
う
。)
の
路
線
を
指

定
す
る
際
の
基
準
と
な
る
奥
産
法
第
三
条
第
三
項
の
地
域

を
指
定
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

(平
成
一
〇

年
政
令
第
一
九
六
号
)
が
六
月
三
日
公
布
さ
れ
、
次
い
で

六
月
四
日
に
奥
産
道
路
の
路
線
を
指
定
す
る
告
示
が
行
わ

れ
た
。二

奥
産
法
の
体
系

奥
産
法

(昭
和
三
九
年
法
律
第
三

五
号
)
は
奥
地
等

に
お
け
る
産
業
の
総
合
的
な
開
発
の
基
盤
と
な
る
べ
き
奥

産
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
山

間
地
、
奥
地
等
の
未
開
発
資
源
を
開
発
し
、
地
域
格
差
の

是
正
に
資
す
る
と
と
も
に
、
民
生
の
向
上
と
国
民
経
済
の



｢奥地等｣ 地域の指定

( 1 ) ｢奥地等｣ の定義 (興産法第 2条第 1項、 政令第 1条)

( 2 ) 興産地域の指定

｢奥地等産業道路｣ の指定

① 一般国道等から 1 時間以内に到達することができない地

域の面積が、 当該市町村の 2 分の 1以上を占めていること

② 農林漁業等に係る産業別分類就業者の割合が0.568超又
は人口密度が119人未満の市町村

(興産法第 2 条第 3 項)
① 森林資源の開発が十分行われていない地域
② 集約酪農地域
③ 農用地としての開発等が必要な相当規模の開発適地
④℃地下資源の開発効果が期待される地域
⑤ 水産物の集散地としての発展が予想される地域
⑥ 観光適地でその開発が十分に行われていない地域
⑦ 低開発地域工業開発地区、 産炭地域等

｢奥地等産業道路｣ の定義 (興産法第 3 条第 1項、 第 2条第 3項)
興産地域と主要な道路とを連絡する地方的な幹線たる道路

で当該奥地等における産業開発の総合的効果を発揮するため

に必要なものとして指定されたもの

関係行政機関の長及び関係都道府県知事の意見 (興産法第 3 条第 1項)

奥地等産業開発道路整備計画 (閣議決定)

･奥地等産業開発道路の新設及び改築に関する計画 (興産法第 4 条第 1 項)

道路審議会の意見 (興産法第 4 条第 2 項)

関係都道府県知事への通知 (興産法第 4 条第 3項)

･政府による必要な資金の確保等 (興産法第 6条第 1項)
･国の補助率を10分の6,5とする (ただし、 主要地方道は嵩上げ対象としない)

(興産法第 5 条第 2項)
･関係行政機関の長及び関係地方公共団体の協力 (興産法第 6 条第 1項)

･関係行政機関の長及び関係地方公共団体の林道等の整備との適切な調整への配慮義務

(興産法第 6 条第 2項)

図 1 奥地等産業開発道路整備臨時措置法のしくみ

国
道
ま
た
は
改
良
済
県
道
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図 2 奥地等産業開発道路のイメージ
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三

奥
産
法
第
二
条
第
三
頃
の
地
域
の
指
定

奥
産
道
路
と
は
、
奥
地
等
に
お
け
る
奥
産
法
第
二
条
第

三
項
各
号
に
掲
げ
る
地
域
で
政
令
で
指
定
す
る
も
の
と
主

要
な
道
路
と
を
連
絡
す
る
地
方
的
な
幹
線
た
る
道
路
で
、

当
該
奥
地
等
に
お
け
る
産
業
開
発
の
総
合
的
効
果
を
発
揮

す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
定
義
さ
れ
て
い
る

(法
第
二

条
第
三
項
)。

従
っ
て
、
奥
産
法
第
二
条
第
三
項
の
地
域
は
、
奥
産
道

路
の
一
方
の
連
絡
先
を
確
定
す
る
機
能
を
果
た
す
わ
け
で

あ
る
が
、
同
地
域
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
同
法
は
、
ま
ず

奥
地
等
の
地
域
を
定
め
更
に
そ
の
中
か
ら
同
地
域
を
選
定

す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
o

こ
の
奥
地
等
の
地
域
と
は
、
の
交
通
条
件
が
極
め
て
悪

く
、
②
産
業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
山
間
地
、

奥
地
そ
の
他
の
へ
ん
ぴ
な
地
域
で
政
令
で
定
め
る
基
準
に

該
当
す
る
地
域
と
定
義
さ
れ
て
い
る

(法
第
二
条
第
一

項
)。
こ
れ
を
受
け
て
奥
産
法
施
行
令
第
一
条
で
は
、
の
②

の
奥
地
等
の
基
準
と
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一

一
般
国
道
等
や
鉄
道
の
駅
か
ら
通
常
の
交
通
の
方

法
及
び
経
路
に
よ
り
一
時
間
以
内
に
到
達
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
地
域
の
面
積
が
、
当
該
市
町
村
の
区
域

の
面
積
の
二
分
の
一
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
o

二

公
表
さ
れ
た
最
近
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
当

該
市
町
村
の
一
次
産
業
就
業
者
比
率
が
○
･
五
六
八

を
超
え
て
い
る
こ
と
又
は
当
該
市
町
村
の
人
ロ
密
度

が
-
-
九
人
/
蛭
未
満
で
あ
る
こ
と
。

0
の
交
通
条
件
が
極
め
て
悪
い
状
況
の
基
準
と
し
て
国

道
等
の
主
要
な
交
通
施
設
へ
の
到
達
時
間
を
採
用
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
迅
速
性
、
安
全
性
、
快
適
性
、
随
意
性
、

経
済
性
と
い
っ
た
人
と
物
の
輸
送
に
お
け
る
基
本
的
な
必

要
条
件
の
う
ち
、
｢産
業
開
発
｣と
い
う
法
律
の
趣
旨
に
合

致
す
る
迅
速
性
と
経
済
性
に
着
目
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
一
時
間
と
い
う
時
間
帯
は
、
農
林
水
産
物
の
輸

送
実
態
と
自
動
車
の
平
均
走
行
速
度
と
の
関
係
、
自
動
車

に
よ
る
短
距
離
輸
送
の
採
算
性
と
積
み
卸
し
時
間
等
を
考

慮
し
た
一
日
の
実
稼
働
時
間
と
の
関
係
を
勘
案
し
て
設
定

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②
の
産
業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域
を

示
す
基
準
と
し
て
一
次
産
業
就
業
者
率
及
び
人
ロ
密
度
を

採
用
し
た
の
は
、
未
開
発
地
域
は
人
ロ
密
度
が
低
く
、
し

か
も
農
林
水
産
業
と
い
っ
た
一
次
産
業
が
地
域
住
民
の
主

た
る
職
業
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
特
徴
に
着
目
し
た
も

の
で
あ
る
。
人
ロ
密
度
及
び
就
業
者
率
は
昭
和
三
五
年
度

国
勢
調
査
の
全
国
郡
部
平
均
値
を
用
い
て
い
る
。

次
に
、
地
域
の
指
定
に
際
し
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基

準
に
該
当
す
る
奥
産
等
の
地
域
の
う
ち
か
ら
、
奥
産
法
第

二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
該
当
す
る
も
の
を
政

令
で
指
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
北
海
道
に

お
い
て
は
開
発
道
路
の
制
度
が
あ
り
、
沖
縄
県
、
離
島
振

興
対
策
実
施
地
域
及
び
奄
美
群
島
に
お
け
る
道
路
整
備
に

つ
い
て
は
沖
縄
振
興
開
発
特
別
措
置
法
等
に
基
づ
き
、
別

途
の
整
備
計
画
で
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
て
い
て
、
い
ず
れ

も
高
率
の
補
助
率
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
ら
の
地

域
内
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
地
域
指
定
は
行
わ
れ
て
い

な
一い
。

法
第
二
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
は
、
い
ず
れ
も

開
発
す
べ
き
種
々
の
資
源
が
存
在
す
る
地
域
を
類
型
化
し

た
も
の
で
あ
り
、
奥
産
道
路
の
整
備
に
よ
り
こ
れ
ら
の
資

源
の
開
発
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

一

森
林
資
源
が
豊
富
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
開
発

が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
地
域

二

酪
農
振
興
法

(昭
和
二
九
年
法
律
第
一
八
二
号
)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
集
約
酪

農
地
域

三

農
用
地
と
し
て
の
開
発
及
び
整
備
が
必
要
と
さ
れ

る
相
当
規
模
の
開
拓
適
地
そ
の
他
の
地
域

四

地
下
資
源
が
豊
富
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
開
発

の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
地
域

五

水
産
物
の
集
散
地
と
し
て
の
発
展
が
予
想
さ
れ
る

地
域

六

観
光
適
地
で
そ
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な

い
地
域

七

低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法

(昭
和
三
六
年
法

律
第
二
一
六
号
)
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
、
産
炭
地
域

振
興
臨
時
措
置
法
(昭
和
三
六
年
法
律
第
二
一
九
号
)

5 0 道イテセ 98,7



第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
炭
地
域
そ
の
他
の
工

業
の
発
展
が
予
想
さ
れ
る
地
域

こ
れ
ら
の
う
ち
、
既
に
法
律
の
規
定
で
明
確
に
な
っ
て

い
る
二
号
と
七
号
を
除
き
、
同
政
令
制
定
時
に
お
い
て
関

係
各
省
庁
と
の
協
議
の
結
果
定
め
ら
れ
た
内
規
に
従
っ
て

選
定
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
は
市
町
村
単
位

で
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
般
は
、
新
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
の
策
定

に
あ
わ
せ
て
、
平
成
七
年
度
国
勢
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、

各
地
域
の
地
域
指
定
の
要
件
へ
の
準
拠
性
を
見
直
し
た
結

果
、
奥
地
等
の
地
域
に
該
当
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
た
め
、

三
二
町
村
が
奥
地
等
の
地
域
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
ま
た
、
新
た
に
奥
地
等
の
地
域
に
該
当
す
る
も
の

が
あ
っ
た
た
め
、
八
町
村
が
奥
地
等
の
地
域
に
新
規
指
定

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
奥
地
等
の
地
域
は
二
四
四
市
町
村

と
な
っ
た
。

四

興
産
道
路
の
路
線
指
定

奧
産
道
路
は
政
令
指
定
地
域
と
の
主
要
な
道
路
と
を
連

絡
す
る
②
地
方
的
な
幹
線
道
路
で
、
産
業
開
発
の
総
合
的

効
果
を
発
揮
す
る
た
め
必
要
な
も
の
と
し
て
建
設
大
臣
が

指
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
二
条
第
三
項
)。

路
線
指
定
は
、
建
設
大
臣
が
、
関
係
行
政
機
関
の
長
及

び
関
係
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
聞
い
て
指
定
す
る
が
、

奥
産
道
路
の
路
線
名
、
道
路
の
種
類
及
び
区
間
を
官
報
で

公
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

(法
第
三
条
、
令
第
二

条
)。今

回
の
指
定
に
よ
り
、
三
四
四
路
線
、
四
、
三
二
〇
如

が
指
定
さ
れ
た
。
前
回
指
定
と
の
比
較
は
、
表
-
の
と
お

り
で
あ
る
。

五

新
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画

平
成
九
年
度
末
ま
で
に
第
8
次
奥
産
計
画
の
施
行
が
終

了
し
た
が
、
奥
地
等
に
お
い
て
は
、
今
な
お
交
通
条
件
が

悪
く
産
業
の
開
発
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

引
き
続
き
奥
産
道
路
の
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、

地
域
格
差
の
是
正
に
資
す
る
と
と
も
に
、
民
生
の
向
上
と

国
民
経
済
の
発
展
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

新
奥
産
計
画
に
お
い
て
は
、
興
産
道
路
と
し
て
指
定
さ

れ
た
道
路
に
つ
い
て
、
平
成
一
四
年
度
末
の
改
良
率
を
概

ね
六
0
%
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
必
要
な
事
業
費
を

表 1 指定路線 (単位 :kの

区 分

新指定路線
( H 10 ~ H 14年度)

第8次指定路線
( H 5 ~ H 9 年度)

緘
･

延 長 路線数 延 長

都道府県道 274 嬬 275 硼
市町村道 " 411 損 539

計 344 鰔 359 纖

表 2 新奥地等産業開発道路整備計画の事業規模 (単位 :km、 億円、 % )

区 分

新 奥 産 計 画
( H 10 ~ H 14年度)

第8次奥産計画
( H 5 ~ H 9 年度) 率

B

倍

A

定

長

指

延

平成9年度末 平成14年度末

飜 改良率 飜 改良率事業量 雙 事業量 雙
道

道

県

寸
、

去
乍TJ用【

都

市

493

39 芻 455

120 辯 耶
鰭 壗 撥 鉈

鰯 襁 鰈
燭

蒙
計
靱筋

532

140 襁 575

135 娑 則
祕

鰄 鰺 ㈱ 鰡 鰓

費

計

整調

672 繊 710 撥 則
加

合 計 洲 鸚 鵬
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確
保
し
て
い
る
o

平
成
一
〇
年
度
以
降
五
箇
年
間
に
地
方
公
共
団
体
の
行

う
単
独
事
業
を
含
め
て
総
額
三
、
0
四
〇
億
円

(調
整
費

三
一〇
億
円
を
含
む
。)を
奥
産
道
路
整
備
に
投
資
す
る
も

の
と
し
、
こ
の
う
ち
国
の
補
助
金
そ
の
他
の
経
費
の
交
付

に
係
る
道
路
の
整
備
に
関
し
、
新
奧
産
計
画
と
し
て
、
調

整
費
を
充
当
す
る
も
の
を
除
く
二
、
二
九
〇
億
円
を
も
っ

て
五
三
二
鹸
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
新
奧
産
計
画
の

事
業
規
模
は
表
2
の
と
お
り
。

六

お
わ
り
に

新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
均
衡
あ
る
国

土
の
発
展
と
活
力
あ
る
経
済
･
安
心
で
き
る
く
ら
し
の
実

現
に
資
す
る
こ
と
を
目
標
に
、
｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･

都
市
づ
く
り
の
支
援
の
た
め
の
道
路
整
備
の
推
進
｣
が
四

つ
の
主
要
な
施
策
の
柱
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
･
都
市
づ
く
り
の
た
め
に
は
、

地
域
の
中
心
と
な
る
都
市
等
を
核
と
し
て
、
周
辺
地
方
部

を
含
め
、
地
域
が
広
域
的
に
連
携
し
て
発
展
し
て
い
く
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
圏
域
内
外
と
の
広
域

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
れ

と
併
せ
て
、
地
方
部
に
暮
ら
す
人
々
が
、
地
域
に
誇
り
を

も
ち
、
安
心
で
安
定
し
た
生
活
を
営
む
う
え
で
必
要
な
基

盤
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を

推
進
し
て
い
く
う
え
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な

課
題
と
な

っ
て
い
る
。

奥
産
地
域
は
、
特
に
定
住
条
件
の
厳
し
い
地
域
が
多
い

が
、
豊
か
な
自
然
、
潜
在
資
源
に
恵
ま
れ
、
交
通
条
件
の

改
善
に
よ
り
、
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
発
揮
す
る
こ
と
が

大
い
に
期
待
さ
れ
る
地
域
で
あ
り
、
当
該
地
域
に
お
い
て

道
路
整
備
の
果
た
す
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。
現
に
、
過

去
8
次
に
わ
た
る
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
に
よ

る
道
路
条
件
の
改
善
に
よ
り
、
地
域
が
活
性
化
さ
れ
、
奥

産
地
域
か
ら
卒
業
し
て
い
っ
た
も
の
も
数
多
く
見
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
o

今
後
と
も
、
奧
産
道
路
の
整
備
が
、
地
域
振
興
を
強
力

に
後
押
し
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
予
算
を
積
極
的
に
確
保

す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力
あ
る
地
域
社
会
が
実
現
さ
れ
る

よ
う
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
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高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
つ
い
て

(上
)

油

谷

充

寿

務
見
直
し
の
一
環
と
し
て
、
同
公
団
に
設
置
し
た
学
識
経

験
者
、
各
界
の
民
間
事
業
分
野
の
第

一
線
の
有
識
者
の

方
々
で
構
成
さ
れ
た

｢新
事
業
開
発
委
員
会
｣
(委
員
長

伊
藤
滋
慶
應
義
塾
大
学
教
授
)
の
意
見
書
を
踏
ま
え
た
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

改
め
て
述
べ
る
と
、
本
法
律
の
思
想
、
理
念
は
、
高
速

自
動
車
国
道
管
理
の
抜
本
的
な
規
制
緩
和
に
よ
り
、
民
間

活
力
の
活
用
を
基
本
と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
を
活
用

し
た
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、

民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
の
発
揮
に
よ
る
利
用
者
サ
ー
ビ

ス
の
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
高
速
自
動
車
管
理
の
新

た
な
展
開
に
道
を
拓
く
も
の
で
あ
る
。

三

立
法
形
式

本
法
律
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
、
道
路
法
及
び
日
本

一

は
じ
め
に

前
通
常
国
会
に
お
い
て
は
、
建
設
省
道
路
局
所
管
法
案

と
し
て
、
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
及
び
奥
地
等
産
業
開
発

道
路
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
と
高

速
自
動
車
国
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
二
法

案
を
提
出
し
、
成
立
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お

い
て
は
、
高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
に
つ
い
て
、
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
紙
面
の

関
係
で
逐
条
的
な
解
説
に
は
到
底
及
ば
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
敢
え
て
敷
街
し
た

記
述
も
あ
り
、
も
と
よ
り
、
立
法
者
意
思
と
し
て
有
権
的

な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

三

改
正
の
趣
旨
･
目
的

本
法
律
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
連
結
制
限
の
緩
和
や

利
用
可
能
な
空
間
の
合
理
的
利
用
等
に
よ
り
、
高
速
自
動

車
国
道
を
活
用
し
た
新
た
な
民
間
事
業
機
会
を
創
出
す
る

と
と
も
に
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
多
様
な
利
用
者
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
可
能
に
す
る
た
め
、
連
結
許
可
制
度
及
び
占

用
許
可
制
度
の
規
制
緩
和
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
関

連
し
て
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
主
体
で
あ
る
日
本
道
路

公
団

(法
)
の
業
務
規
定
の
改
正
等
の
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
あ
る
o

本
法
律
の
政
策
は
、
｢21
世
紀
を
切
り
ひ
ら
く
緊
急
経
済

対
策
｣
(平
成
九
年
一
一
月
一
八
日
経
済
対
策
閣
僚
会
議
)

に
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
具
体
的
な
改
正
措
置
は
ト
日
本
道
路
公
団
の
業
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道
路
公
団
法
の
改
正
を
一
括
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る

(第
十
一
条
)。

が
、
こ
れ
は
、
趣
旨
･
目
的
の
項
で
述
べ
た
政
策
の
統
一

高
速
自
動

性
、
趣
旨
･
目
的
の
同
一
性
が
あ
る
こ
と
に
加
え
、
法
律

の
改
正
条
項
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
改
正
条
項
の
関
連
性
と
は
、
高
速
自
動
車

国
道
法
の
連
結
許
可
制
限
の
改
正
及
び
道
路
法
の
占
用
許

可
基
準
の
改
正
と
日
本
道
路
公
団
法
の
業
務
規
定
の
改
正

と
の
関
連
性
、
更
に
道
路
法
の
占
用
許
可
基
準
の
改
正
規

定
が
高
速
自
動
車
国
道
法
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
道
路
公
団
の
高
速
自
動
車
国
道
管
理
の
権

限
関
係
等
を
規
定
し
た
道
路
整
備
特
別
措
置
法
を
附
則
で

改
正
し
て
い
る
o

な
お
、
道
路
法
等
の
改
正
と
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、

高
速
自
動
車
国
道
法
自
体
の
根
幹
的
制
度
の
改
正
を
行
う

の
は
、
昭
和
三
二
年
の
同
法
の
立
法
以
来
と
言
っ
て
良
い

も
の
で
あ
る
o

四

改
正
の
具
体
的
内
容

○

高
速
自
動
車
国
道
法
の
一
部
改
正

①

高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設

高
速
自
動
車
国
道
の
連
結
許
可
制
限
を
緩
和
し
、

高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
そ
の
他
の
施
設

で
あ
っ
て
、
専
ら
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
利

用
者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

け
ら
れ
る
も
の
を
連
結
許
可
対
象
施
設
に
追
加
す
る

高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
と
は
、
商
業
施
設
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
、

当
該
施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
、
相
当
数
の
者
が
高

速
自
動
車
国
道
を
通
行
す
る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
、

テ
ー
マ
パ
ー
ク
、
遊
園
地
等
を
想
定
し
て
お
り
、
申

請
に
係
る
施
設
が
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

現
行
の
連
結
許
可
対
象
施
設
が
、
道
路
法
の
道
路
、

飛
行
場
内
の
公
共
用
通
路
及
び
道
路
運
送
法
の
一
般

自
動
車
道
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
般
の

民
間
事
業
者
の
施
設
を
連
結
許
可
対
象
に
加
え
る
と

い
う
こ
と
は
、
高
速
自
動
車
国
道
管
理
の
抜
本
的
な

規
制
緩
和
と
言
え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

②

開
放
型
と
閉
鎖
型

高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
は
、
道
路
法
の
道
路

等
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
も
の

(開
放
型
)
と
ア
ク

セ
ス
し
て
い
な
い
も
の

(閉
鎖
型
)
の
類
型
が
あ
り
、

類
型
に
応
じ
て
連
結
許
可
の
基
準
や
手
続
き
を
異
に

す
る

(第
十
一
条
の
二
第
二
項
)。

開
放
型
に
つ
い
て
は
、
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道

建
設
審
議
会

(以
下

｢国
幹
審
｣
と
い
う
。)
の
議
を

経
て
定
め
る
第
五
条
の
整
備
計
画
と
通
路
そ
の
他
の

施
設
の
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ

と
を
要
す
る

(同
項
第
二
号
)。

開
放
型
の
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
そ

の
他
の
施
設
(以
下
｢高
速
自
動
車
国
道
の
通
路
等
｣

と
い
う
。)を
整
備
計
画
に
位
置
付
け
る
こ
と
を
要
す

る
こ
と
と
し
た
の
は
、
現
行
の
連
結
許
可
制
度
と
の

制
度
的
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
行
の
連
結
許
可
対
象
施
設
の
連
結
許
可
が
国
幹

審
の
議
を
経
て
定
め
る
整
備
計
画
を
基
準
と
し
て
い

る
の
は
(第
十
一
条
第
二
項
)、
高
速
自
動
車
国
道
へ

の
道
路
法
の
道
路
等
の
連
結
に
よ
り
交
通
結
節
機
能

が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
地
域
へ
の
社
会
的
、
経
済

的
な
影
響
が
生
じ
る
た
め
、
国
幹
審
に
お
い
て
様
々

な
観
点
か
ら
審
議
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

開
放
型
の
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等

は
、
専
ら
当
該
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
利
用

者
の
通
行
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
も
設

け
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
部
分
的

に
交
通
結
節
機
能
を
有
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
現
行

の
連
結
許
可
対
象
施
設
と
同
様
に
連
結
に
よ
る
地
域

へ
の
社
会
的
、
経
済
的
影
響
を
検
討
す
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
閉
鎖
型
の
高
速
自
動
車
国
道
活

用
施
設
の
通
路
等
は
、
交
通
結
節
機
能
に
よ
る
地
域

へ
の
影
響
が
生
じ
な
い
た
め
、
整
備
計
画
の
位
置
付

け
を
必
要
と
せ
ず
、
政
令
で
定
め
る
連
結
位
置
に
関

す
る
基
準
と
省
令
で
定
め
る
通
路
等
の
構
造
に
関
す
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る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
と

し
た

(第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
)。

地
域
へ
の
影
響
が
生
じ
な
い
閉
鎖
型
の
高
速
自
動

車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等
の
連
結
位
置
に
関
す
る

基
準
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
交
通
の
安
全
性
、
円

滑
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
規
定
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
政
令
で
規
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
連
結
許

可
の
判
断
に
お
け
る
客
観
性
、
透
明
性
の
確
保
を
考

慮
し
た
も
の
で
あ
る
。

閉
鎖
型
の
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等

を
現
行
の
連
結
許
可
対
象
施
設
又
は
開
放
型
に
し
よ

う
と
す
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
類
型
に
応
じ
た
基

準
、
手
続
き
に
よ
る
連
結
許
可
を
改
め
て
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

(同
条
第
四
項
)。

ま
た
、
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等
は
、

建
設
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
維
持
管
理
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
回
、
一
般
の
民
間
事
業
者
が
設
置
･
管
理
主
体

と
な
る
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等
に
つ

い
て
、
構
造
に
関
す
る
基
準
及
び
維
持
管
理
基
準
を

定
め
る
こ
と
と
し
た
の
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
交

通
の
安
全
性
や
円
滑
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
今
回
、
道
路
法
の
監
督
処
分
に
関
す
る
規
定

を
連
結
許
可
に
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と

(第
十

一
条
の
八
)
及
び
罰
金
の
規
定
を
置
い
た
こ
と

(第

二
十
八
条
の
二
)
も
同
様
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ

　　
　開

放
型
と
閉
鎖
型
で
は
、
連
結
許
可
を
行
う
主
体

も
異
な
る
。

開
放
型
の
通
路
等
の
連
結
は
、
現
行
の
連
結
許
可

対
象
施
設
と
同
様
に
建
設
大
臣
が
許
可
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
際
、
あ
ら
か
じ
め
、
日
本
道
路
公
団
の
意

見
を
聴
く
こ
と
と
し

(道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十

六
条
の
二
)、
閉
鎖
型
の
通
路
等
の
連
結
許
可
は
、
建

設
大
臣
の
承
認
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
上
で
、
日
本

道
路
公
団
が
代
行
す
る
こ
と
と
し
た

(道
路
整
備
特

別
措
置
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
)。

以
上
の
よ
う
に
、
連
結
許
可
の
基
準
、
手
続
き
に

お
い
て
も
相
当
の
規
制
緩
和
が
図
ら
れ
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

③

連
結
料

高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等
の
連
結
に

つ
き
、
連
結
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
た
が
(第
十
一
条
の
四
)、
こ
の
連
結
料
は
、
現
行

の
公
物
管
理
法
体
系
に
は
類
似
の
制
度
も
見
な
い
新

た
に
創
設
さ
れ
た
公
用
負
担
制
度
で
あ
る
。

そ
の
法
的
性
格
及
び
徴
収
の
合
理
性
は
、
ア
ク
セ

ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
国
土
の
幹
線
的
な
高

速
交
通
網
で
あ
る
高
速
自
動
車
国
道
に
連
結
し
、
そ

の
機
能
を
活
用
し
て
事
業
を
営
む
こ
と
に
よ
り
特
別

の
利
益
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
利
益
に

相
応
し
た
対
価
を
徴
収
す
る
こ
と
が
、
高
速
自
動
車

国
道
の
高
い
機
能
性
や
公
的
負
担
で
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
の
社
会
的
公
平
の
観
点
か
ら
も
妥
当
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
特
別
の
利
益
と
は
、
次
の
よ
う
な
要
素
で
構

成
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等

の
連
結
に
よ
り
、
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
費
用
が

増
加
し
た
場
合

(増
設
し
た
加
減
速
車
線
の
管
理
費

用
等
。)
の
当
該
増
加
額
で
あ
る
。

二
つ
は
、
連
結
に
よ
る
収
益
的
な
利
益
で
あ
る
。

収
益
的
な
利
益
と
し
て
は
、
連
結
に
よ
る
時
間
距

離
の
短
縮
に
よ
る
顧
客
の
地
域
的
範
囲

(商
圏
)
の

拡
大
、
集
客
性
、
事
業
効
率
の
向
上
、
事
業
用
地
自

体
の
収
益
性
の
向
上
等
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

利
益
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
機
能
性
や
ア
ク
セ
ス

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
考
慮
す
れ
ば
、
連
結
と
い
う
行
為

に
よ
り
特
定
の
者
が
著
し
い
利
益
を
受
け
て
い
る
と

い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
利
益
に
相
応
し
た
対
価

を
徴
収
す
る
こ
と
も
社
会
的
、
経
済
的
合
理
性
を
有

す
る
。

ま
た
、
形
態
的
に
は
、
連
結
し
て
い
る
開
口
部
を

独
占
的
に
使
用
し
て
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
。

連
結
料
の
徴
収
根
拠
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
、

法
的
な
性
格
付
け
を
す
る
と
、
受
益
者
負
担
金
的
性

格
と
公
物
の
特
許
使
用
の
対
価
と
い
う
性
格
を
合
わ

せ
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
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連
結
料
の
額
の
基
準
及
び
徴
収
方
法
は
、
政
令
で

定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
以
上
の
よ
う
な
連
結
料

の
法
的
性
格
に
応
じ
て
客
観
的
、
技
術
的
な
も
の
と

な
る
よ
う
に
規
定
す
る
方
針
で
あ
る
。

連
結
料
は
、
日
本
道
路
公
団
が
徴
収
し
て
そ
の
収

入
と
な
り
、
(道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
八
条
)、

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
の
六
第
二
項

を
改
正
し
、
高
速
自
動
車
国
道
の
整
備
費
の
償
還
に

充
当
す
る
こ
と
を
措
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

④

連
結
許
可
に
基
づ
く
地
位
の
承
継

連
結
許
可
に
基
づ
く
地
位
は
、
承
継
で
き
る

(第

高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
高
速
自
動
車
国
道
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
)

十
一
条
の
五
及
び
第
十
一
条
の
六
)。

高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
通
路
等
の
管
理
者

が
変
わ
っ
て
も
、
施
設
の
用
途
や
構
造
が
変
わ
ら
な

け
れ
ば
、
高
速
自
動
車
国
道
管
理
上
の
影
響
は
な
い

は
ず
で
あ
り
、
管
理
主
体
の
変
更
を
認
め
て
も
、
基

本
的
に
は
支
障
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
し

ろ
、
管
理
主
体
の
変
更
を
認
め
な
け
れ
ば
、
事
業
者

と
し
て
、
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
道
路
等
に

投
下
し
た
建
設
費
の
回
収
が
で
き
る
か
否
か
が
不
安

定
と
な
る
た
め
、
連
結
許
可
に
基
づ
く
地
位
を
承
継

で
き
る
こ
と
と
し
た
。
承
継
さ
れ
た
管
理
主
体
が
相

続
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
の
一
般

承
継
人
で
あ
る
場
合
は
、
届
出
を
義
務
付
け
る
こ
と

と
し
、
譲
渡
に
よ
る
場
合
に
は
、
承
認
を
要
す
る
こ

と
と
し
た
が
、
こ
れ
は
、
譲
渡
さ
れ
た
主
体
が
、
高

速
自
動
車
国
道
に
連
結
す
る
通
路
等
の
管
理
主
体
と

し
て
適
当
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
で
あ
る
。
譲

渡
の
承
認
は
、
日
本
道
路
公
団
が
建
設
大
臣
の
権
限

を
代
行
す
る
(道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
六
条
の
二

第
二
号
の
三
)。
(以
下
、
次
号
に
続
く
)

(道
路
局
路
政
課
課
長
補
佐
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

改

正

案

(高
速
自
動
車
国
道
と
の
連
結
の
制
限
)

第
十
一
条

次
に
掲
げ
る
交
通
の
用
に
供
す
る
施
設
以
外
の
施
設
は
、
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
さ
せ
て
は
な
ら

な
いい
。

一
道
路
、
一
般
自
動
車
道
又
は
政
令
で
定
め
る
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設

(商
業
施
設
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施

設
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
、
当
該
施
設
の
利
用
に
当
た
っ
て
相
当
数
の
者
が
高
速
自
動
車
国
道
を
通
行
す

る
と
見
込
ま
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
お
い
て
同
じ
。)
の
高
速
自
動
車
国
道
と
連
絡
す
る
通
路
そ
の

他
の
施
設
で
あ
っ
て
、
専
ら
当
該
高
速
自
動
車
国
道
活
用
施
設
の
利
用
者
の
通
行
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
設
け
ら
れ
る
も
の

(連
結
許
可
等
)

第
十
一条
の
二

前
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
(高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。)
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
施
設
を
高

速
自
動
車
国
道
と
連
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
建
設
大
臣
の
許
可

(以
下

｢連
結
許
可
｣
と
い
う
。)
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

建
設
大
臣
は
、
連
結
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
施
設
が
次
の
各
号
に
掲
げ

(高
速
自
動
車
国
道
と
道
路
等
と
の
連
結
)

第
十
一
条

道
路
、
一
般
自
動
車
道
又
は
政
令
で
定
め
る
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
以
外
の
交
通

の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
は
、
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

2

道
路

(高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。)、
一
般
自
動
車
道
又
は
前
項
の
政
令
で
定
め
る
交
通
の
用
に
供
す
る
通

路
そ
の
他
の
施
設

(以
下

｢道
路
等
｣
と
い
う
。)
の
管
理
者
は
、
道
路
等
を
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
さ
せ
よ

う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
建
設
大
臣
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
整
備
計
画

に
基
き
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

道
路
運
送
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
に
つ
い
て
は
適
用
し
な
い
。
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る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
に
限
り
、
連
結
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
施
設

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
整
備
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
1と
0

二

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
管
理
す
る
者
以
外
の
者
の
管
理
す
る
他

の
通
路
そ
の
他
の
施
設
に
連
結
す
る
も
の

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
整
備
計
画
及
び
建
設
省
令

で
定
め
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
の
構
造
に
関
す
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

政
令
で
定

め
る
連
結
位
置
に
関
す
る
基
準
及
び
同
号
の
建
設
省
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ

l11
1しし0

･

3

道
路
運
送
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
連
結
許
可
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4

連
結
許
可
を
受
け
た
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
で
あ
っ
て
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
も

の
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
通
路
そ
の
他
の
施
設
を
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
施
設
と
し
よ
う
と
す
る
場
合

(政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
く
。)
に
は
、
連
結
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

連
結
許
可
を
受
け
た
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
を
管
理
す
る
者
は
、
当
該
通
路
そ
の
他
の

施
設
の
構
造
に
つ
い
て
変
更

(建
設
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
を
除
く
。)
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
許
可
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

7

第
五
項
の
許
可
を
受
け
た
通
路
そ
の
他
の
施
設
は
、
連
結
許
可
を
受
け
た
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の

他
の
施
設
と
み
な
し
て
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(連
結
許
可
等
に
係
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
の
管
理
)

第
十
一
条
の
三

連
結
許
可
及
び
前
条
第
五
項
の
許
可

(以
下

｢連
結
許
可
等
｣
と
い
う
。)
を
受
け
て
高
速
自
動

車
国
道
と
連
結
す
る
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
を
管
理
す
る
者
は
、
建
設
省
令
で
定
め

る
基
準
に
従
い
、
当
該
通
路
そ
の
他
の
施
設
の
維
持
管
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(連
結
料
の
徴
収
)

第
十
一
条
の
四

国
は
、
第
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
の
高
速
自
動
車
国
道
と
の
連
結
に
つ

き
、
連
結
料
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
連
結
料
の
額
の
基
準
及
び
徴
収
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る
。

3

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
は
、
国
の
収
入
と
す
る
。

(連
結
許
可
等
に
基
づ
く
地
位
の
承
継
)

第
十
一
条
の
五

相
続
人
、
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
そ
の
他
の
連
結
許
可
等
を
受
け
た
者
の
一
般
承
継
人

は
、
被
承
継
人
が
有
し
て
い
た
当
該
連
結
許
可
等
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
連
結
許
可
等
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
そ
の
承
継
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
三
十
日
以
内
に
、
建
設
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
の
六

建
設
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
連
結
許
可
等
に
係
る
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
す
る
施
設
を
譲
り
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受
け
た
者
は
、
譲
渡
人
が
有
し
て
い
た
そ
の
連
結
許
可
等
に
基
づ
く
地
位
を
承
継
す
る
。

(連
結
許
可
等
の
条
件
等
)

第
十
一
条
の
七

建
設
大
臣
は
、
連
結
許
可
等
又
は
前
条
の
承
認
に
は
、
高
速
自
動
車
国
道
の
管
理
の
た
め
必
要

な
範
囲
内
で
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(連
結
許
可
等
に
対
す
る
監
督
処
分
等
)

第
十
一
条
の
八

道
路
法
第
七
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
連
結
許
可
等
及
び
連
結
許
可
等
に

係
る
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
す
る
施
設
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
中

｢道
路
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は

｢建
設
大
臣
｣
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

｢こ
の

法
律
｣
と
あ
る
の
は

｢高
速
自
動
車
国
道
法
｣
と
、
同
条
第
一
項
中

｢道
路
｣
と
あ
る
の
は

｢道
路
若
し
く
は

高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
の
許
可
に
係
る
高
速
自
動
車
国
道
と
連
結
す
る

施
設
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

2

道
路
法
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
の
徴
収
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
中

｢道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て

は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)｣
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
｢道
路
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢国
｣

と
、
同
条
第
二
項
中

｢条
例

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)｣
と
あ
る
の
は

｢政
令
｣
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
二

第
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
道
路
法
第
七
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
建
設
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又

第
三
十
二
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又

は
八
の
業
務
に
関
し
、
第
二
十
八
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ

は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に

か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

第
三
十
二
条
の
二

第
十
一
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者

は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

58 道行セ 98 .7



改

正

案

○
日
本
道
路
公
団
法

(昭
和
三
十
一
年
法
律
第
六
号
)

(役
員
の
任
期
)

第
十
一
条

総
裁
及
び
副
総
裁
の
任
期
は
、
四
年
と
し
、
理
事
及
び
監
事
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、

補
欠
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

2

(略
)

(業
務
の
範
囲
)

第
十
九
条

公
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
-
六

(略
)

七

前
各
号
の
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

イ

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
に
基
づ
き
、
道
路
の
新
設
及
び
改
築
並
び
に
道
路
に
関
す
る
調
査
、
測

量
、
設
計
、
試
験
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

(役
員
の
任
期
)

第
十
一
条

役
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

(業
務
の
範
囲
)

第
十
九
条

公
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一
ー
六

(略
)

七

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
に
基
づ
き
、

道
路
の
新
設
及
び
改
築
並
び
に
道
路
に
関
す
る
調
査
、
測
量
、
設
計
、
試
験
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

○
道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)

(道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
)

第
三
十
三
条

(略
)

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
工
作
物
、
物
件
又
は
施
設

の
う
ち
、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
の
連
結
路
附
属
地

(こ
れ
ら
の
道
路
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の

道
路
と
当
該
道
路
以
外
の
交
通
の
用
に
供
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
と
を
連
結
す
る
部
分
で
建
設
省
令
で
定
め

る
交
通
の
用
に
供
す
る
も
の
に
附
属
す
る
道
路
の
区
域
内
の
土
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)
に

設
け
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
道
路
の
通
行
者
の
れ
似
の
増
進
に
資
す
る
施
設
で
、
当
請
逗
結
節
脚
隔
地
を
そ
の
合
理

的
な
奉
拝
の
観
点
か
ら
継
続
し
て
使
用
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
政

令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
た
め
の
道
路
の
占
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
許
可

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(水
道
、
電
気
、
ガ
ス
事
業
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
六
条

(略
)

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
計
画
書
に
基
づ
く
工
事

(前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
工
事
を
含
む
。)
の
た
め

の
道
路
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
が
第
三
十
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
許
可
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改

正

案

(道
路
の
占
用
の
許
可
基
準
)

第
三
十
三
条

(略
)

(水
道
、
電
気
、
ガ
ス
事
業
等
の
た
め
の
道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
六
条

(略
)

2

道
路
管
理
者
は
、
前
項
の
計
画
書
に
基
く
工
事

(前
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
工
事
を
含
む
。)
の
た
め
の
道
路

の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
が
第
三
十
三
条
の
規
定
に

基
く
政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
与

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
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口

高
速
自
動
車
国
道
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
)
第
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
項
の
許

可
を
受
け
た
者
の
委
託
に
基
づ
き
、
同
法
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
通
路
そ
の
他
の
施
設
の
建
設
及

び
管
理
を
行
う
こ
と
。

2
･
3

(略
)

(投
資
)

第
十
九
条
の
二

公
団
は
、
建
設
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
事
業

に
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
前
条
第
一
項
第
五
号
の
業
務
を
行
う
こ
と
。

二

道
路
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設

(二
以
上
の
者
が
共
同
し
て
設
置
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
の
通
行
者
に
対
す
る
多
様
な
利
便
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
も

の
に
限
る
。)
の
建
設
及
び
管
理
を
行
う
こ
。

(罰
則
)

第
四
十
条

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規

定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
公
団
の
役

員
又
は
職
員
を
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
一
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
公
団
の
役
員
又
は
職
員

を
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

-
-
五

(略
)

第
四
十
二
条

第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

2
･
3

(略
)

(投
資
)

第
十
九
条
の
二

公
団
は
、
建
設
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
を

主
た
る
目
的
と
す
る
事
業
に
投
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(罰
則
)

第
四
十
条

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
.又

は
検
査

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
公
団
の
役
員
又
は
職
員
を

三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
一
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
公
団
の
役
員
又
は
職
員

を
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
四
十
二
条

第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

改

正

案

○
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
)

(建
設
大
臣
の
権
限
代
行
)

第
六
条
の
二

日
本
道
路
公
団
は
、
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
高
速
自
動
車
国
道
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改

築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
建
設
大
臣
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
･
二

(略
)

二
の
二

高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
通
路
そ

の
他
の
施
設
に
つ
い
て
高
速
自
動
車
国
道
と
の
連
結
を
許
可
し
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
路
そ

の
他
の
施
設
の
構
造
の
変
化
を
許
可
し
、
及
び
同
法
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
許
可
に
必
要

(建
設
大
臣
の
権
限
代
行
)

第
六
条
の
二

日
本
道
路
公
団
は
、
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
高
速
自
動
車
国
道
を
新
設
し
、
若
し
く
は
改

築
す
る
場
合
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
高
速
自
動
車
国
道
の
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
場
合
に
お

い
て
は
、
建
設
大
臣
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
･
二

(略
)
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な
条
件
を
付
す
る
こ
と
o

二
の
三

高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
施
設
の
譲
渡
を
承
認
し
、
及
び
同
法
第
十
一
条

の
七
の
規
定
に
よ
り
当
該
承
認
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

三
ー
八

(略
)

九

道
路
法
第
二
十
四
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
を
行
う
こ
と
を
承
認
し
、

及
び
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
承
認
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

十

(略
)

十
一
道
路
法
第
三
十
四
条

(同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り

必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

十
二
-
十
七
の
四

(略
)

十
八

道
路
法
第
七
十
一
条
第
一
項
は
第
二
項

(高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
八
第

一
項
及
び
道
路
法
第

九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
、
又
は

措
置
を
命
じ
、
及
び
道
路
法
第
七
十
一
条
第
三
項
前
段

(高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
八
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は

委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
道
路
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。

十
九

(略
)

2

日
本
道
路
公
団
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
に
代
わ
っ
て
そ
の
権
限
の
う
ち
同
項
第
一
号
、
第
二
号

の
二
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(同
項
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
に

あ
っ
て
は
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
政
令
で
定
め
る

も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。)を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
設
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
こ
れ
ら

の
権
限
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
建
設
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
l
6

(略
)

(建
設
大
臣
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
)

第
十
六
条
の
二

建
設
大
臣
は
、
日
本
道
路
公
団
が
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、

又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
高
速
自
動
車
国
道
(以
下
｢日
本
道
路
公
団
の

管
理
す
る
高
速
自
動
車
国
道
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
日
本
道
路
公
団
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設

(同
法

第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。)
の
高
速
自
動
車
国
道
と
の
連
結
を
許
可
す
る
こ

1′｣o

ニ
ー
五

(略
)

2

(略
)

第
十
七
条
の
二

(略
)

三
ー
八

(略
)

九

道
路
法
第
二
十
四
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
道
路
に
関
す
る
工
事
又
は
道
路
の
維
持
を
行
う
こ
と
を
承
認
し
、

及
び
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
承
認
に
必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
。

十
(略
)

十
一
道
路
法
第
三
十
四
条

(同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り

必
要
な
条
件
を
附
す
る
こ
と
。

十
二
-
十
七
の
四

(略
)

十
八

道
路
法
第
七
十
一
条
第
一
項
は
第
二
項

(同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)
の
規
定
に
よ
り
処
分
を
し
、
又
は
措
置
を
命
じ
、
及
び
同
法
第
七
十
一
条
第
三
項
前
段

の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
自
ら
行
い
、
又
は
そ
の
命
じ
た
者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
に
行
わ
せ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
同
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
係
る
も
の
を
除
く
。
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十
九

(略
)

2

日
本
道
路
公
団
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
大
臣
に
代
っ
て
そ
の
権
限
の
う
ち
同
項
第
一
号
又
は
第
十
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

(同
項
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
に
あ
っ
て
は
、
道
路

の
構
造
又
は
交
通
に
及
ぼ
す
支
障
が
大
き
い
と
認
め
ら
れ
る
道
路
の
占
用
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の

に
限
る
。)を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
建
設
大
臣
の
承
認
を
受
け
、
こ
れ
ら
の
権
限
を
行
っ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
建
設
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
l
6

(略
)

(建
設
大
臣
が
権
限
を
行
う
場
合
の
意
見
の
聴
取
等
)

第
十
六
条
の
二

建
設
大
臣
は
、
日
本
道
路
公
団
が
第
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
新
設
し
、
若
し
く
は
改
築
し
、

又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
維
持
、
修
繕
及
び
災
害
復
旧
を
行
う
高
速
自
動
車
国
道

(以
下

｢日
本
道
路
公
団

の
管
理
す
る
高
速
自
動
車
国
道
｣
と
い
う
。)
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
日
本
道
路
公
団
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
す
る
こ
と
。

ニ
ー
五

(略
)

2
(略
)

第
十
八
条

(略
)



(連
結
料
の
徴
収
に
つ
い
て
の
高
速
自
動
車
国
道
法
の
規
定
の
適
用
)

第
十
八
条

日
本
道
路
公
団
の
管
理
す
る
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
四
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中

｢国
｣
と
あ
る
の
は
、
｢日
本
道
路
公
団
｣
と
す
る
。

(負
担
金
等
の
強
制
徴
収
)

第
二
十
五
条

道
路
法
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
二
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
五

条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
七
、
第
七
条
の
十
第
一
項
、
第
七
条
の
十
二
第

一
項
、
第
七
条
の
十
三

第
一
項
、
第
七
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
、
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く
割
増
金
、
第
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
高
速
自
動
車
国
道
法
第
十
一
条
の
四
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
連
結
料
、
第
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用

料
並
び
に
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十

九
条
第
三
項
、
第
六
十
条
た
だ
し
書
、
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
中

｢道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の

国
道
に
あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都

道
府
県
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)｣
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

｢道
路
管
理
者
｣

と
あ
る
の
は
、
前
段
の
料
金
、
割
増
金
、
占
用
料
及
び
負
担
金
に
つ
い
て
は

｢公
団
等
｣
と
、
前
段
の
連
結
料

に
つ
い
て
は

｢日
本
道
路
公
団
｣
と
、
同
条
第
二
項
中

｢条
例

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)｣

と
あ
る
の
は

｢政
令
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(道
路
法
及
び
高
速
自
動
車
国
道
法
の
適
用
)

第
三
十
条

こ
の
法
律
に
よ
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法
(第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
を
除
く
。)
及
び
同
法
に
基
づ

く
政
令
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
同
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

政
令
で
定
め
る
o

(略
)

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句

日
本
道
路
公

団
が
道
路

(高
遠
自
動

車
国
道
を
除

く
。)を
管
理

し
、
又
は
管

理
し
よ
う
と

す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
読
み
替
え
る
字
句

首
都
高
速
道

路
公
団
が
道

路
を
管
理
し

又
は
管
理
し

よ
う
と
す
る

場
合

阪
神
高
速
道

路
公
団
が
道

路
を
管
理
し
、

又
は
管
理
し

よ
う
と
す
る

場
合

本
州
四
国
連

絡
橋
公
団
が

道
路
を
管
理

し
、
又
は
管

理
し
よ
う
と

す
る
場
合

地
方
道
路
公

社
が
道
路
を

管
理
し
、
又

は
管
理
し
よ

う
と
す
る
場

合

第
三
十
三
条
第
一項
、
第
三
十
六

団

路
公
団

路
公
団

絡
橋
公
団

社

第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
道
路
管
理
者

日
本
道
路
公

首
都
高
速
道

阪
神
高
速
道

本
州
四
国
連

地
方
道
路
公

(負
担
金
等
の
強
制
徴
収
)

第
二
十
五
条

道
路
法
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
第
二
条
の
二
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
、
第
五

条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
、
第
七
条
の
七
、
第
七
条
の
十
第

一
項
、
第
七
条
の
十
二
第
一
項
、
第
七
条
の
十
三

第
一
項
、
第
七
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
七
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
料
金
、
第
十
四
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
く
割
増
金
、
第
十
八
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
占
用
料
並
び

に
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
七
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
第

三
項
、
第
六
十
条
た
だ
し
書
、
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
二
条
後
段
の
規
定
に
基
づ
く
負
担
金
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
七
十
三
条
第
一
項
中

｢道
路
管
理
者

(指
定
区
間
内
の
国
道
に

あ
っ
て
は
国
、
指
定
区
間
外
の
国
道
に
あ
っ
て
は
道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
知
事
の
統
括
す
る
都
道
府
県
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。)｣
と
あ
る
の
は
｢公
団
等
｣
と
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
中

｢道
路
管
理
者
｣

と
あ
る
の
は

｢公
団
等
｣
と
、
同
条
第
二
項
中

｢条
例

(指
定
区
間
内
の
国
道
に
あ
っ
て
は
、
政
令
)｣
と
あ
る

の
は

｢政
令
｣
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(道
路
法
及
び
高
速
自
動
車
国
道
法
の
適
用
)

第
三
十
条

こ
の
法
律
に
よ
る
道
路
の
新
設
、
改
築
、
維
持
、
修
繕
、
災
害
復
旧
そ
の
他
の
管
理
に
つ
い
て
は
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
路
法

(第
五
十
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
を
除
く
。)
及
び
同
法
に
基
づ

く
政
令
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
欄
に
掲
げ
る

字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
同
法
に
基
づ
く
政
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
必
要
な
技
術
的
説
替
え
は
、

政
令
で
定
め
る
o

(略
)

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る

字
句

日
本
道
路
公

団
が
道
路

(高
速
自
動

車
国
道
を
除

く
。)を
管
理

し
、
又
は
管

理
し
よ
う
と

す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
て
読
み
替
え
る
字
句

首
都
高
速
道

路
公
団
が
道

路
を
管
理
し
、

又
は
管
理
し

よ
う
と
す
る

場
合

阪
神
高
速
道

路
公
団
が
道

路
を
管
理
し

又
は
管
理
し

よ
う
と
す
る

場
合

本
州
四
国
連

絡
橋
公
団
が

道
路
を
管
理

し
、
又
は
管

理
し
よ
う
と

す
る
場
合

地
方
道
路
公

社
が
道
路
を

管
理
し
、
又

は
管
理
し
よ

う
と
す
る
場

合
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第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
道
路
管
理
者

日
本
道
路
公

首
都
高
速
道

阪
神
高
速
道

本
州
四
国
連

地
方
道
路
公

第
三
十
三
条
、
第
三
十
六
条
、
第

団

路
公
団

路
公
団

絡
橋
公
団

社



条
、
第
四
十
二
条
第
一項
、
第
六

十
六
条
第
一項
、
第
六
十
八
条
、

第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項

第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一

条
第
三
項
後
段
、
第
四
項
及
び
第

五
項
、
第
七
十
二
条
第
一項
及
び

第
三
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項

○
駐
車
場
法

(昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
)

2
1
7

(略
)

2
i
7

(略
)

四
十
二
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条

第
一
項
、
第
六
十
八
条
、
第
六
十

九
条
、
第
七
十
条
第
一項
、
第
三

項
及
び
第
四
項
、
第
七
十
一条
第

三
項
後
段
、
第
四
項
及
び
第
五
項

第
七
十
二
条
第
一項
及
び
第
三
項
、

第
九
十
二
条
第
四
項

(助
成
措
置
)

第
十
七
条

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
路
外
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
た
め
、
道
路
の
地
下
又
は
都
市
公
園

法

(昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
)
第
二
条
第
一
項
の
都
市
公
園
の
地
下
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
占
用
が
そ
れ
ぞ
れ
道
路
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
都
市
公
園
法
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
道
路
管
理
者
又
は
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項
の

公
園
管
理
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
る
占
用
の
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

2

(略
)

改

正

案

(助
成
措
置
)

第
十
七
条

都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
路
外
駐
車
場
の
用
に
供
す
る
た
め
、
道
路
の
地
下
又
は
都
市
公
園

法

(昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
)
第
二
条
第
一
項
の
都
市
公
園
の
地
下
の
占
用
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
占
用
が
そ
れ
ぞ
れ
道
路
法
第
三
十
三
条
又
は
都
市
公
園
法
第
七
条
の
規
定
に
基
く

政
令
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
限
り
、
道
路
管
理
者
又
は
都
市
公
園
法
第
五
条
第
一
項
の
公
園
管
理

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
法
律
に
よ
る
占
用
の
許
可
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

2

(略
)

現

行

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)

(道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
五
条

(略
)

2

道
路
管
理
者
は
、
第
五
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に

供
す
る
導
管
に
つ
い
て
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用
の
許
可
の
申

請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
が
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く

政
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

(略
)

改

正

案

(道
路
の
占
用
の
特
例
)

第
三
十
五
条

(略
)

2

道
路
管
理
者
は
、
第
五
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
の
用
に

供
す
る
導
管
に
つ
い
て
、
道
路
法
第
三
十
二
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
占
用
の
許
可
の
申

請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
道
路
の
占
用
が
同
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

(略
)

現

行

○
石
油
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
事
業
法

(昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
五
号
)

(傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
)
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【イメージ図】

◎連結許可対象施設の追加 (高速自動車国道法)

(1) 一般道路に接続しない例 (閉鎖型)

　　　　　　

　 　　SA‐PA l 翹 嚢

高速道路本線

S A ･ P A

.･
高速道路本線

(2) 一般道路に接続する例 (開放型)

S A ･ P A

.-

高速道路本線

◎インターチエンジ周辺の利用可能地の活用 (道路法)

利便増進施設

6“ 道行セ 98.7



は
じ
め
に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
は
、
各
道
路
管
理
者
、
関

係
省
庁
及
び
各
協
賛
団
体
の
ご
尽
力
、
地
域
住
民
及

び
道
路
利
用
者
の
方
々
の
参
加
、
協
力
を
得
て
毎
年

八
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
の
一
カ
月
間
、
全

国
各
地
で
各
種
運
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

こ
の
期
間
中
、
交
通
安
全
施
設
等
の
点
検
と
整
備
、

道
路
の
正
し
い
利
用
の
指
導
、
道
路
愛
護
思
想
の
普

及
の
ほ
か
広
報
活
動
を
展
開
し
、
好
評
を
博
し
て
い

ま
す
。

こ
こ
で
は
、
｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
制
定
経
緯

を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
今
年
、
各
地
で
実
施
を
予

定
し
て
い
る
各
種
の
運
動
に
つ
い
て
概
要
を
説
明
し

ま
す
。

二

経

緯

国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
道
路
は
、
昭
和
二
〇
年

代
後
半
か
ら
道
路
交
通
需
要
の
増
大
に
対
応
す
る
た

め
整
備
が
図
ら
れ
、
昭
和
二
九
年
度
の
第
1
次
道
路

整
備
五
箇
年
計
画
の
発
足
を
契
機
に
本
格
化
し
、
国

民
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と
、道
路
に
対
す
る
意
義
･

整
備
の
重
要
性
･
道
路
の
持
つ
機
能
の
大
切
さ
等
に

対
す
る
国
民
の
関
心
が
高
ま
り
、
道
路
愛
護
思
想
の

普
及
の
必
要
性
が
見
直
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
各
道
路
管
理
者
、
関
係
省
庁
、
関
係

諸
団
体
の
理
解
と
協
力
を
得
て
、
安
全
で
快
適
な
道

路
環
境
を
保
持
す
る
た
め
、
交
通
安
全
施
設
等
の
点

検
と
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
道
路
の
正
し
い

利
用
の
啓
発
と
道
路
を
愛
護
す
る
気
運
を
社
会
的
に

高
め
る
と
い
う
趣
旨
か
ら

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣

を
制
定
し
、
第
2
次
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
初
年

度
で
あ
る
昭
和
三
三
年
に
第
一
回
目
を
開
始
、
本
年

で
第
四
一
回
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
三
九
年
度

(第
七
回
)
ま
で
は
、
国
土
建
設

週
間
の
七
月
一
〇
日
か
ら
七
月
一
六
日
に
合
わ
せ
て
、

七
月
一
〇
日
か
ら
八
月
九
日
ま
で
の
一
カ
月
間
実
施

し
て
い
ま
し
た
が
、
昭
和
四
○
年
度

(第
八
回
)
か

ら
は
、
生
徒
及
び
児
童
に
も
こ
の
月
間
の
諸
活
動
に

参
加
し
て
も
ら
い
、
道
路
愛
護
の
精
神
を
よ
り
い
っ

そ
う
培
っ
て
も
ら
う
な
ど
、
国
民
一
人
一
人
の
参
加
、

協
力
を
得
る
た
め
に
、
比
較
的
参
加
の
機
会
の
得
や

す
い
、
夏
休
み
期
間
中
の
八
月
一
日
か
ら
八
月
三
一

日
に
な
り
ま
し
た
。

本
年
も
八
月
一
日
か
ら
八
月
三
一
日
ま
で
の
一
カ

月
間
を

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
と
し
て
、
関
係
省

庁
や
関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
て
建
設
省
を
は
じ
め

各
道
路
管
理
者
の
主
催
に
よ
る
各
種
の
運
動
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
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三

趣
旨
･
目
的

道
路
を
安
全
で
快
適
な
も
の
と
し
て
保
つ
た
め
に

は
、
道
路
管
理
者
の
日
常
の
努
力
は
勿
論
の
こ
と
、

国
民
一
人
一
人
が
道
路
愛
護
に
対
す
る
認
識
を
持
ち

行
動
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
、
道
路
管
理
者
及
び
関
係

機
関
は
、
こ
の
月
間
に
お
い
て
、
国
民
の
道
路
に
対

す
る
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
道
路
の
正
し

い
利
用
の
認
識
と
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
に
つ
い
て
、

地
域
の
実
情
に
即
し
た
課
題
を
設
定
し
、
道
路
を
利

用
す
る
方
々
の
意
識
に
呼
び
か
け
る
運
動
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
道
路
利
用
者
の
視
点
か
ら
、
交
通
安
全

施
設
等
の
点
検
と
必
要
な
整
備
を
積
極
的
に
実
施
し
、

安
全
で
快
適
な
道
路
環
境
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

四

内

容

建
設
省
、
都
道
府
県
な
ど
の
各
道
路
管
理
者
は
、

こ
の
月
間
に
お
い
て
道
路
環
境
を
良
好
に
保
持
す
る

た
め
、

の

道
路
環
境
の
点
検
と
整
備

②

道
路
の
正
し
い
利
用
と
指
導

③

道
路
愛
護
思
想
の
普
及

④

広
報
活
動
の
推
進

の
四
つ
を
重
点
と
し
て
、
関
係
省
庁
、
関
係
団
体
等

の
協
力
を
得
て
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。の

道
路
環
境
の
点
検
と
整
備

道
路
、
特
に
歩
道
が
置
き
看
板
や
商
品
、
日
除
け

な
ど
に
よ
り
不
法
に
占
用
さ
れ
、
通
行
の
障
害
、
道

路
環
境
の
悪
化
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
そ

う
い
っ
た
不
法
占
用
物
件
に
対
す
る
道
路
を
利
用
す

る
方
々
の
撤
去
等
の
要
望
が
強
い
こ
と
か
ら
、
商
店

街
な
ど
の
歩
行
者
、
自
転
車
利
用
者
の
多
い
地
域
、

小
学
校
並
び
に
高
齢
者
、
障
害
者
の
利
用
す
る
機
会

の
多
い
施
設
を
中
心
と
し
た
地
域
で
道
路
管
理
者
自

ら
車
椅
子
に
乗
る
な
ど
道
路
を
利
用
す
る
方
々
の
立

場
に
立
っ
て
不
法
占
用
物
件
の
点
検
を
行
い
、
道
路

の
不
適
正
な
使
用
の
是
正
に
努
め
る
と
と
も
に
、
正

し
い
利
用
方
法
に
つ
い
て
広
く
呼
び
か
け
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
駅
周
辺
や
市
街
地
等
に
お
け

る
大
量
の
放
置
自
転
車
等
に
つ
い
て
も
、
条
例
等
に

基
づ
き
関
係
機
関
と
の
協
力
に
よ
り
対
処
し
、
安
全

な
歩
行
空
間
の
確
保
に
努
め
ま
す
。

既
存
の
交
通
安
全
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
合
理
的

か
つ
効
果
的
に
設
置
さ
れ
、
交
通
事
故
の
防
止
と
円

滑
な
通
行
の
確
保
の
た
め
に
そ
の
役
割
を
十
分
果
た

し
て
い
る
か
等
を
、
道
路
を
利
用
す
る
方
々
の
立
場

に
立
っ
て
点
検
し
、
必
要
な
改
善
に
努
め
ま
す
。

特
に
、
歩
道
に
つ
い
て
は
、
段
差
、
傾
斜
、
勾
配

等
の
改
善
及
び
除
草
を
実
施
し
、
平
坦
性
･
快
適
性

の
確
保
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
季
節
が
ら
街
路
樹
の

枝
葉
の
伸
張
に
よ
り
道
路
標
識
等
の
視
認
性
が
悪
く

な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
枝
葉
の

伐
採
等
に
よ
っ
て
安
全
に
通
行
で
き
る
道
路
環
境
の

確
保
に
努
め
ま
す
。

さ
ら
に
、
道
路
上
の
各
種
工
事
に
つ
い
て
、
道
路

パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
際
に
表
示
施
設
等
の
安
全
管
理
措

置
を
点
検
し
、
不
備
等
が
あ
れ
ば
必
要
な
措
置
を
講

じ
る
よ
う
工
事
施
工
者
等
を
指
導
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

②

道
路
の
正
し
い
利
用
と
指
導

道
路
利
用
者
に
対
し
て
は
、
大
型
車
両
等
に
よ
る

交
通
事
故
の
防
止
、
道
路
構
造
の
保
全
を
図
る
た
め
、

法
令
に
違
反
し
て
い
る
車
両
の
指
導
取
締
り
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
積
載
物
の
落
下
防
止
措
置
に
つ
い

て
指
導
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
道
路
に
空
き
缶
、
た
ば
こ
等
の
ゴ
ミ
を
捨

て
な
い
よ
う
、
道
路
を
利
用
す
る
際
の
マ
ナ
ー
に
つ

い
て
、
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
を
活
用
す
る
な
ど
し
て
、

そ
の
認
識
を
高
め
て
い
た
だ
く
よ
う
啓
発
活
動
を
実

施
し
ま
す
。

地
域
住
民
に
対
し
て
は
、
商
品
の
荷
捌
き
、
路
上

作
業
等
に
よ
る
道
路
の
不
適
正
な
使
用
の
是
正
に
つ

い
て
、
町
内
会
等
を
通
じ
て
指
導
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
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③

道
路
愛
護
思
想
の
普
及

道
路
の
正
し
い
利
用
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
の
参

加
･
協
力
を
お
願
い
し
て
、
道
路
清
掃
美
化
運
動
や

道
路
愛
護
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

㈱

広
報
活
動
の
推
進

｢国
民
の
共
有
財
産
で
あ
る
道
路
は
、
常
に
広
く
、

美
し
く
、
安
全
に
｣
を
基
本
テ
ー
マ
と
し
、
講
演
会
、

展
示
会
、
一
日
道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
等
の
行
事
、
ポ
ス

タ
ー
の
提
示
、
チ
ラ
シ
の
配
付
等
各
地
の
実
情
に
即

し
た
効
果
的
な
広
報
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

五

推
進
標
語

道
路
は
、
あ
ま
り
に
も
身
近
で
あ
る
た
め
に
そ
の

重
要
性
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
、
明
日

を
目
指
し
た
道
路
づ
く
り
、
円
滑
な
道
路
整
備
や
道

路
維
持
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
国
民
の
理
解
と
協

力
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
道
路
管
理
者
の
み
な
ら
ず
道
路
利
用

者
の
方
々
に
、
国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
道
路
を
安

全
で
快
適
な
も
の
と
し
て
維
持
し
、
子
孫
に
受
け
継

い
で
い
く
と
い
う
認
識
に
た
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標
語
を
広
く
一
般
か

ら
募
集
し
、
改
め
て
道
路
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
多

く
の
方
々
に
関
心
と
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
道
路
愛
護
思
想
の
普
及
と
高
揚
を
図
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

推
進
標
語
は
、
｢国
民
共
有
の
財
産
で
あ
る
道
路

は
、
常
に
広
く
、
美
し
く
、
安
全
に
｣
を
テ
ー
マ
に
、

　 　 　　　
　　　　 　　 　　　　

最終審査会の模様

全
国
の
各
道
路
管
理
者
の
関
係
事
務
所
、
高
速
道
路

の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
･パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
、
｢道
の

駅
｣、自
治
体
の
道
路
維
持
担
当
部
署
及
び
そ
の
関
係

事
務
所
等
で
応
募
用
チ
ラ
シ
を
配
付
し
て
募
集
し
た

結
果
、
昨
年
の
一
、
三
七
九
点
を
大
き
く
上
回
り
、

四
、
九
二
六
点
も
の
作
品
が
応
募
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
中
か
ら
、
予
備
審
査
を
経
て
五
月
二
六
日

(火
)

に
最
終
審
査
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

最
終
審
査
は
、
浅
井
新
一
郎

『
道
の
日
｣
実
行
委

員
会
会
長
)、
陣
内
貴
美
子
(元
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
バ
ド

ミ
ン
ト
ン
選
手
)、
杉
浦
日
向
子

(江
戸
風
俗
研
究

家
)、
山
田
美
保
子

(放
送
作
家
･
コ
ラ
ム
ニ
ス

ト
)、
渡
辺
文
雄

(俳
優
)
の
五
氏
に
よ
り
行
わ
れ
、

最
近
の
道
路
事
情
や
こ
の
推
進
標
語
の
必
要
性
等

様
々
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
、.最
優
秀
作
一
点
、
優
秀

作
六
点
を
選
定
し
ま
し
た
。

選
ば
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
標
語
は
、
｢道
路
を
ま
も
る

月
間
｣
期
間
中
に
道
路
情
報
板
、
垂
れ
幕
等
で
本
月

間
の
推
進
に
活
用
す
る
ほ
か
、
機
関
誌
等
に
も
掲
載

さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
入
賞
者
に
は
、
八
月
八
日

(土
)
に
東
京

都
目
黒
区
の
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
で
行
わ
れ

る
本
月
間
の
関
連
行
事

｢道
の
日
｣
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
鋸
に
お
い
て
、
主
催
者
か
ら
最
優
秀
作
品
に
建
設

大
臣
賞
(賞
状
)、
優
秀
作
品
に
道
路
局
長
賞
(賞
状
)

及
び
副
賞
と
し
て
楯
を
授
与
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
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ず
。平

成
一
〇
年
度
の
入
選
さ
れ
た
方
々
と
作
品
は
次

の
通
り
。

0
最
優
秀
賞
/
建
設
大
臣
賞

汚
す
ま
い

道
路
は
素
敵
な
景
色
で
す

鳥
取
県
鳥
取
市

財
原

敏
夫
さ
ん

0
優
秀
賞
/
道
路
局
長
賞

こ
の
道
は

我
が
家
の
居
間
に
続
く
道

福
岡
県
福
岡
市

杉
山

晴
英
さ
ん

ひ
と
り
一
人
が

道
路
愛
護
の
サ
ポ
ー
タ
ー

新
潟
県
西
蒲
原
郡

森
山

勉
さ
ん

こ
の
道
は

あ
な
た
の
マ
ナ
ー
が
つ
く
る
道

岐
阜
県
瑞
浪
市

小
木
曽

正
裕
さ
ん

彰
し
て
い
ま
す
。

昭
和
三
三
年
の

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
開
始
当

初
は
、
道
路
の
美
化
清
掃
等
に
努
め
、
地
域
社
会
に

奉
仕
す
る
と
と
も
に
道
路
に
対
す
る
理
解
を
深
め
た

民
間
の
団
体
ま
た
は
個
人
を
表
彰
し
て
い
ま
し
た
が
、

昭
和
五
三
年

(第
二
一
回
)
か
ら
は
、
さ
ら
に
道
路

情
報
の
通
報
や
冬
期
の
除
雪
作
業
等
に
つ
い
て
積
極

的
に
協
力
し
、
道
路
交
通
の
安
全
確
保
の
た
め
に
永

年
活
動
す
る
ほ
か
、
不
法
占
用
物
件
や
不
法
塩
輪
の

排
除
に
つ
い
て
積
極
的
に
取
り
組
み
、
そ
の
功
績
が

顕
著
で
あ
っ
た
民
間
の
団
体
ま
た
は
個
人
に
対
し
て

も
表
彰
し
て
い
ま
す
。
本
年
度
に
お
い
て
は
、
五
九

団
体
及
び
二
九
個
人
に
対
し
、
感
謝
状
に
副
賞
を
添

え
て
表
彰
し
ま
す
。

住
む
八
の

ま
ご
こ
ろ
映
す

こ
の
道
路

七

お
わ
り
に

三
重
県
津
市

伊
藤

桂
三
郎
さ
ん

休
め
な
い
道
路
に

気
配
り

思
い
や
り

道
路
の
果
た
す
役

東
京
都
狛
江
市

大
原

一
彦
さ
ん

れ
る
こ
と
か
ら
、
道

こ
の
道
を

や
が
て
は
通
る

子
も
孫
も

道
路
管
理
者
の
み
な

岐
阜
県
各
務
原
市

作
田

典
子
さ
ん

り
一
層
の
ご
理
解
を

六

表
彰

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
に
お
け
る
建
設
大
臣
表
彰

は
、
道
路
交
通
の
安
全
確
保
、
道
路
の
正
し
い
利
用
、

道
路
愛
護
等
に
関
し
て
永
年
に
わ
た
り
取
り
組
み
、,

そ
の
功
績
が
顕
著
で
あ
っ
た
団
体
ま
た
は
個
人
を
表

道
路
の
果
た
す
役
割
が
今
後
ま
す
ま
す
重
要
視
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
の
維
持
管
理
の
必
要
性
を
、

道
路
管
理
者
の
み
な
ら
ず
、
国
民
の
皆
さ
ん
に
も
よ

り
一
層
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
｢道
路
｣を
安
全
で

快
適
な

｢み
ち
｣
と
し
て
、
私
た
ち
の
子
孫
に
引
き

継
い
で
い
く
た
め
に
も
守

っ
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
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｢道
の
日
｣
と
は

道
路
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
国
民
生
活
を
支
え
維

持
し
て
い
く
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的

施
設
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
身
近
で
あ
る
た
め
そ
の

重
要
性
が
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
す
。
一
方
、
経
済
活

動
･
国
民
生
活
の
高
度
化
、
情
報
化
、
環
境
へ
の
意

識
の
高
ま
り
等
を
背
景
に
、
道
路
に
対
す
る
国
民
の

ニ
ー
ズ
は
、
ま
す
ま
す
多
様
化
し
て
い
ま
す
。

建
設
省
で
は
、
道
路
の
重
要
性
に
対
す
る
国
民
の

関
心
と
道
路
愛
護
精
神
を
高
め
る
た
め
、
昭
和
三
三

年
に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
(八
月
)
を
制
定
し
、

さ
ら
に
昭
和
六
一
年
に

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の

中
心
行
事
と
し
て
、
｢道
の
日
｣
を
制
定
し
ま
し
た
。

｢道
の
日
｣
が
八
月

一
〇
日
に
定
め
ら
れ
た
の
は
、

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
の
期
間
中
で
あ
る
こ
と
、

大
正
九
年
八
月
一
〇
日
に
、
わ
が
国
最
初
の
道
路
整

備
に
つ
い
て
の
長
期
計
画
で
あ
る
第
一
次
道
路
改
良

計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
な
ど
に
由
来
し
て
い
ま

す
。｢道

の
日
｣
制
定
に
つ
い
て

昭
和
五
七
年
三
月
五
日
の
道
路
審
議
会
の
建
議
に

お
い
て
、
｢今
後
の
道
路
整
備
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ

て
は
国
民
の
理
解
と
協
力
が
そ
の
前
提
で
あ
り
、
そ

の
た
め
に
は
、
道
路
整
備
の
目
標
を
わ
か
り
や
す
く

指
標
で
国
民
の
前
に
示
す
こ
と
や
"道

の
日
“
を
定

め
る
な
ど
道
路
に
関
す
る
国
民
の
関
心
を
高
め
る
努

力
が
必
要
で
あ
る
。｣
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
、
ま
た
、

昭
和
六
一
年
一
月
二
八
日
に
は
、
全
国
道
路
利
用
者

会
議
か
ら
、
｢明
日
を
目
指
し
た
道
路
づ
く
り
･円
滑

な
道
路
整
備
･
道
路
管
理
を
推
進
し
、
道
路
財
源
の

確
保
等
を
図
る
た
め
に
は
、
国
民
の
理
解
と
協
力
が

そ
の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
"

道
の
日
“
を
設

け
、
あ
ら
た
め
て
道
の
意
義
･
重
要
性
に
対
す
る
国

民
の
関
心
と
道
路
愛
護
の
精
神
を
高
め
る
こ
と
を
目

指
し
た
日
と
す
る
。｣
と
の
提
言
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
を
受
け
て
、
建
設
省
で
は

｢道
の
日
｣
の

制
定
に
向
け
検
討
を
続
け
、
昭
和
六
一
年
度
か
ら
八

月
一
〇
日
を

｢道
の
日
｣
と
し
、
道
路
の
意
義
･
重

要
性
に
対
す
る
国
民
の
関
心
と
道
路
愛
護
の
精
神
を

高
め
る
た
め
、
国
民
的
運
動
を
展
開
す
る
こ
と
と
し

た
も
の
で
す
。

｢道
の
日
｣
の
行
事
に
つ
い
て

建
設
省
、
関
係
省
庁
、
道
路
関
係
公
団
、
地
方
公

共
団
体
、
関
係
諸
機
関
等
は
相
互
に
連
携
し
て

｢道

の
日
｣
の
運
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

パ
レ
ー
ド
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
道
路
清
掃
な
ど
毎
年

全
国
各
地
で
道
に
ち
な
ん
だ
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
｢道
の
日
｣実
行
委
員
会
を
中
心
に
行
わ
れ
て
い

る

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
も
そ
の
一
環
で
あ
り
、
毎
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｢道の日｣ 中央行事の主な活動

昭和61年 ｢道の日｣ 制定記念式典、 パレード (銀座中央通り)

『日本の道100選｣ (第 1期 :中央区中央通り他52道) の顕彰

62年 ｢道の日｣ テーマソングの作詞募集 (｢たまには…道で｣ に決定)

｢日本の道100選｣ (第 2期 :江東区ほか湾岸道路他50道) の顕彰

63年 ｢道の日｣ キャンペーンキャラクターの愛称決定 (こっちだョウ平)

平成元年 周遊ドライブコース企画コンテスト (沖縄西海岸周遊コース他12コースが入賞)

2年 ｢道の日｣ 記念式典 (｢夢ロード21｣ 表彰式、 ｢道の日｣ の歌コンサート等)

3年 ｢道の日｣ イベント ｢ヨウ平ランドJ (各県の協力による物産展等)

4年 ｢道の日｣ イベント ｢ヨウ平ランド｣ の開催及び ｢道の日｣ 記念シンポジウム

5年 ｢道の日｣ イベント ｢感 ･道フェア'93｣

(各県の協力による物産展や郷土芸能披露、 酒井法子コンサート等)

6年 ｢道の日｣ イベント ｢感 ･道ランド'94｣

(各県の協力による物産展や郷土芸能披露、 貴島サリオコンサート等)

｢くらしにかかる橋｣ フォト& エッセイ ･コンテストの実施

｢道の日｣ O N E D A Y S P E C IA L S T A T IO N

(文化放送一日 ｢道の日｣ 特集の展開)

7年 ｢道の日｣ まつり'95

(各県の協力による物産展や郷土芸能披露、 かとうれいこコンサート等)

｢こっちだョウ平の道路はじめて物語｣ ビデオの作成

｢道の日｣ B O O K の作成 (趣旨や道路整備の歴史等をまとめたパンフレット)

8年 ｢道の日｣ ロード ･ジャンボリー

(春日通り、 本郷通り等でのロードウォーク、 上野公園での道路パネル展等)

｢道の日｣ 新シンボルマークの制定

9年 ｢道の日｣ ロードパーク

(ミニトークショー、 音楽バンドライブ、 アンパンマンショー、 クイズアベニュ

ー、 パネル展、 大道芸等)

東京湾アクアライン ｢道の日｣ 親子ウォーク

本
年
度
で
一
三
回
目
を
迎
え
る
中
央
行
事
は
、｢
つ

な
げ
よ
う
、
育
て
よ
う

｢道
｣
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｣
を

テ
ー
マ
に
、
道
路
に
関
す
る
施
設
を
見
学
す
る

｢道

の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
親
子
見
学
会
、
親
子
で
楽
し

め
る

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
を
実
施
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
｢道
の
フ
ァ
ン
｣
を
創
り
出
し
て
い
く
た

め
に
は
、
大
人
だ
け
で
な
く
、
将
来
、
自
動
車
利
用

者
と
な
る
若
年
層
に
、
道
を
正
し
く
理
解
し
て
も
ら

い
、
道
へ
の
親
し
み
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
有
効

と
考
え
た
か
ら
で
す
。

こ
の
た
め
、
全
国
か
ら
道
に
関
心
の
あ
る
子
供
達

を

｢道
の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
と
し
て
募
集
･
任
命

し
、
施
設
見
学
等
を
通
じ
、
道
の
役
割
、
重
要
性
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
ま

す っ し をe
見
学
施
設
"
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
、
麻
布
共
同

e e

見 聞
学 催
施 時
設 問

　 　　
首簾‐

9
.

都 都 ○○
高 市 ‘
管 モ 15
　　 　 　
セ レ 15
ン 1

　　　

ー

｢道
の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
親
子
見
学
会

の
開
催
日
…
平
成
一
〇
年
八
月
八
日

(土
)

e e
主 開

催
催 日

e
後

援
…
建
設
省
、
警
察
庁
、
総
務
庁
、
運
輸
省
、

日
本
道
路
公
団
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、

阪
神
高
速
道
路
公
団
、
本
州
四
国
連
絡

橋
公
団
、
全
国
知
事
会
、
全
国
市
長
会
、

全
国
町
村
会

(予
定
)

淺 道
井 の
新 日

郎 実
会 行
長 委
) 員

会

70 道行セ 98,7

つ
い
て

年
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
を
凝
ら
し
た
楽
し
い
イ
ベ
ン
ト

が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
一〇
年
度
｢道
の
日
｣
中
央
行
事
に



の
概

要
…

･
9
…
00

J
R
立
川
駅
集
合

･
9
…
鋤
ー
多
摩
都
市
モ
ノ
レ
ー
ル
見
学

･
12

"
就
ー
麻
布
共
同
溝
見
学

･
13
…
50
i
首
都
高
管
制
セ
ン
タ
ー
見
学

･
15
…
施
ー
｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ
に
合
流

*
タ
レ
ン
ト
同
行

2

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ス
テ
ー
ジ

の
開
催
時
間
…
お
…
45
-
17
…
第

(開
場
郎
…
お
)

@
場

所
…
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
内
、
ガ

ー
デ
ン
ホ
ー
ル

の
概

要
"

力

,
①

｢道
の
日
｣
セ
レ
モ
ニ
ー

…
実
行
委
員
会
会

7第

長
及
び
来
賓
の
紹
介
.
挨
拶

セ

②

｢道
を
ま
も
る
月
間
｣
推
進
標
語
表
彰
式

断

③

｢道
の
日
｣
ラ
イ
ブ
ト
ー
ク

"
タ
レ
ン
ト
と

上
記
1
親
子
見
学
会
参
加
者
を
交
え
た
ト
ー
ク

シ

ョ
ー
･

④

｢道
の
こ
ど
も
親
善
大
使
｣
任
命
式
…
実
行

委
員
会
会
長
よ
り
任
命
証
の
授
与

⑤

｢道
の
日
｣
ス
ペ
シ
ャ
ル
コ
ン
サ
ー
ト

…
タ

レ
ン
ト
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト

⑥

抽
選
会

※
本
年
度
の
行
事
に
つ
き
ま
し
て
は
事
前
応
募

制
で
す
。

新
聞
等
で
参
加
を
募
集
い
た
し
ま
し
た
が
、
締

切
と
な
り
ま
し
た
の
で
御
了
承
下
さ
い
。

8月TO日はr道の日｣

東京湾アクアライン
｢道の日｣親子ウ才一ク !

　



一
有
料
道
路
制
度
の
沿
革

有
料
道
路
と
は
、
借
入
金

(借
金
)
に
よ
り
道
路
を
建

設
し
、
開
通
後
の
料
金
収
入
で
そ
れ
を
返
済
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
民
間
企
業
が
借
入
金
に
よ
り
施
設

(例
え
ば

病
院
)
を
建
設
す
る
場
合
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
ほ
ぼ
そ
れ
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
民
間
の
場
合
で
も
病

院
の
よ
う
な
施
設
に
な
る
と
、
資
金
の
回
収
、
借
入
金
の

返
済
に
は
一
0
i
二
〇
年
と
い
う
長
期
間
を
要
す
る
。
有

料
道
路
も
、
借
入
金
を
返
済
す
る
ま
で
料
金
を
徴
収
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
返
済
が
終
了
す
れ
ば
、
本
来
の
原
則
で

あ
る
無
料
の
道
路
と
な
る
こ
と
、
利
潤
を
一
切
見
込
ま
な

い
こ
と
が
他
の
民
間
事
業
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。

道
路
の
よ
う
な
公
共
施
設
は
税
金
に
よ
り
建
設
･
管
理
す

る
の
が
通
常
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
借
入
は
発
生
し
な
い

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
整
備
が
十
分
進
ま
な
い
場

合
に
、
こ
の
よ
う
な
有
料
制
が
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

公
共
的
事
業
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
手
法
も
採
用
し

て
い
る
の
は
、
早
期
整
備
等
の
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
現
在
の
よ
う
な
有
料
道
路
制

度
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
か
を
見
て
い

く
こ
と
で
、
そ
の
趣
旨
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
は
、
ま
ず
始
め
に
有
料
道
路
制

度
の
沿
革
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

賃
取
橋

我
が
国
の
有
料
道
路
制
度
の
は
じ
ま
り
と
考
え
ら
れ
る

の
が
明
治
四
年
に
発
せ
ら
れ
た
太
政
官
布
告
第
六
四
八
号

｢修
路
架
橋
運
輸
ノ
便
ヲ
興
ス
者
ニ
入
費
税
金
徴
収
許
可

方
｣で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
｢有
志
ノ
者
共
、
自
費
或

ハ
会
社
ヲ
結
ビ
、
水
行
ヲ
起
シ
、
険
路
ヲ
開
キ
、
橋
梁
ヲ

架
ケ
ル
等
諸
般
運
輸
ノ
便
利
ヲ
起
コ
シ
候
者
ハ
、
落
成
ノ

上
、
功
費
ノ
多
寡
ニ
応
ジ
年
限
ヲ
定
メ
税
金
取
立
方
差
シ

許
サ
ル
｣
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

道
路
は
そ
の
性
格
か
ら
無
償
使
用
を
原
則
と
す
る
べ
き

と
の
考
え
か
ら
、
明
治
政
府
も
道
路
を
国
の
営
造
物
と
し

て
行
政
庁
が
管
理
す
る
こ
と
と
し
た
が
、
殖
産
興
業
の
観

点
か
ら
｢治
水
修
路
｣、
特
に
交
通
の
陸
路
解
消
の
た
め
の

橋
梁
や
道
路
の
建
設
が
急
務
で
あ
る
一
方
で
、

′地
方
の
財

政
事
情
が
こ
れ
に
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
た
め
、
私
費
を

投
じ
こ
れ
ら
の
事
業
を
経
営
す
る
場
合
は
賃
銭
を
徴
収
す

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
時
い
わ

れ
て
い
る
民
活
の

｢元
祖
｣
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

有
料
道
路
制
度
が
こ
の
よ
う
な
形
で
始
ま
っ
た
こ
と
は
興

味
深
い
。
明
治
八
年
に
大
井
川
に
架
橋
が
な
さ
れ
、
ま
た

難
路
と
い
わ
れ
た
東
海
道
日
坂
峠
が
改
良
さ
れ
る
な
ど
、

こ
の
制
度
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
o

し
か
し
な
が
ら
、
要
所
要
所
で
道
路
の
利
用
者
か
ら
賃

銭
を
徴
収
す
る
手
法
は
、
中
世
国
家
の
封
建
的
な
通
行
税
、

入
市
税
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
み
な
ら
ず
、
道
路
交
通

が
ま
す
ま
す
増
加
す
る
に
及
び
、
こ
の
制
度
は

｢交
通
の

要
求
に
適
せ
ず
、
弊
害
頗
る
大
な
る
も
の
が
あ
る
｣
(丹
羽

七
郎

｢道
路
法
｣)、
と
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
以
下
の

内
務
省
土
木
局
長
通
牒
に
そ
の
間
の
事
情
が
し
の
ば
れ
る
。

有料道路制度研究会

@有 @料毬道道路 @ @度噂の毬基鰐 @ @識 (第 1回)

有料通路剛魔の概要



現
下
私
人
ノ
経
営
ニ
係
ル
賃
取
橋
梁
ヲ
見
ル
ニ

往
々
営
利
ノ
目
的
ヲ
以
テ
之
ヲ
経
営
セ
ル
モ
ノ
ア
リ

其
ノ
然
ラ
サ
ル
モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
モ
収
支
ノ
計
算
ヲ
謬

り
免
許
年
限
ノ
延
長
ヲ
計
ル
モ
ノ
ア
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス

又
其
ノ
維
持
修
繕
ヲ
怠
ル
カ
為
交
通
上
危
険
ヲ
惹
起

ス
ル
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
少
カ
ラ
サ
ル
ハ
道
路
改
良
上
極

メ
テ
遺
憾
ノ
次
第
ニ
有
之
候

こ
う
し
て
、
｢道
路
の
如
き
基
本
的
な
る
交
通
設
備
は
其

の
費
用
は
公
費
を
以
て
支
弁
し
一
般
の
無
償
使
用
に
供
す

べ
し
と
の
主
義
一
般
に
是
認
せ
ら
る
る
｣
(丹
羽
)
に
至

り
、
大
正
八
年
に
な
っ
て
制
定
さ
れ
た
道
路
法

(旧
道
路

法
)
は
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
原
則
と
し
て
道
路
交
通
の

無
償
主
義
を
確
立
、
特
別
の
場
合
に
橋
、
渡
船
施
設
に
限

り
賃
銭
を
徴
収
す
る
こ
と
は
認
め
た
も
の
の
、
｢路
銭
を
徴

収
す
る
を
得
る
道
路
の
設
置
は
之
を
許
さ
ざ
る
こ
と
と
し

た
。｣
(丹
羽
)
い
わ
ゆ
る

｢道
路
無
料
公
開
の
原
則
｣
の

確
立
で
あ
る
o

旧
道
路
法
は
、
第
二
六
条
に
お
い
て
、
｢管
理
者
ニ
非
サ

ル
者
ハ
管
理
者
ノ
許
可
又
ハ
承
認
ヲ
得
テ
一
定
ノ
期
間
橋

銭
又
ハ
渡
銭
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
ラ
得
ル
橋
梁
又
ハ
渡
船
場

ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ラ
得
｣
と
、
私
人
に
よ
る
賃
取
橋
等
の
経

営
を
認
め
、
第
二
七
条
で
は

｢管
理
者
ハ
特
別
ノ
事
由
ア

ル
場
合
ニ
限
り
橋
銭
又
ハ
渡
銭
ヲ
徴
収
ス
ル
橋
梁
又
ハ
渡

船
場
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ラ
得
｣
と
、
道
路
管
理
者
に
よ
る
有

料
の
橋
、
渡
船
施
設
等
の
設
置
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
が
、

主
と
し
て
地
方
公
共
団
体
の
財
政
事
情
等
に
よ
る
や
む
を

得
な
い
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
旧
道
路
法
逐
条
解
説
に

お
け
る
以
下
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

鎖
却
額
を
補
償
す
る
を
要
し
･･･営
利
の
為
に
す
る
こ
と
を

"

ゞ

"

橋
梁
渡
船
場
ノ
使
用
ニ
対
シ
賃
銭
ヲ
徴
収
ス
ル
ハ

交
通
史
上
ハ
極
メ
テ
過
去
ノ
制
度
ニ
属
シ
決
シ
テ
道

路
交
通
ノ
自
由
ト
云
フ
点
ヨ
リ
云
へ
ハ
良
制
度
ト
云

フ
コ
ト
ラ
得
ス
然
し
ト
モ
亦
此
ノ
制
度
上
ノ
理
想
ニ

馳
ス
ル
ニ
専
ニ
シ
テ
橋
梁
渡
船
場
ハ
凡
テ
道
路
管
理

者
ニ
於
テ
之
ヲ
施
設
シ
交
通
ニ
対
シ
賃
銭
ヲ
徴
収
ス

ル
コ
ト
ラ
得
ス
ト
セ
ハ
費
用
負
担
団
体
ノ
資
力
不
充

分
ナ
ル
カ
為
メ
此
ノ
種
ノ
施
設
ヲ
為
ス
コ
ト
ラ
得
ス

為
ニ
交
通
上
益
々
困
難
ヲ
生
ス
ル
ニ
至
ル
カ
故
ニ
暫

時
道
路
ノ
制
度
ト
シ
テ
実
際
ノ
事
情
ニ
鑑
ミ
特
別
ノ

理
由
ア
ル
モ
ノ
ニ
関
シ
テ
ハ
管
理
者
タ
ル
ト
公
共
団

体
タ
ル
ト
私
人
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
広
ク
橋
梁
渡
船
場

ヲ
設
ケ
賃
銭
徴
収
ヲ
許
ス
コ
ト
ト
シ
名
ヲ
捨
テ
実
ヲ

採
ル
ノ
主
義
ニ
依
り
我
国
現
下
ノ
需
要
ニ
応
セ
ン
ト

ス
是
賃
取
橋
、
賃
取
渡
船
場
ヲ
認
メ
タ
ル
所
以
ナ
リ

(傍
線
執
筆
者
)

な
お
、
こ
の
場
合
の
賃
銭
等
の
基
準
と
し
て
、
｢元
資
鎗

却
主
義
｣
す
な
わ
ち

｢許
可
し
た
る
賃
銭
の
収
入
を
以
て
、

維
持
経
営
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
尚
余
剰
あ
る
場
合
に

於
て
橋
梁
又
は
渡
船
場
の
新
設
に
要
し
た
る
元
金
及
之
に

対
す
る
利
子
を
償
還
せ
し
む
る
主
義
｣
(田
中
好
｢土
木
行

政
｣)
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
｢賃
銭
徴
収

期
間
は
元
資
金
鎖
却
の
期
間
に
依
り
定
む
る
｣
(同
)
こ
と

と
し
、
｢道
路
管
理
者
が
公
益
上
の
必
要
に
依
り
て
許
可
承

認
を
取
消
し
た
る
と
き
は
、
元
資
鎗
却
年
次
表
に
示
す
末

許
さ
ざ
る
と
同
時
に
損
失
を
も
与
え
ざ
る
方
法
｣
(同
)を

探
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
現
行
の

｢償
還
主
義
｣

の
原
型
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
賃
取
橋
と
し
て
、
江
ノ
島
の
賃
取
橋
が
有

名
で
あ
る
。

2

旧
道
路
整
備
特
別
措
置
法

旧
道
路
法
は
昭
和
二
七
年
に
全
面
改
正
が
行
わ
れ
る
ま

で
存
続
し
、
有
料
道
路
制
度
に
つ
い
て
も
こ
れ
以
上
の
別

段
の
定
め
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
の
必
要

性
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

我
が
国
の
道
路
整
備
が
本
格
的
に
進
め
ら
れ
た
の
は
戦

後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
我
が
国
は
西
欧
諸
国

と
異
な
り
馬
車
交
通
の
時
代
が
な
か
っ
た
こ
と
、
明
治
以

降
も
鉄
道
整
備
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
、
道
路
整
備

は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
ま
ず
道

路
に
関
す
る
法
制
が
旧
態
依
然
と
し
て
い
る
こ
と
に
反
省

が
加
え
ら
れ
、
昭
和
二
七
年
旧
道
路
法
が
全
面
改
正
に
な

っ
た
が
、
そ
の
際
、
有
料
制
に
関
す
る
規
定
に
も
若
干
の

修
正
が
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
弊
害
が
目
立
っ
た
私

人
に
よ
る
有
料
橋
等
の
建
設
を
認
め
る
制
度
は
廃
止
さ
れ
、

道
路
管
理
者
で
あ
る
都
道
府
県
、
市
町
村
の
み
が
有
料
の

橋
、
渡
船
施
設
を
設
置
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た

(道
路
法

第
二
五
条
)。
こ
の
制
度
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
も
の
に
、
例

え
ば
徳
島
県
の
小
鳴
門
橋

(昭
和
三
六
年
)
が
あ
る
。



こ
の
新
道
路
法
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
昭
和
二
七
年
、

｢道
路
整
備
特
別
措
置
法
｣
(以
下
｢旧
特
措
法
｣
と
い
う
。)

が
制
定
さ
れ
、
道
路
法
上
の
道
路
に
関
す
る
全
面
的
な
有

料
制
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
対
象
を
橋
、
渡
船

施
設
に
限
ら
ず
、
一
般
道
路
に
ま
で
拡
大
し
た
点
に
特
色

が
あ
る
。
立
ち
遅
れ
た
我
が
国
の
道
路
整
備
を
早
急
に
進

め
る
た
め
に
は
限
ら
れ
た
公
共
事
業
費
の
枠
を
活
用
す
る

の
み
で
は
十
分
で
は
な
く
、
か
つ
効
率
的
で
な
い
と
の
認

識
か
ら
、
従
来
の
国
の
公
共
事
業
費
、
地
方
費
、
一
般
起

債
に
よ
る
以
外
の
事
業
手
法
と
し
て
こ
こ
に
有
料
道
路
制

度
を
認
知
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、｢我
国
道
路
政
策

の
画
期
的
大
転
換
｣
(淺
村
廉
、
後
出
)と
も
い
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
法
案
を
審
議
し
た
第
一
三
回
国
会
に
お
い
て
、

菊
池
建
設
省
道
路
局
長
は
法
制
定
の
趣
旨
を
以
下
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。

｢道
路
の
公
共
性
と
い
う
観
点
か
ら
有
料
と
す
る
こ
と
の

可
否
は
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
財
政
状
態
か

ら
見
て
公
共
事
業
費
の
み
に
よ
る
道
路
整
備
は
容
易
で
は

な
く
、
予
算
も
総
花
的
に
撒
か
れ
る
結
果
重
要
な
箇
所
に

集
中
し
て
工
事
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
、
又
利
用
度

の
低
い
地
方
住
民
の
税
金
を
以
て
利
用
度
の
高
い
地
方
の

道
路
整
備
を
す
る
こ
と
は
公
共
性
と
い
う
見
地
か
ら
疑
問

が
あ
る
、
従
っ
て
利
用
者
が
損
を
し
な
い
範
囲
で
料
金
を

支
払
い
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
道
路
整
備
を
図
る
こ
と
は

過
渡
的
段
階
と
し
て
は
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
思
う
。｣

第
一
三
回
国
会
に
お
い
て
は
、
｢道
路
無
料
公
開
の
原
則
｣

と
の
関
係
で
長
期
間
に
わ
た
り
慎
重
な
審
議
が
な
さ
れ
た
。

政
府
側
の
説
明
は
、
上
記
局
長
答
弁
に
要
約
さ
れ
る
が
、

要
は
必
要
な

｢道
路
の
整
備
事
業
を
特
別
措
置
に
よ
り
一

歩
進
め
る
こ
と
は
、
結
局
に
於
て
公
共
の
福
祉
を
増
進
す

る
所
以
｣
(淺
村
)で
あ
る
と
の
主
張
に
理
解
が
得
ら
れ
た

こ
と
に
な
る
。
一
方
、
本
法
案
の
国
会
審
議
を
通
じ
、
道

路
整
備
の
財
源
が
十
分
で
な
い
こ
と
も
認
識
さ
れ
、
翌
昭

和
二
八
年
に
は

｢道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
｣
の
制
定
に
よ
る
道
路
特
定
財
源
制
度
が
創
設
さ

れ
た
。
以
後
今
日
ま
で
約
五
〇
年
間
、
有
料
道
路
制
度
と

道
路
特
定
財
源
制
度
は
、
｢車
の
両
輪
｣と
し
て
道
路
整
備

の
推
進
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

旧
特
措
法
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①

有
料
道
路
を
新
設
し
又
は
改
築
す
る
こ
と
が
で
き
る

者
は
、
建
設
大
臣
、
都
道
府
県
知
事
及
び
市
長
と
す
る

,し
,と
0

②

有
料
道
路
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
は
、
通
行
者

が
そ
の
通
行
に
よ
り
著
し
く
利
益
を
受
け
る
道
路
で
あ

る
こ
と
、
原
則
と
し
て
他
に
代
替
道
路
が
あ
っ
て
有
料

道
路
の
通
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
等

一
定
の
要
件
を
備
え
た
も
の
に
限
る
と
い
う
こ
と
o

③

料
金
の
額
は
、
道
路
の
通
行
者
が
通
常
受
け
る
利
益

(便
益
)
の
限
度
内
と
す
る
こ
と
。

④

国
は
、
昭
和
二
七
年
か
ら
三
年
間
、
都
道
府
県
又
は

市
に
対
し
て
有
料
道
路
の
新
設
又
は
改
築
に
要
す
る
費

用
の
全
部
又
は
一
部
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ

,fし!｣0
こ
の
う
ち
、
②
の
要
件
が
あ
る
こ
と
か
ら
有
料
道
路
の

使
用
が
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
③
の
観
点
か

ら
、
道
路
整
備
に
よ
り
大
き
な
受
益
を
受
け
る
直
接
の
利

用
者
が
、
そ
の
便
益
の
範
囲
内
で
費
用
負
担
す
る
こ
と
は

む
し
ろ
合
理
的
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
｢道
路
無
料
公
開
の

原
則
｣
の
下
で
も
こ
う
し
た
手
法
は
是
認
さ
れ
る
も
の
と

国
会
等
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

④
に
関
し
て
は
、
｢特
定
道
路
整
備
事
業
特
別
会
計
法
｣

が
旧
特
措
法
と
同
日
付
で
公
布
さ
れ
て
お
り
、
大
蔵
省
の

資
金
運
用
部
資
金
か
ら
建
設
省
に
設
け
ら
れ
る

｢特
定
道

路
整
備
事
業
特
別
会
計
｣
に
毎
年
一
定
額
を
融
資
し
、
建

設
大
臣
が
こ
の
会
計

(資
金
運
用
部
特
別
会
計
)
か
ら
の

借
入
金
を
も
っ
て
直
轄
の
有
料
道
路
事
業
を
実
施
ま
た
は

都
道
府
県
知
事
･
市
長
に
対
す
る
貸
付

(償
還
二
〇
年
以

内
、
う
ち
据
え
置
き
五
年
以
内
)
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。

三
年
間
に
限
定
し
た
の
は
、
新
し
い
制
度
で
あ
る
た
め
様

子
を
見
る
と
い
う
趣
旨
だ
っ
た
よ
う
で
、
料
金
徴
収
期
間

は
こ
れ
と
は
別
に
一
〇
年
、
一
五
年
等
と
考
え
ら
れ
て
い

た
。本

制
度
に
よ
り
国
の
直
轄
有
料
道
路
事
業
と
し
て
ス
タ

ー
ト
し
た
の
が
世
紀
の
大
工
事
と
称
さ
れ
た
関
門
ト
ン
ネ

ル
、
国
道
一
号
の
大
き
な
支
障
と
な
っ
て
い
た
戸
塚
付
近

娘

の
立
体
交
差
化
(戸
塚
国
道
の
建
設
)、
当
時
世
界
第
三
位

★

の
鋼
ア
ー
チ
橋
で
あ
っ
た
長
崎
県
の
西
海
橋
な
ど
で
あ
り
、
漕

補
助
有
料
道
路
と
し
て
も
、
栃
木
県
の
日
光
道
路

(第
一

%

い
ろ
は
)、
岐
阜
･
愛
知
県
の
濃
尾
大
橋
等
が
建
設
さ
れ



た
。

3

日
本
道
路
公
団
の
設
立
と
現
行
道
路
整
備
特
別
措
置

法
の
制
定

旧
特
措
法
は
有
料
道
路
制
度
を
本
格
的
に
導
入
し
た
点

で
画
期
的
で
あ
っ
た
が
、
以
下
の
点
か
ら
、
改
善
が
必
要

と
さ
れ
る
に
至

っ
た
。

①

特
定
道
路
整
備
事
業
特
別
会
計
に
よ
る
有
料
道
路
の

投
資
規
模
は
財
政
事
情
か
ら
毎
年
二
〇
億
円
が
上
限
と

さ
れ
、
資
金
源
の
拡
大
、
特
に
民
間
資
金
の
活
用
が
必

要
で
あ
っ
た
。

(将
来
世
界
銀
行
か
ら
の
借
入
金
受
入
が
可
能
と
な
っ
た

場
合
の
対
応
も
必
要
で
あ
っ
た
。)

②

有
料
道
路
の
建
設
計
画
や
借
入
金
償
還
計
画
は
国
や

地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
樹
立
し
て
い
た
た
め
、
資
金

の
総
合
的
、
効
率
的
利
用
が
困
難
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、
昭
和
三
〇
年
三
一

月
、
道
路
審
議
会
は
以
下
の
よ
う
な
答
申
を
出
し
て
い
る
。

｢政
府
は
急
速
な
道
路
整
備
を
推
進
す
る
方
策
と
し
て
、

現
在
の
有
料
道
路
制
度
を
拡
充
す
る
た
め
に
、
速
や
か
に

日
本
道
路
公
団

(仮
称
)
の
如
き
機
関
を
設
立
し
、
広
く

民
間
資
金
の
導
入
を
図
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
総
合
的
、

効
率
的
運
営
を
図
る
よ
う
措
置
す
べ
き
で
あ
る
。｣

こ
れ
を
受
け
て
、
｢日
本
道
路
公
団
法
｣と
、
同
公
団
を

前
提
と
す
る
現
行
の
道
路
整
備
特
別
措
置
法

(以
下

｢特

措
法
｣
と
い
う
。)
が
そ
れ
ぞ
れ
策
定
さ
れ
、
昭
和
三
一
年

三
月
公
布
さ
れ
た
。

新
た
な
特
措
法
で
は
、
国
が
直
接
有
料
道
路
の
事
業
主

体
と
は
な
ら
な
い
こ
と
と
し
、
公
団
は
設
立
と
同
時
に
国

が
管
理
し
て
供
用
中
の
有
料
道
路
及
び
調
査
ま
た
は
工
事

中
の
有
料
道
路
を
す
べ
て
引
き
継
い
だ
。
他
方
、
新
た
な

事
業
に
も
着
手
し
、
昭
和
三
二
年
六
月
に
は
早
く
も
第
一

号
の
雲
仙
道
路
が
供
用
さ
れ
た
。

公
団
は
国
に
か
わ
っ
て
有
料
道
路
事
業
の
主
体
と
な
る

た
め
、
一
般
国
道
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、

上
記
の
よ
う
な
全
国
の
有
料
道
路
事
業
を
総
合
的
に
管
理

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
地
方
道
に
つ
い
て
も
、
国
の
利

害
に
特
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

整
備
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
い
う
公
団
は
、
企
業
的
要
素
も
併
せ
持
っ
た
組

織
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
手
続
的
に
は
戦

前
の
私
人
に
よ
る
賃
取
橋
と
同
様
、
公
団
が
計
画
を
策
定

し
申
請
を
し
て
、
建
設
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
日
本
道
路
公
団
の
申
請
に
よ
る
個
別
採
算
の

有
料
道
路
と
い
う
制
度
が
確
立
し
た
。
こ
う
し
た
道
路
は
、

｢
一
般
有
料
道
路
｣
と
称
さ
れ
、
す
で
に
六
二
路
線
が
料

金
徴
収
期
間
を
終
え
て
無
料
開
放
さ
れ
、
現
在
で
も
六
四

路
線
が
営
業
中
で
あ
る
。
公
団
の
事
業
が
全
国
的
に
拡
大

さ
れ
る
に
つ
れ
、
昭
和
四
五
年
に
な
っ
て
地
方
道
路
公
社

法
が
制
定
さ
れ
、
地
方
道
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
公
社

が
実
施
す
る
よ
う
役
割
分
担
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

基
本
的
な
仕
組
み
は
現
在
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。

4

高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
制
定

昭
和
三
〇
年
代
初
頭
に
お
け
る
経
済
規
模
の
拡
大
に
伴

7

う
自
動
車
交
通
の
激
増
は
、
経
済
活
動
の
効
率
化
の
要
請

7

と
相
ま
っ
て
、
高
速
交
通
の
た
め
の
高
規
格
の
道
路
を
必

9　

要
と
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
o

こ
の
た
め
、
全
国
の
政
治
、

瀞

経
済
、文
化
上
特
に
重
要
な
地
域
を
高
速
自
動
車
国
道
(以

下
｢高
速
国
道
｣
と
い
う
。)
で
連
結
す
る
こ
と
を
目
的
と

.
･

し
て
、
昭
和
三
二
年
に
国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法

(現
在
の
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
)
が
制
定
さ

れ
、
い
わ
ゆ
る
名
神
高
速
道
路
の
建
設
が
法
定
さ
れ
た
。

以
降
、
昭
和
三
五
年
に
東
海
道
幹
線
自
動
車
道
国
道
建
設

法
が
制
定
さ
れ
東
名
高
速
道
路
の
建
設
が
法
定
さ
れ
る
な

ど
、
各
路
線
ご
と
に
自
動
車
道
建
設
法
が
制
定
さ
れ
て
い

′(、oこ
う
し
た
道
路
を
道
路
法
上
の
道
路
と
し
て
扱
う
と
と

も
に
、
そ
の
特
例
措
置
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
、
同
じ

く
昭
和
三
二
年
に
高
速
自
動
車
国
道
法
が
制
定
さ
れ
る
が
、

同
法
で
は
、
高
速
国
道
の
道
路
管
理
者
は
建
設
大
臣
で
あ

る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
改
正
さ
れ
た

特
措
法
に
よ
り
日
本
道
路
公
団
が
当
該
高
速
国
道
建
設
を

実
施
す
る
と
い
う
や
や
複
雑
な
仕
組
み
と
な
っ
た
。

高
速
国
道
の
仕
組
み
で
一
般
有
料
道
路
と
決
定
的
に
異

な
る
の
は
、
計
画
を
国
が
策
定
し
、
事
業
の
実
施
を
公
団

に

｢指
示
｣
す
る
点
に
あ
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、

一
般
有
料
道
路
の
計
画
は
あ
く
ま
で
公
団
が
策
定
し

(道

路
管
理
者
と
の
協
議
等
は
必
要
)、建
設
大
臣
か
ら
許
可
を

受
け
て
初
め
て
事
業
実
施
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
申
請



に
当
た
っ
て
は
、
事
業
費
や
料
金
、
償
還
計
画
等
を
明
確

あ
る

｢公
正
妥
当
｣
性
を
要
件
と
し
て
明
記
す
る
こ
と

大
臣
が
計
画
を
策
定
し
、
そ
の
実
施
を
公
団
に

｢指
示
｣

に
し
、
大
臣
は
そ
も
そ
も
当
該
事
業
が
有
料
道
路
事
業
と

と
し
た
。

す
る
形
態
を
と
る
。
料
金
に
関
し
て

｢公
正
妥
当
｣
主

し
て
適
当
で
あ
る
か
否
か
を
含
め
判
断
す
る
こ
と
と
な
る

(料
金
は
便
益
の
範
囲
内
で
あ
る
か
、
無
料
の
代
替
路
は

存
在
す
る
か
等
々
)。
と
こ
ろ
が
高
速
国
道
に
つ
い
て
は
、

国
が
計
画
を
策
定
し
、
建
設
大
臣
の

｢施
行
命
令
｣
に
基

づ
き
日
本
道
路
公
団
が
当
初
か
ら
有
料
道
路
を
前
提
と
し

て
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
る

(特
措
法
第
二
条
の

二
)。一

般
有
料
道
路
の
よ
う
な
要
件
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

①

無
料
の
代
替
路
要
件
に
つ
い
て
"
一
般
有
料
道
路
は
、

日
常
的
に
利
用
し
う
る
比
較
的
短
距
離
の
も
の
を
想
定

し
て
お
り
、
迂
回
す
る
道
路
が
あ
り
得
る
が
、
高
速
国

道
は
、
長
距
離
で
、
他
の
道
路
と
は
独
立
し
た
幹
線
道

路
で
あ
る
た
め
、
代
替
交
通
機
関
と
し
て
は
迂
回
路
よ

り
も
む
し
ろ
鉄
道
、
航
空
機
、
船
舶
等
を
想
定
す
る
べ

き
も
の
で
、
日
常
的
に
利
用
が
強
制
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
一
方
、
高
速
国
道
は
多
額
の
費
用
を
要
し
、
早

急
に
そ
の
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

性
格
上
有
料
道
路
制
度
に
な
じ
む
も
の
で
あ
る
。

②

料
金
の
便
益
主
義
に
つ
い
て
…
上
記
の
よ
う
に
、
高

速
国
道
は
一
般
道
路
と
は
独
立
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

形
成
す
る
た
め
、
迂
回
道
路
の
自
動
車
交
通
と
の
便
益

比
較
に
な
じ
ま
な
い
。
む
し
ろ
、
他
の
交
通
機
関
と
も

比
較
し
て
社
会
的
、
経
済
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
共
料
金
の
一
般
原
則
で

と
し
た
。

こ
う
し
て
整
備
さ
れ
た
高
速
国
道
は
、
運
輸
･
建
設
両

大
臣
の
料
金
認
可
を
経
て
供
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一
般
道
路
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
公
共
事
業
と
一
般
有

料
道
路
方
式
の
選
択
と
な
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
制
度

導
入
の
経
緯
も
あ
り
、
事
業
費
が
多
額
で
、
便
益
が
高
い

区
間
等
、
路
線
な
い
し
区
間
を
限
定
し
て
運
用
さ
れ
て
い

る
が
、
高
速
国
道
に
つ
い
て
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
網
の

早
期
整
備
の
必
要
性
か
ら
、
全
面
的
に
有
料
道
路
制
を
活

用
し
て
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

欧
米
先
進
諸
国
は
、
長
い
馬
車
交
通
時
代
に
一
般
道
路

の
整
備
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
新
た
な
高
規
格
幹
線
道
路

網
も
公
共
事
業
に
よ
り
整
備
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
我
が
国
の
場
合
は
、
一
般
道
路
の
整
備
と
高

規
格
幹
線
道
路
網
の
整
備
を
戦
後
同
時
に
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、

し
か
も
早
期
に
こ
れ
ら
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
こ

の
よ
う
な
選
択
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
高
速
国
道
は
す
で
に
六
、
0
0
0
如
以
上
が

供
用
さ
れ
、
我
が
国
の
高
速
交
通
の
大
動
脈
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

そ
の
後
、
昭
和
三
四
年
に
首
都
高
速
道
路
公
団
法
、
昭

和
三
七
年
に
阪
神
高
速
道
路
公
団
法
が
制
定
さ
れ
、
首
都

東
京
及
び
大
阪
･
神
戸
の
大
都
市
部
に
お
い
て
、
都
市
内

の
自
動
車
専
用
道
路
網
を
整
備
す
る
た
め
の
公
団
が
設
立

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
都
市
高
速
道
路
と
よ
ば
れ
、
国
の
利

害
と
も
密
接
に
関
わ
る
の
で
、
高
速
国
道
と
同
様
、
建
設
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す
る
形
態
を
と
る
。
料
金
に
関
し
て

｢公
正
妥
当
｣
主
義

が
採
ら
れ
て
い
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

両
公
団
を
日
本
道
路
公
団
と
独
立
し
て
設
立
す
る
こ
と

と
し
た
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。

①

短
期
間
に
集
中
投
資
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
全

国
的
に
事
業
を
展
開
し
て
い
る
日
本
道
路
公
団
と
は
独

立
し
て
資
金
調
達
及
び
事
業
実
施
を
行
う
組
織
が
必
要

で
あ

っ
た
こ
と
。

②

基
本
的
に
は
都
市
内
街
路
交
通
の
円
滑
化
の
た
め
の

事
業
で
あ
り
、
関
係
地
方
公
共
団
体
か
ら
出
資
等
の
形

で
資
金
投
入
を
得
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

こ
う
し
た
考
え
は
、
本
州
と
四
国
を
連
絡
す
る
道
路
を

建
設
し
よ
う
と
す
る
際
に
も
適
用
さ
れ
、
昭
和
四
五
年
本

州
四
国
連
絡
橋
公
団
法
が
制
定
さ
れ
、
同
公
団
が
設
立
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
も
都
市
高
速
道

路
と
同
様
、
基
本
計
画
指
示
方
式
を
採
る
が
、
代
替
交
通

機
関
が
道
路
の
機
能
を
有
す
る
船
舶
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

等
の
理
由
で
、
料
金
に
つ
い
て
は
一
般
有
料
道
路
と
同
様

便
益
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
o

(道
路
局
有
料
道
路
課
)
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一
は
じ
め
に

大
阪
府
は
、
我
が
国
の
中
央
部
や
や
西
寄
り
に
位

置
し
、
南
北
約
八
六
如
、
東
西
約
二
〇
蝿
と
南
北
に

細
長
く
、
淀
川
と
大
和
川
の
堆
積
作
用
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た

｢大
阪
平
野
｣
が
府
域
の
大
半
を
占
め
て
お

り
、
北
部
は
北
摂
、
東
南
部
一
帯
は
生
駒
･
金
剛
･

和
泉
の
各
山
地
に
囲
ま
れ
、
西
部
は
大
阪
湾
に
望
ん

で
い
ま
す
。

古
く
か
ら
商
業
の
町
と
し
て
栄
え
た
大
阪
は
、
戦

後
高
度
経
済
成
長
の
中
で
工
業
活
動
が
活
発
と
な
り
、

日
本
で
も
有
数
の
商
工
業
都
市
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
社
会
経
済
活
動
の
変
動
は
、
都

市
圏
･
通
勤
圏
の
拡
大
、
流
通
形
態
の
変
化
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
車
は
、
産
業
、
生
活

手
段
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

道
路
の
維
持
管
理
に
つ
い
て
も
社
会
環
境
や
経
済
活

動
の
変
化
を
意
識
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
道
路
に
対

し
て
求
め
ら
れ
る

｢安
全

･
安
心
｣
の
ニ
ー
ズ
を
、

今
後
ど
う
確
保
し
て
い
く
か
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

二

道
路
現
況
と
安
全
対
策

大
阪
府
の
管
理
道
路
は
、
一
般
国
道
が
一
五
路
線

三
三
四
･三
如
、
主
要
地
方
道
が
四
七
路
線
七
八
二
･

五
如
、
一
般
府
道
が
一
四
八
路
線
五
七
0
･
六
虹
で
、

道行セ 98.7

総
合
計
は
二
一
〇
路
線
一
、
六
八
七
･
四
虹
と
な
っ

7
′

て
お
り
、
府
内
の
都
市
部
に
お
け
る
一
般
道
路
網
は
、
7

主
要
な
道
路
が
概
ね
格
子
状
に
交
差
し
て
お
り
、
三

大
環
状
道
路
が
中
心
と
な
っ
て
南
北
軸
と
東
西
軸
が

結
ば
れ
て
い
ま
す
。
周
辺
道
路
や
近
隣
府
県
を
連
絡

す
る
山
間
部
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
都
市
の
ド
ー
ナ

ツ
化
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
交

通
需
要
は
ま
す
ま
す
多
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
道
路
に
つ
い
て
は
維

持
管
理
が
十
分
行
き
届
い
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実

情
で
あ
り
、
特
に
防
災
面
に
関
し
て
は
昭
和
四
〇
年

代
の
構
造
物
が
老
朽
化
し
て
き
て
い
る
な
ど
、
か
な

り
危
険
な
状
態
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
平
成
八
年
度

に
行
っ
た
道
路
防
災
総
点
検
結
果
で
は
、
大
阪
府
内

の

『要
対
策
』
箇
所
は
四
三
八
箇
所

(平
成
一
〇
年

六
月
一
日
現
在
)
に
も
及
び
、
そ
の
対
策
必
要
概
算

額
は
六
九
億
円
を
超
え
る
も
の
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

し
か
し
、
近
年
の
国
の
道
路
防
災
予
算
枠
の
動
向
と

府
の
財
政
事
情
を
考
え
る
と
、
今
回

『要
対
策
』
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
全
箇
所
の
対
策
を
早
急
に
着
手
す

る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
｢危
険
を
放
置
し
な
い
｣
｢重
要

路
線
は
高
い
安
全
性
を
確
保
す
る
｣
の
観
点
か
ら
、

『要
対
策
』
箇
所
に
種
々
の
要
素
を
考
慮
し
て
優
先

順
位
を
設
け
、
こ
れ
に
沿
っ
た
管
理
･
対
策
方
針
に

よ
り
、
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
及
び
防
災
対
策
事
業
を
進

防災カルテを活用したパトロール体制の確立く大阪府)
- - ｢道路防災パトロールマニュアル｣の運用と課題 - -



め
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
今
回
作
成
し
た

『道
路
防
災

パ
ト
ロ
ー
ル
マ
ニ
ュ
ア
ル
』
は
、
平
成
八
年
度
道
路

防
災
総
点
検
の
結
果
を
受
け
、
各
土
木
事
務
所
が
防

災
カ
ル
テ
に
基
づ
い
た
点
検
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

災
害
に
至
る
要
因
を
早
期
に
発
見
し
必
要
な
対
応
を

図
る
と
と
も
に
、
日
常
管
理
に
お
け
る
職
員
の
現
地

把
握
と
防
災
カ
ル
テ
の
活
用
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

三

道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
マ
ニ
ュ
ア
ル

ー

パ
ト
ロ
ー
ル
の
種
類
と
頻
度

本
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
点
検
対
象
と
点
検
時
期

及
び
方
法
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
は
防
災
カ
ル
テ

の
作
成
に
際
し
て
専
門
技
術
者
が
適
切
に
設
定
す
る

も
の
と
し
ま
す
。
ま
た
、
カ
ル
テ
の
運
用
に
つ
い
て

道
路
防
災
管
理
の
観
点
よ
り
、
以
下
の
よ
う
な
パ
ト

ロ
ー
ル
の
位
置
付
け
を
考
え
ま
し
た
。

①

年
次
一
斉
道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

(通
常
点
検

※
1
)

防
災
カ
ル
テ
を
作
成
し
た
全
箇
所
を
対
象
と

し
て
、
そ
の
安
定
度
の
経
年
的
変
化
を
追
跡
す

る
た
め
の
も
の
で
、
年
に
一
回

(秋
期
)
期
間

を
決
め
て
通
常
点
検
を
実
施
し
ま
す
。
(全
土
木

事
務
所
で
同
時
期
に
一
斉
に
行
う
)

一
斉
道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
…
毎
年
一
〇
月

下
旬

(最
終
週
の
月
曜
日
か
ら
一
週
間
)

②

定
期
道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

(通
常
点
検

※
1
)

原
則
と
し
て
三
カ
月
に
一
回
の
頻
度
で
、
危

険
度
の
高
い
対
象
施
設
に
対
し
て
定
期
的
に
通
･

常
点
検
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
平
成
八
年
度
の

点
検
に
お
い
て

『要
対
策
』
に
分
類
さ
れ
た
も

の
に
つ
い
て
実
施
し
ま
す
。

点
検
時
期
に
関
し
て
は
、
四
月
ー
六
月
、
七

月
-
九
月
、

一
〇
月
ー

一
二
月
、

一
月
か
ら
三

月
の
各
期
間
に
一
回
実
施
す
る
も
の
と
し
、
①

の

｢年
次
一
斉
道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
｣
実
施

月
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
も
っ
て
実
施
と
す
る
こ

と
と
し
ま
す
。

③

異
常
時
パ
ト
ロ
ー
ル

(簡
易
点
検

※
2
)

異
常
気
象

(豪
雨
･暴
風
等
)、
規
模
の
大
き

い
地
震
後
に
行
う
も
の
で
、
防
災
カ
ル
テ
を
作

成
し
た
全
箇
所
に
対
し
簡
易
点
検
を
実
施
し
ま

す
。
異
常
時
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施
は
各
土
木
事

務
所
の
適
切
な
判
断
の
も
と
に
行
う
も
の
と
し

ま
す
が
、
時
期
の
目
安
と
し
て
は
豪
雨
･
暴
風

等
後
、
震
度
4
以
上
の
地
震
後
等
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

※
1

通
常
点
検
!
･

箇
所
ご
と
の
防
災
カ
ル
テ
に
記
載
さ

れ
た

｢着
目
す
べ
き
変
状
｣
の
各
項
目

道路防災パトロールの年間実施計画 (例)

＼
春 期 夏 期 秋 期 冬 期

備 考
日
“

作優 日
~

RU 目
"

AU 目
"

ワ‘ 月QU 月QJ 明 日
"

n 目
"

12 日
"

11 日
“

り“ 目
^

QU

①一斉道路防災パトロール で△ n上
回
ク

1
ン

年
ラ

②定期道路防災パトロール e e ご
回
ク

3
ン

年

ラ

③異常時パトロール 、

鰔、

[平常時パトロール] 、

顱、
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※
2

全
て
に
つ
い
て
目
視
を
含
む
現
地
計
測

調
査
を
行
う
も
の
で
す
。

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
試
行
点
検
で
は
、

計
測
箇
所
や
写
真
撮
影
位
置
が
明
瞭
化

さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
条
件
の
も
と

に
二
○
-
三
〇
分
/
箇
所
の
点
検
時
間

(地
点
間
の
移
動
時
間
含
む
)
を
要
し

ま
し
た
。
一
班
当
た
り
の
現
場
点
検
作

業
時
間
を
四
時
間
程
度
と
す
る
と
、
一

日
当
た
り
の
点
検
箇
所
数
と
し
て
八

-

一
二
箇
所
/
日
/
班
程
度
が
見
込
ま

れ
ま
す
。

簡
易
点
検
!

点
検
に
際
し
て
状
況
の
定
量
把
握
を

行
う
た
め
、
防
災
カ
ル
テ
に
記
載
さ
れ

た

｢着
目
す
べ
き
変
状
｣
の
う
ち
で
特

に
注
意
す
べ
き
一
項
目
を
事
前
に
抽
出

し
、
点
検
箇
所
一
箇
所
当
た
り
一
項
目

の
点
検
を
行
う
も
の
で
す
。
な
お
、
抽

出
す
べ
き
一
項
目
に
つ
い
て
は
現
地
状

況
等
を
踏
ま
え
て
、
各
土
木
事
務
所
に

よ
り
判
断
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

点
検
準
備

①

点
検
ル
ー
ト
の
策
定
(
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
作
成
)

道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る
に
当
た

っ
て
、
点
検
対
象
箇
所

(防
災
カ
ル
テ
作
成
箇

所
)
が
管
内
の
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
容
易
に
探

せ
る
よ
う
に
、
事
前
に
点
検
箇
所
の
ル
ー
ト
マ

ッ
プ
を
準
備
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ル
ー
ト

マ
ッ
プ
は
管
内
図
、
1
/
2
5
0
0
0
地
形
図
、

1
/
2
5
0
0
都
市
計
画
図
、
或
い
は
森
林
基

本
図
等
を
用
い
て
作
成
し
、
図
面
は
最
新
の
地

形
図
を
使
用
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
特
に
、

点
検
対
象
の
概
略
の
形
状
･
状
況
と
位
置
を
確

定
す
る
た
め
の
目
印
と
な
る
よ
う
な
構
造
物
や

施
設
が
明
記
さ
れ
た
1
/
2
5
0
0
程
度
の
図

面
に
明
記
す
る
の
が
望
ま
し
く
、
点
検
時
の
車

両
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
明
記
し
て
お
く
と
、
現
場

作
業
を
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
は
効
果

的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

②

点
検
箇
所
の
位
置
目
印

点
検
対
象
箇
所
を
現
地
に
て
容
易
に
見
つ
け

出
す
こ
と
は
パ
ト
ロ
ー
ル
を
円
滑
に
行
う
上
で

重
要
と
な
る
た
め
、
ル
ー
ト
マ
ッ
プ
の
整
備
と
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点検箇所のプレート設置例

フットマークの設置例



あ
わ
せ
て
点
検
対
象
箇
所
に
は
プ
レ
ー
ト
の
設

防
災
カ
ル
テ
は

置
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
プ
レ
ー
ト
まる

①
点
検
地
点
の
位
置
や
状
況
の
コ
メ
ン
ト
を
記
載

A
4
判
サ
イ
ズ
程
度
と
し
、
点
検
対
象
箇
所
の

し
た
様
式
A

起
点
部
或
い
は
終
点
部
付
近
の
道
路
管
理
施
設

②
変
状
の
着
目
地
点
の
詳
細
状
況
を
記
載
し
た
様

に
設
置
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

式
B

A
4
判
サ
イ
ズ
程
度
と
し
、
点
検
対
象
箇
所
の

起
点
部
或
い
は
終
点
部
付
近
の
道
路
管
理
施
設

に
設
置
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

③

観
測
地
点
目
印

(フ
ッ
ト
マ
ー
ク
)

目
視
に
よ
る
観
測
の
場
合
、
同
一
箇
所
か
ら

の
状
況
観
測
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
な
る
た
め
、

路
上
や
路
肩
な
ど
に
観
測
地
点
を
示
す
マ
ー
キ

ン
グ
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
現
地
に
お
い

て
標
識
や
照
明
灯
な
ど
の
目
標
物
が
あ
る
場
合

は
そ
れ
ら
を
ポ
ン
チ
絵
に
図
示
し
目
印
と
し
ま

す
が
、
無
い
場
合
は
ス
プ
レ
ー
等
に
よ
る
マ
ー

キ
ン
グ
の
ほ
か
、
図
に
示
す
フ
ッ
ト
マ
ー
ク
を

観
測
地
点
に
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

(大
き
さ
は
、
の
卸
皿
程
度
)

3

防
災
カ
ル
テ
の
作
成

点
検
対
象
箇
所
内
に
お
い
て
、
着
目
す
べ
き
変
状

の
箇
所
を
現
地
及
び
防
災
カ
ル
テ
で
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
作
業
は
、
専
門
技
術
者
で
は

な
い
本
府
職
員
が
点
検
対
象
箇
所
を
漠
然
と
計
測
し
、

か
つ
目
視
に
よ
り
点
検
す
る
こ
と
か
ら
、
変
状
の
状

況
を
よ
り
定
量
的
に
把
握
し
て
い
こ
う
と
す
る
た
め

に
は
、
防
災
カ
ル
テ
の
作
成
段
階
よ
り
十
分
な
検
討

を
行
い
つ
つ
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
点
検
結
果
を
記
載
し
た
様
式
C

の
三
種
類
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

= 斜面地の例 :点検箇所までの道順の明記、 はしご等必要備品の要 ･不要

　　
　
　　　　　

;瀬
　
　

　　　
　

　　
　
　

･

…

=
}

(2) 構造物の例 :立体的なポンチ絵を利用し、 現地でのイメージとする
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(1) 防災カルテ様式 B の記載例

崖 面 状 況 の観 察 状 況 斜 面上 部 の 変 状 観 察 自然斜面内の変状の着目点

様
式
B
の
記
載
例

.濶離陰 鬮 .'騨

-'圓孃
薑

嚢鏑漱徐
露岩にマーキング 6

嚢騨騨複数“鷲菱鰯
.鬮 鬘 圓

･
-興趣蝨
鰺

コンクリ-ト

祁各標識

メ ＼＼きこーも乙

苅 ~ ““
も

孃露鬮“;榊騨
l

'

"

-
′
雙翳受

{

騨

て

“'‘" 繊
- 軽 ,、

′

、

',押そ
翳そ

･
.･
◆

留

意
点

道路に面する無処理の切土法面や自然崖面では、 変状の
進行状況を定量的に把握するのが難しい。

マーキングの方法としては、 崖面に直接スプレー等によ
り行わざるを得ず、 マーキング箇所の状況を定期的に点検
し、 その状況を観察する。 判断としては、 礫の剥離による
マーキングの欠損が一つの目安となる。

この様に壁面の状況観察では、 見るべき箇所を特定し経

済的に変化を追跡するのが重要である。
なお、 降雨等によりマーキングが薄くなった場合には再

マーキングを行い、 状況写真 (再マーキング前後) を添付
する。

切土法面等の上部における変状では、 点検時の安全確保
の観点より、 下部の道路面から見上げる形での点検が主体

とならざるを得ない。
この場合、 観察が遠景的になるため観察地点にフットマ

ークを設け同一箇所からの状況観察を行うことが重要とな

る。
フットマークは路上にスプレー等のマーキングで行い、

標式や街灯等の目標物との位置関係を明確とする。

自然斜面内の馨面 (滑落屋) 箇所では、 杭等の設置を行

い定量的な挙動観察を行うのが望ましい。



(2) 防災カルテ様式Bの記載例

様
式

B
の
記
載
例

吹付コンクリートのクラック

己
′綾

′

リ鰹 讓 鬘
隧 鬮 --覊 讓讓癩錫

熟筏"鞄易 輪嚢讓協嚢麦繊麗騨

"嶬子火/＼＼＼クラ "
“も′マーキング

/ ^丁ヘーノ

6
コンクリ-ト瘢

落石防止柵背面の土砂流出

鵞
褻翳群‐ム

圓窮離嚢隷釀'
-r

~

′‐灘
繊麗灘鯵識讓,･′競う怨寧 #、. で･ 【

鰄蝨解&嫌み鑽教.…-- ,一望騨嚢

、

泌く
鬮

糯
ぼ

* 臟嚢

“朧榊 瀞
柵)

基 礎 部 の 先 堀

“ 窿

減れ･嚢 騨電離鞭騨劇職.･′

鰯"嬢鬘壤嚢鬮

コンクリート擁壁

コンクリート

＼
.多マーキング

"
岩
ノノ6

コンクリ

留
意

点

吹付コンクリートのクラック発生箇所では、 マーキング
による状況観察と同時に測定用の釘を打鼓して、 その開き
を定量的に測定するのが望ましい。

落石防止柵背面の土砂堆積状況については、 現状のマー

キングを行い、 新期流出土砂の有無につし、てチェックする。
また、 代表地点を選定し定量的に堆積土砂を把握できる

ような測定を設けるのが望ましい。
なお、 柵背面に土砂が堆積している場合、 雑草の繁殖に

より観察しずらい状況にあるため、 点検時には雑草の刈り

取りを行い状況把握できるよう努める必要がある。

擁壁や橋梁基礎部の先堀については、 状況観察が主たる
点検となるため、 着目箇所を特定することが必要である。



(3) 防災カルテ様式 B の記載例

擁 壁 天 端 の ク ラ ッ ク 挑発面のクラック ･腹み 路 面 の ク ラ ッ ク

様
式

B
の
記
載
例

も 〆

灘 , ,勃 逐
も為

〆 翔 糺'.た幼鞠.

嚢燃費“ ' '---一''

‘‐,賜う壤
圓′

鬘、′-

′
′リ

イ′ ‘
.･

U

フロンク総
一 ･li!

多勢′
' 物麹' ' ', 鵜■÷鬮
朧々盗,‐'と
蹴 れ,.

熟

議面図
は“
断賎礬“,

ささ"鰄選 鉋武義総事ミ＼＼ “いわ“ 蔦

朧 董穐九
~ い

"
. 鉤皺

謙れ
触
舷

,脇疑 ,

′
‐ “

′

339.9cm
32○O

295-9

も ま
'君
臨
＼、24.1 24.1

一 l-=

%⑧
法

専 一鳰

295-9

- 153‐8テ
ー

-

Iき
295-9

- 153‐8テ
ー

-

Iき

留
意

点

擁壁等構造物に生じたクラックに着目する場合には、 必
ず許測用の釘を打設する。

打設に際しては、 変状の進行方向を考慮して適切に打設

するのが勘要であり、 測定方法の詳細に関してポンチ絵等

で明記する。

同 左
着目すべき路面クラックには、 必ず測定用の釘を設置す

る。
点検時にはクラックを挟む釘間を測定するが、 測線上の

路側及びセンターに控えの釘を設置し、 測定釘が消失した

場合に再設置できるようにする。



4

パ
ト
ロ
ー
ル
報
告
と
対
策

道
路
課
へ
の
報
告
は
、
基
本
的
に
一
度

(年
度
に

お
け
る
最
終
点
検
後
)
と
し
、
対
策
の
緊
急
性
を
要

す
る
と
判
断
さ
れ
た
箇
所
に
つ
い
て
は
点
検
後
一
週

間
以
内
に
報
告
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

四

今
後
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
運
用
と
課
題

本
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
最
も
重

要
視
し
た
こ
と
は
パ
ト
ロ
ー
ル
内
容
と
そ
の
頻
度
で

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
各
土
木
事
務
所
ご
と
の
特
性

と
事
情
に
よ
り
マ
ニ
ュ
ア
ル
内
容
の
明
確
な
統
一
は

不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
｢原
則
｣
と
｢解
説
｣
と
に

書
き
分
け
る
な
ど
し
ま
し
た
が
、
や
は
り
運
用
面
は

各
土
木
事
務
所
に
委
ね
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
般

業
務
以
外
の
時
間
的
か
つ
人
員
的
な
協
力
は
、
本
マ

ニ
ュ
ア
ル
に
よ
る
道
路
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
体
制
の
確

立
の
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
と
も
に
、
危

険
箇
所
の
多
い
事
務
所
に
は
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
付

け
た

｢絞
り
込
み
｣
を
行
っ
て
も
ら
う
こ
と
も
重
要

な
作
業
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

今
後
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
結
果
を
対
策
予
算
要
求
上

の
参
考
資
料
に
す
る
と
同
時
に
、
運
用
上
必
要
と
考

え
ら
れ
る
箇
所
を
改
定
し
、
本
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
よ
り

充
実
し
た
も
の
に
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(大
阪
府
土
木
部
道
路
課
維
持
係
)
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調 査 結 果 一 覧 表
土木事務所様式- 2

門 施設管理番号
点検結果 (前回との差異の有無)

備 考

… … “ " " “ " “ ".･････
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調査箇所における変化の有無を即座に確認するために、 報告図書として ｢調査結果一覧表｣ を提出させることとした。



-丁

京
都
府
に
お
け
る
『地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
』
齢

京
都
府
土
木
建
築
部
道
路
建
設
課

一

は
じ
め
に

京
都
府
は
、
本
州
の
中
央
部
付
近
に
位
置
し
、
地

形
は
北
西
-
南
東
に
長
く
伸
び
、
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ

の
よ
う
な
形
を
し
て
い
ま
す
。
北
は
日
本
海
に
面
し
、

変
化
に
富
む
リ
ア
ス
式
海
岸
が
続
き
、
天
然
の
良
港

や
景
勝
地
を
形
づ
く
っ
て
い
ま
す
。
中
部
は
丹
波
高

原
と
呼
ば
れ
る
山
地
地
帯
が
広
が
り
、
そ
の
中
を
流

れ
る
桂
川
、
由
良
川
に
沿
っ
て
盆
地
や
河
岸
段
丘
が

み
ら
れ
ま
す
。
南
部
の
山
城
盆
地
は
、
桂
川
、
淀
川

(宇
治
川
)、
木
津
川
の
合
流
点
を
要
に
、
扇
状
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。
気
候
は
、
中
央
部
の
山
地
に
よ
り

南
部
と
北
部
で
大
き
く
異
な
り
ま
す
。
南
部
は
表
日

本
型
の
気
候
で
、
梅
雨
期
に
雨
量
が
多
く
、
冬
期
は

晴
天
が
続
く
の
に
比
べ
、
北
部
は
晩
秋
か
ら
冬
に
か

け
て
時
雨
や
降
雪
の
た
め
多
雨
多
雪
と
な
り
ま
す
。

京
都
は
、
古
く
か
ら
文
化
が
栄
え
て
き
ま
し
た
。

府
内
各
地
で
は
、
原
始
時
代
や
古
代
の
遺
跡
が
数
多

く
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
延
暦
一
三
年

(七
九
四
)

に
は
平
安
京
が
つ
く
ら
れ
、
そ
れ
以
来
明
治
維
新
ま

で
一
0
○
○
年
余
の
間
、
日
本
の
中
心
と
し
て
発
展

し
て
き
ま
し
た
。
京
都
府
が
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た

の
は
慶
応
四
年

(
一
八
六
八
)
の
こ
と
で
、
そ
の
時

は
山
城
国
一
国
で
し
た
が
、
そ
の
後
の
編
入
、
再
編

成
を
経
て
、
現
在
は
一
二
市
三
一
町
一
村
と
な
っ
て

い
ま
す
。

京
都
府
の
面
積
は
約
四
、
六
一
二
姉
で
、
国
土
の

約
一
･
二
%
を
占
め
て
い
ま
す
。
人
口
は
約
二
六
三

万
人

(平
成
七
年
国
勢
調
査
)
で
、
我
が
国
人
口
の

約
二
･
一
%
を
占
め
て
い
ま
す
。
府
域
の
人
口
分
布

は
、
約
八
割
が
京
都
市
を
含
む
南
部
地
域
に
集
中
し
、

府
域
面
積
の
約
七
五
%
を
占
め
る
中
･
北
部
地
域
は

約
二
割
と
い
う
不
均
衡
な
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

二

第
4
次
京
都
府
総
合
開
発
計
画

ー

地
域
整
備
の
課
題

本
府
で
は
、
地
形
が
南
北
に
細
長
い
た
め
、
京
都

市
か
ら
三
時
間
以
上
か
か
る
地
域
も
存
在
す
る
中
で
、

人
ロ
、
産
業
、
高
次
の
都
市
機
能
の
多
く
が
京
都
市

と
そ
の
近
郊
部
に
集
中
し
、
そ
の
他
の
地
域
で
は
、

地
域
を
支
え
る
産
業
の
停
滞
、
人
口
の
減
少
と
高
齢

化
に
直
面
し
、
所
得
や
経
済
構
造
に
も
地
域
間
の
格

差
が
見
ら
れ
ま
す
。

本
府
が
、
次
の
時
代
に
お
い
て
、
近
畿
圏
、
我
が

国
、
更
に
は
世
界
の
中
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、



ま
た
、
本
府
に
住
み
働
く
人
々
が
、
豊
か
で
充
実
し

る
た
め
に
は
、
迅
速
で
安
全
な
交
通
網
の
整
備
が
不

た
生
活
を
お
く
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
京
都

可
欠
で
す
。
こ
の
た
め
、
全
国
の
高
速
交
通
網
と
有

市
を
中
心
と
し
た
一
極
集
中
型
を
是
正
し
、
府
域
の

機
的
に
連
携
す
る
府
域
の
高
速
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

洛南連絡道路

と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

ま
す
。

本
府
の
各
地
域
は
、
自
然
的
条
件
や
社
会
的
条
件

が
大
き
く
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
長
い
歴
史

に
支
え
ら
れ
た
風
土
を
持
っ
て
い
ま
す
。
地
域
整
備

の
基
本
的
な
方
向
と
し
て
は
、
府
域
の
各
地
を
結
ぶ

広
域
的
な
高
速
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
構
築
の
上

に
立

っ
て
、
地
域
の
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
、
独
自
性

を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
ふ
さ
わ
し
い
地
域

整
備
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
地
域
の
手
に
よ
っ

て
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
立
性
の
高
い
地
域

圏
の
実
現
、
府
域
の
多
極
化
が
実
現
す
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
。

本
府
で
は
、
平
成
二
年
度
に
真
の
豊
か
さ
と
均
衡

あ
る
発
展
を
目
指
し
て

｢第
4
次
京
都
府
総
合
開
発

計
画
｣
を
策
定
し
、
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
京
都
府

社
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
描
き
、
様
々
な
施
策
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

　
　
　

　

さ痔癸

･

(
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高

2

の

t一丁

域

禰

府

ご

　
　　鰍

範

2

道
路
整
備
の
基
本
方
針
と

広
域
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

府
域
の
均
衡
あ
る
発
展
や
快
適
な
生
活
を
実
現
す



の

縦
貫
高
速
交
通
軸
の
整
備

府
域
の
高
速
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
を
目
指
し
、

南
北
に
貫
く
高
速
交
通
軸
を
整
備
し
、
そ
の
北
端
か

ら
京
都
市
ま
で
一
時
間
半
、
阪
神
地
域
ま
で
二
時
間

以
内
の
交
通
圏
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

②

全
国
の
高
速
交
通
網
と

つ
な
が
る
高
速
交
通
体
系
の
整
備

全
国
の
高
速
交
通
網
と
連
携
し
た
府
域
の
高
速
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
や
地

ン整備掬想

域
高
規
格
道
路
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
を
進
め

る
↓0③

高
速
交
通
軸
へ
の
ア
ク
セ
ス
網
の
整
備

高
速
交
通
軸
の
整
備
と
併
せ
て
、
ア
ク
セ
ス
道
路

網
の
整
備
を
進
め
、
府
域
の
最
も
遠
い
と
こ
ろ
で
も

概
ね
一
時
間
以
内
で
高
速
交
通
軸
へ
の
到
達
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
。

@

府
域
を
カ
バ
ー
す
る
道
路
網
の
整
備

地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
対
応
し
た
道
路
網
、

府
県
際
交
通
や
地
域
内
交
通
、
災
害
に
強
い
交
通
網
、

日
常
生
活
の
利
便
性
の
向
上
や
生
活
環
境
の
改
善
な

ど
を
図
る
生
活
道
路
網
の
整
備
を
進
め
る
。

⑤

ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に
対
応
し
た
道
路
の
整
備

渋
滞
の
解
消
や
都
市
内
で
の
ゆ
と
り
あ
る
道
路
空

間
の
整
備
、
府
内
各
地
の
自
然
･
文
化
･
歴
史
的
な

箇
所
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
等
を
図
る
。

ま
た
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を
活
か
し
、

府
域
を
網
羅
す
る
形
で
、
地
域
振
興
の
た
め
の
先
導

的
役
割
を
担
う
広
域
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
一
二
世
紀
の
京
都
の
礎
と
な
る
新
し

い
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と
が
第
4
次
京
都
府
総
合
開

発
計
画
の
基
本
戦
略
で
、
次
の
六
つ
の
広
域
的
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
て
い
ま
す
。

①
丹
後
リ
ゾ
ー
ト
整
備

②
北
近
畿
地
方
拠
点
都
市
地
域

③
京
都
中
部
地
域
整
備
構
想

④
京
都
半
環
状
都
市
ゾ
ー
ン
整
備
構
想

⑤
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
建
設

⑥
木
津
川
右
岸
地
域
整
備
構
想

道行セ 98.6 8 7

丹後リゾー

　　
　

　
　　　

　
　
　　
　で
-

京都府の広域的プロジェクト

三

地
域
振
興
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
そ
れ
を

支
援
す
る
道
路
事
業

建
設
省
で
は
従
来
よ
り
、
魅
力
と
活
力
あ
ふ
れ
る

地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
各
種
施
策
を
実
施
さ
れ
て

き
て
お
り
ま
す
。
平
成
八
年
度
か
ら
は
、
さ
ら
に
整

◎京都中部地域整備構想



備
を
進
め
る
こ
と
で
よ
り
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き

る
も
の
に
つ
い
て
重
点
投
資
を
行
う

｢地
域
活
性
化

促
進
道
路
事
業
｣
を
新
た
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

京
都
府
と
し
て
は
、
各
広
域
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

本
格
的
に
動
き
だ
し
た
こ
の
時
期
に
、
建
設
省
の
こ

の
よ
う
な
新
規
事
業
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
従

来
の
施
策
を
進
め
る
上
で
大
変
有
効
で
あ
る
と
考
え
、

大
き
な
期
待
を
寄
せ
て
お
り
ま
す
。

本
府
で
は
次
の
四
カ
所
を
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に

選
定
し
、
関
連
す
る
道
路
事
業
の
整
備
促
進
を
図
っ

て
お
り
ま
す
。

1

丹
後
リ
ゾ
ー
ト
整
備

①
目
的
･
内
容

当
地
域
は
、
日
本
三
景
天
橋
立
を
は
じ
め
と
す
る

風
光
明
婿
な
地
で
あ
り
、
歴
史
･
文
化
的
資
源
に
恵

ま
れ
た
地
域
で
す
。
京
阪
神
地
域
へ
の
近
接
性
を
活

か
し
、
未
来
の
余
暇
時
代
に
対
応
し
た
創
造
性
豊
か

な
四
季
型
･
回
遊
型
の
近
郊
リ
ゾ
i
ト
の
整
備
を
図

る
も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
舞
鶴
市
他
一
市
一
一
町

･
規
模
面
積

二
六
、
0
○
○
姫

③
地
域
活
性
化
の
効
果

住
民
生
活
基
盤
の
充
実
強
化
、
地
場
産
業
の
振
興

な
ど
、
総
合
的
な
地
域
づ
く
り
に
よ
り
地
域
の
振
興

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

④
重
点
施
策
事
業

･
丹
後
あ
じ
わ
い
の
郷

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
村
風
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
総
面

積
は
三
四
娩
の
農
村
型
リ
ゾ
ー
ト
公
園
で
、
平
成
一

〇
年
四
月
に
開
園
し
ま
し
た
。
牧
場
で
の
羊
や
ポ
ニ

ー
と
の
触
れ
合
い
、
手
作
り
食
品
工
房
、
地
域
の
山

の
幸
･
海
の
幸
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
、
魅
力
あ
ふ
れ
る

｢ふ
る
さ
と
丹
後
｣
が
体
験
で
き
ま
す
。

･
丹
後
リ
ゾ
ー
ト
公
園

美
し
い
海
や
高
原
を
は
じ
め
と
す
る
豊
か
な
自
然

慾豊
　　　　　

さと 目丹後あじわいの郷
然

と
歴
史
･
伝
統
等
の
地
域
特
性
を
活
か
し
た
公
園
と

し
て

｢自
然
と
共
生
｣、
｢知
的
･
文
化
的
リ
ゾ
ー
ト

の
実
現
｣
を
目
指
し
て
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(補
助
国
道
)

綾
部
宮
津
道
路

(
一
般
国
道
四
七
八
号
)

綾
部
宮
津
道
路
は
、
高
規
格
幹
線
道
路
｢京
都
縦

貫
自
動
車
道
｣
(京
都
市
-
宮
津
市
、
延
長
約
一
〇
〇

如
)
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
、
綾
部
市
と
宮
津

市
を
結
ぶ
全
長
約
二
五
如
の
道
路
で
、
京
都
府
道
路

公
社
が
整
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
の
京
都
縦
貫
目

綾部宮津道路

88 道イテセ 98 ,6



動
車
道
は
、
京
都
市
方
面
か
ら
の
メ
イ
ン
ア
ク
セ
ス

と
し
て
時
間
距
離
を
飛
躍
的
に
短
縮
し
、
ま
た
、
圏

域
間
の
連
絡
路
と
し
て
の
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
と

期
待
さ
れ
ま
す
。

比
治
山
バ
イ
パ
ス

(
一
般
国
道
三
三
一号
)

(地
方
道
)

主
要
地
方
道

網
野
岩
滝
線

2

中
部
振
興
拠
点
地
域
整
備

①
目
的
･
内
容

京
阪
神
都
市
圏
に
近
接
し
て
い
る
立
地
特
性
を
活

か
し
、
｢複
合
中
軸
都
市
ゾ
ー
ン
｣、
｢高
原
都
市
ゾ
ー

ン
｣、
｢自
然
文
化
生
活
ゾ
ー
ン
｣
の
整
備
を
行
い
、

地
域
内
の
様
々
な
機
能
を
連
携
･
分
担
す
る
こ
と
に

よ
る
自
立
的
、
魅
力
的
な
活
力
あ
る
地
域
の
形
成
を

図
る
も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
亀
岡
市
他
八
町

･
規
模
面
積

三
九
、
0
0
0
如

③
地
域
活
性
化
の
効
果

特
色
あ
る
研
究
開
発
、
産
業
機
能
の
誘
致
･
整
備
、

自
然
を
活
か
し
た
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
の
充

実
、
都
市
近
郊
型
農
林
業
の
振
興
な
ど
に
よ
り
、
地

域
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

④
重
点
施
策
事
業

･
日
吉
ダ
ム

(地
域
に
開
か
れ
た
ダ
ム
)

･
府
民
の
森

日
吉
ダ
ム
は
、
洪
水
調
節
や
利
水
な
ど
の
大
き
な

役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
地
域
に
開
か
れ
た
ダ
ム

と
し
て
、
水
や
ダ
ム
に
関
す
る
展
示
学
習
ス
ペ
ー
ス

な
ど
も
備
え
、
｢府
民
の
森
｣を
は
じ
め
周
辺
の
恵
ま

れ
た
自
然
を
活
か
し
た
公
園
な
ど
多
彩
な
施
設
も
整

備
し
、
地
域
の
活
性
化
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

･
京
都
中
央
テ
ク
ノ
パ
ー
ク

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(直
轄
国
道
)

丹
波
拡
幅

(
一
般
国
道
九
号
)

京
都
縦
貫
自
動
車
道
丹
波
イ
ン
タ
ー
に
直
結
す
る

ア
ク
セ
ス
道
路
で
あ
り
、
拠
点
整
備
に
よ
り
増
大
が

予
想
さ
れ
る
交
通
量
に
対
応
し
、
本
圏
域
へ
の
円
滑

な
交
通
流
入
に
寄
与
し
ま
す
。

和
知
バ
イ
パ
ス

(
一
般
国
道
二
七
号
)

本
圏
域
内
を
東
西
方
向
に
連
絡
す
る
主
要
幹
線
道

路
で
あ
る
と
と
も
に
、
由
良
川
を
利
用
し
た
リ
ゾ
ー

ト
ソ
ー
ン
ヘ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
と
し
て
の
機
能
を
発

揮
し
、
圏
域
の
一
体
的
整
備
に
寄
与
し
ま
す
。

(補
助
国
道
)

天
引
道
路

(
一
般
国
道
三
七
二
号
)

(地
方
道
)

主
要
地
方
道

園
部
平
屋
線

道イテセ 98.6 89

3

関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
建
設

①
目
的
･
内
容

豊
か
な
自
然
･
歴
史
･
文
化
的
環
境
に
恵
ま
れ
た

京
阪
奈
丘
陵
に
お
い
て
、
産
･
官
･
学
の
密
接
な
連

携
の
も
と
に
、
二
一
世
紀
を
目
指
し
、
国
際
化
･
高

度
情
報
化
に
対
応
し
た
文
化
学
術
研
究
の
中
枢
を
担

う
パ
イ
ロ
ッ
ト
モ
デ
ル
都
市
を
建
設
す
る
と
と
も
に
、

魅
力
あ
る
居
住
環
境
、
都
市
環
境
の
創
造
を
目
指
す

国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
京
田
辺
市
他
二
町

(京
都
府
域
)



大師ガス

関西文化学術研究都市
(精華 ･西木津地区)

･
規
模
面
積

七
、
四
〇
0
m

③
地
域
活
性
化
の
効
果

大
阪
府
城
、
奈
良
県
域
と
の
機
能
分
担
を
図
り
な

が
ら
、
京
都
府
、
近
畿
圏
域
、
更
に
は
我
が
国
の
文

化
･
学
術
･
研
究
の
向
上
、
創
造
的
な
産
業
技
術
の

開
発
、
う
る
お
い
と
活
力
に
満
ち
た
自
立
性
の
あ
る

地
域
社
会
の
形
成
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

④
重
点
施
策
事
業

･
府
立
農
業
資
源
研
究
セ
ン
タ
ー

･
勤
労
体
験
プ
ラ
ザ

(仮
称
)

若
年
者
か
ら
中
高
年
齢
ま
で
幅
広
い
対
象
に
職
業

の
歴
史
的
変
遷
や
社
会
へ
の
貢
献
、
職
務
内
容
な
ど

を
わ
か
り
や
す
く
、
楽
し
く
理
解
で
き
る
展
示
･
体

験
を
中
心
と
し
て
施
設
。

･
国
立
国
会
図
書
館
関
西
館

(仮
称
)

ニ
ュ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
最
大
限
に
活
用
し
、
国

立
国
会
図
書
館
本
館
と
有
機
的
に
つ
な
が
り
を
持
つ
、

総
合
的
な
文
献
情
報
提
供
セ
ン
タ
ー
、
図
書
館
協
力

の
拠
点
施
設
。

･
光
量
子
科
学
セ
ン
タ
ー

(仮
称
)

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(直
轄
国
道
)

京
奈
道
路

(
一般
国
道
二
四
号
)

第
二
京
阪
道
路

(
一
般
国
道
一
号
)

関
西
国
際
空
港
･
京
都
市
等
と
の
ア
ク
セ
ス
機
能

を
有
す
る
と
と
も
に
、
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市
の

9 0 道行セ 98,6
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骨
格
と
な
る
主
要
幹
線
道
路
で
あ
り
、
各
ク
ラ
ス
タ

右
岸
運
動
公
園
を
中
心
と
し
て
広
域
的
な
ス
ポ
ー
ツ
･

ー
間
を
有
機
的
に
接
続
す
る
な
ど
、
圏
域
の
一
体
的

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
の
形
成
を
図
る
と
と
も

整
備
に
寄
与
し
ま
す
。

に
、
良
好
な
都
市
環
境
の
整
備
を
行
い
魅
力
あ
る
新

(補
助
国
道
)

都
市
軸
の
形
成
、
地
域
の
活
性
化
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

山
城
大
橋

(
一
般
国
道
三
〇
七
号
)

④
重
点
施
策
事
業

山
城
大
橋

(
一
般
国
道
三
〇
七
号
)

(地
方
道
)

主
要
地
方
道

八
幡
木
津
線

4

木
津
川
右
岸
新
都
市
軸
形
成
ゾ
ー
ン
整
備

①
目
的
･
内
容

第
二
名
神
高
速
道
路
や
関
西
文
化
学
術
研
究
都
市

の
建
設
と
連
携
し
つ
つ
、
木
津
川
右
岸
の
東
部
丘
陵

地
に
お
い
て
、
既
成
市
街
地
や
周
辺
地
域
に
お
け
る

再
開
発
等
を
進
め
る
と
と
も
に
、
京
阪
神
地
域
の
ニ

ー
ズ
に
応
え
る
保
養

･
ス
ポ
ー
ツ
･
レ
ジ
ャ
ー
機
能

を
兼
ね
備
え
た
ゾ
ー
ン
で
あ
り
、
木
津
川
右
岸
運
動

公
園

(仮
称
)
を
核
と
し
、
府
立
山
城
総
合
運
動
公

園
等
の
近
隣
公
園
と
一
体
と
な
り
、
総
合
的
な
ス
ポ

ー
ツ
･
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ゾ
ー
ン
の
形
成
を
図
る

も
の
で
す
。

②
所
在
地
･
規
模

･
宇
治
市
他
一
市
四
町

･
規
模
面
積

二
七
、
0
0
o
m

③
地
域
活
性
化
の
効
果

新
し
い
国
土
軸
を
形
成
す
る
第
二
名
神
高
速
道
路

の
沿
線
に
位
置
す
る
地
域
特
性
を
活
か
し
、
木
津
川

･
木
津
川
右
岸
運
動
公
園

(仮
称
)

⑤
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(直
轄
国
道
)

第
二
京
阪
道
路

(
一
般
国
道
一
号
)

京
都
第
二
外
環
状
道
路

(
一
般
国
道
四
七
八
号
)

(地
方
道
)

主
要
地
方
道

宇
治
木
屋
線

京
都
府
南
部
地
域
及
び
奈
良
･
三
重
県
方
面
等
周

辺
の
広
域
的
な
地
域
か
ら
圏
域
内
の
施
設
へ
の
ア
ク

セ
ス
道
路
と
し
て
機
能
し
、
交
通
の
利
便
性
が
向
上

し
ま
す
。

四

こ
れ
か
ら
の
京
都
府
の
道
路

西
暦
二
〇
〇
〇
年
を
目
標
年
次
と
し
た
第
4
次
京

都
府
総
合
開
発
計
画
が
い
よ
い
よ
総
仕
上
げ
の
段
階

を
迎
え
て
い
ま
す
。
人
々
の
価
値
観
が
多
様
化
し
、

ゆ
と
り
を
求
め
、
環
境
を
重
視
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
が
思
考
さ
れ
る
中
、
真
の
豊
か
さ
と
均
衡
あ
る
発

展
を
目
指
し
、
交
通
体
系
の
整
備
、
地
域
産
業
の
振

興
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
事
業
を
推
進
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
計
画
の
最
重
要
課
題
で
あ
る

府
域
を
南
北
縦
貫
交
通
軸
に
つ
い
て
は
着
実
に
整
備

が
進
み
、
高
速
道
路
延
長
は
昭
和
六
二
年
の
二
九
如

9

か
ら
平
成
九
年
度
末
に
は
一
三
0
m
に
伸
び
ま
し
た
。
6

こ
れ
に
よ
り
、
自
動
車
で
府
域
を
南
北
に
縦
断
す
る

セ

時
間
距
離

(京
都
市
ー
宮
津
市
間
)
も
三
時
間
か
ら

断

二
時
間
三
〇
分
、
将
来
的
に
は
半
分
の
一
時
間
三
〇

分
に
短
縮
さ
れ
、
地
域
の
活
性
化
が
一
層
促
進
さ
れ

る
も
の
と
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
海

岸
側
に
は
高
速
道
路
の
空
白
地
帯
が
残
り
、
そ
れ
を

埋
め
る
鳥
取
豊
岡
宮
津
自
動
車
道
の
整
備
な
ど
ま
だ

課
題
も
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
年
度
か
ら
は
、
｢新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
｣が

始
ま
り
ま
す
。
京
都
府
に
お
い
て
も
、
今
後
の
社
会

経
済
動
向
を
踏
ま
え
、
人
や
物
の
交
通
を
よ
り
便
利

に
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
や
環
境
に
配
慮
し
た
、
豊

か
で
安
心
･
安
全
な
道
路
づ
く
り
を
目
指
し
て
お
り

ま
す
。
二
一
世
紀
の
京
都
の
道
づ
く
り
の
新
し
い
道

路
施
策
と
し
て
、
①
北
へ
南
へ
、
府
域
の
モ
ビ
リ
テ

ィ
の
向
上
、
②
個
性
を
活
か
し
た
快
適
で
活
力
あ
る

地
域
づ
く
り
へ
の
支
援
、
③
豊
か
で
安
心
･
安
全
な

質
の
高
い
社
会
･
生
活
環
境
の
形
成
の
三
つ
の
方
針

で
進
め
る
べ
く
検
討
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
と
も
、

｢や
さ
し
く
て
、
た
く
ま
し
い
地
球
時
代
の
京
都
｣

を
目
指
し
て
、
計
画
的
な
道
路
整
備
の
促
進
に
一
層

努
力
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。



6 5

20 5

月
･
日

世
界
の

動

き

○
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ハ
ビ
ビ
新
大
統
領
が
、
閣
僚
名
簿
を
発
表
、

新
内
閣
が
発
足
し
た
。
ス
ハ
ル
ト
前
大
統
領
の
長
女
シ
テ
ィ
･
ハ

ル
デ
ィ
ヤ
ン
テ
ィ
前
社
会
相
は
閣
外
へ
去
っ
た
も
の
の
、
ス
ハ
ル

ト
時
代
の
有
力
者
中
心
と
な
っ
た
。

○
パ
キ
ス
タ
ン
が
イ
ン
ド
に
対
抗
し
て
西
部
バ
ル
チ
ス
タ
ン
州
チ

ャ
ガ
イ
丘
陵
で
初
の
地
下
核
実
験
を
実
施
。
引
き
続
き
三
〇
日
に

二
度
目
の
核
実
験
を
実
施
、
イ
ン
ド
と
同
等
の
核
開
発
能
力
の
あ

る
こ
と
を
示
し
た
。

○
中
国
の
傳
志
裏
鉄
首
相
が
北
京
で
の
記
者
会
見
で
、
鉄
道
建
設

に
今
後
五
年
で
過
去
最
大
の
二
、
五
〇
〇
億
元

(約
四
兆
二
、
五

〇
〇
億
円
)
を
投
資
す
る
と
述
べ
た
。
北
京
-
上
海
を
結
ぶ
高
速

鉄
道
一
、
三
〇
〇
キ
ロ
の
着
工
は
二
〇
〇
〇
年
が
目
標
。

○
ド
イ
ツ
北
部
の
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
エ
シ
ェ
デ
で
、
ミ
ュ

ン
ヘ
ン
発
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
き
の
ド
イ
ツ
鉄
道
の
超
高
速
列
車

｢イ

ン
タ
ー
シ
テ
ィ
ー
･
エ
ク
ス
プ
レ
ス

(I
C
E
)
が
脱
線
、
一
部

の
車
両
が
橋
脚
に
激
突
し
た
。
五
日
ま
で
に
九
五
人
の
死
者
が
確

認
さ
れ
た
。

○
英
国
の
防
衛
機
器
大
手
の
ビ
ッ
カ
ー
ス
が
、
子
会
社
の
ロ
ー
ル

ス
ロ
イ
ス
･
モ
ー
タ
ー
ズ

(R
R
M
C
)
を
独
自
動
車
大
手
の
フ

ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン

(V
W
)
に
売
却
か
る
こ
と
を
決
め
た
。

○
主
要
七
ヵ
国
と
ア
ジ
ア
太
平
洋
諸
国
の
蔵
相
･
中
央
銀
行
総
裁

代
理
級
会
合
が
、
東
京
都
内
で
開
か
れ
、
日
本
の
金
融
シ
ス
テ
ム

の
健
全
性
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
世
界
経
済
全
体
の
た
め
に
極
め

て
重
要
だ
、
と
す
る
共
同
声
明
を
発
表
。

事

項

6 5

鰡
月
･
日

国
内
の
動

き

0
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
実
行
犯
と
さ
れ
、
計
六
事
件
で
殺
人
や

逮
捕
監
禁
致
死
な
ど
の
罪
に
問
わ
れ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
元
幹
部
、

林
郁
夫
被
告

(五
一)
に
対
し
、
東
京
地
裁
が
、
求
刑
通
り
無
期

懲
役
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

○
総
務
庁
の
労
働
力
調
査
で
、
四
月
の
完
全
失
業
率
が
、
四
･
一

%

季̂
節
調
整
値
)
と
、
現
行
調
査
開
始
の
一
九
五
三
年
以
降
最

悪
だ
っ
た
前
月
を
0
･
二
ポ
イ
ン
ト
上
回
り
、
三
ヵ
月
連
続
で
記

録
を
更
新
し
た
。
四
%
の
大
台
は
初
め
て
。

○
自
民
、
社
民
、
さ
き
が
け
の
三
党
首
会
談
が
国
会
内
で
開
か
れ
、

一
九
九
四
年
以
来
の

｢自
社
さ
三
党
体
制
｣
が
幕
を
閉
じ
た
。

○
三
月
か
ら
五
月
の
平
均
気
温
が
全
国
で
平
年
を
上
回
り
、
約
九

割
の
地
点
で
観
測
史
上
最
高
に
達
し
た
。
気
象
庁
の
統
計
に
よ
る

と
、
平
年
よ
り
東
京
都
心
で
一
･
九
度
、
大
阪
市
二
･
五
度
な
ど

北
海
道
、
東
北
、
関
東
の
一
部
地
域
を
除
い
て
ほ
ぼ
二
度
以
上
高

か
っ
た
。

○
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
が
参
議
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
。

二
〇
〇
一
年
か
ら
の
一
府
一
一
一県
省
庁
体
制
を
目
指
し
て
政
府
は

関
連
法
案
づ
く
り
を
始
め
る
。

○
厚
生
省
の

｢
一
九
九
七
年
人
ロ
動
態
統
計
｣
に
よ
る
と
、
合
計

特
殊
出
生
率
は
過
去
最
低
の
一
･
三
九
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は

九
五
年
の
一
･
四
二
が
最
低
。

○
経
済
企
画
庁
の
国
民
所
得
統
計
速
報
に
よ
る
と
、
一
九
九
七
年

度
の
国
民
総
生
産

(G
D
P
)
は
、
物
価
変
動
分
を
除
い
た
実
質

で
前
年
度
比
で
○
･
七
%
減
と
な
っ
た
。
日
本
経
済
が
年
度
で
マ

イ
ナ
ス
成
長
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
次
石
油
危
機
の
七
四
年
度
の

○
･
五
%
減
以
来
。

事

項

6 5 月
･
日

道
路
行
政
の
動

き

○
高
速
自
動
車
国
道
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
国
会
で
可

決
成
立
。
六
月
三
日
公
布
さ
れ
た
。

○
新
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
、
積
雪
寒
冷
特
別
地
域
道
路
交
通
確

保
五
箇
年
計
画
及
び
奥
地
等
産
業
開
発
道
路
整
備
計
画
が
閣
議
決

定
さ
れ
た
。

○
一
般
国
道
二
四
六
号
赤
坂
見
附
地
下
駐
車
場
供
用
。

○
環
境
影
響
評
価
法
に
関
す
る
省
令
が
公
布
、
施
行
さ
れ
た
。

○
一
般
国
道
三
七
号
白
鳥
大
橋

(北
海
道
室
蘭
市
)
開
通
。
東
日

本
最
長
の
吊
り
橋
で
全
長
一
、
三
八
0
m
o

o
地
域
高
規
格
幹
線
道
路
を
追
加
指
定
。
候
補
路
線
と
し
て
三
五

路
線
、
計
画
路
線
と
し
て
五
四
路
線

(延
長
約
一
、
五
九
〇
虹
)

が
追
加
指
定
さ
れ
た
。

事

項
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今
月
号
で
本
欄
も
百
回
に
な
っ
た
。
編
集
雑
記
と

名
付
け
た
以
上
、
そ
の
号
の
内
容
に
あ
わ
せ
た
時
事

,

す
じ

や
身
辺
の
雑
感
を
書
く
の
が
筋
だ
ろ
う
。
創
刊
時
に

は
そ
の
心
構
え
で
い
た
。
が
、
号
を
重
ね
る
に
従

っ

て
翌
月
号
の
目
次
を
見
る
の
が
、
印
刷
寸
前
と
い
う

状
態
が
続
い
た
。
こ
ん
な
と
き
で
も
目
次
の
ゲ
ラ
を

見
な
が
ら
、
雑
記
を
う
ま
く
ま
と
め
る
の
が
本
筋
と

い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
器
用
な
真
似
は
と
て
も

出
来
な
い
と
思
っ
て
い
る
う
ち
、
編
集
雑
記
と
い
う

題
名
が
重
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
結
果
と

し
て
百
回
の
う
ち
雑
記
的
な
記
事
が
約
三
○
編
、
易

の
話
が
約
七
○
編
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
標
題
か
ら

み
れ
ば
羊
頭
狗
肉
の
誹
り
は
免
か
れ
得
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
言
え
ば
こ
の
種
の
標
題
は
、
余
満
、
イ
ン
ク
壷
、

等
々
内
容
に
制
約
を
与
え
な
い
よ
う
な
配
慮
が
し
て

あ
る
。
成
る
ほ
ど
と
思
っ
た
が
今
更
ど
う
し
よ
う
も

な
い
。
想
え
ば
創
刊
号
編
集
会
議
の
と
き
、
!
刊
行

を
引
き
受
け
た
か
ら
に
は
何
か
を
書
か
ね
ば
、
ー
と

の
気
負
っ
た
気
持
が
編
集
雑
記
と
い
う
四
文
字
に
表

れ
た
よ
う
で
、
八
年
前
の
本
紙
創
刊
の
頃
が
何
と
も

懐
か
し
い
。

さ
て
、
本
欄
連
載
中
、
二
つ
の
ご
指
摘
を
受
け
て

い
る
。
一
つ
は
、
蹄
野
の
文
章
で
、

i
弧
状
に
見
え
る
地
平
線
や
水
平
線
は
、
本
当
に

地
球
の
丸
さ
を
表
し
て
い
る
の
か
。
巨
大
な
地
球

の
円
弧
を
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
の
人
間
が
視

認
で
き
る
の
か
。
地
球
は
丸
い
と
教
え
込
ま
れ
て

来
た
か
ら
、
無
意
識
の
う
ち
に
中
高
の
球
面
に
見

え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
錯
覚
で
は
な
い
の

か
。
若
し
錯
覚
で
な
い
と
す
れ
ば
、
中
世
以
前
の

人
々
は
な
ぜ
地
球
は
丸
い
と
言
わ
な
か
っ
た
の
か
、

と
書
い
た
ら
、
読
者
か
ら
そ
れ
は
錯
覚
で
は
な
い
と

の
お
電
話
を
い
た
だ
い
た
。
水
平
線
や
地
平
線
の
両

端
が
下
が
っ
て
見
え
る
の
は
事
実
だ
し
、
そ
れ
は
計

算
式
で
証
明
で
き
る
と
言
わ
れ
た
。
面
白
い
記
事
に

な
る
か
ら
ご
寄
稿
下
さ
い
と
頼
ん
だ
が
、
そ
の
後
何

の
音
沙
汰
も
な
い
。

も
う
一
つ
は
俳
句
の
松
尾
芭
蕉
の
こ
と
を
書
い
た

澁
“
の
文
章
で
、

ー
芭
蕉
は

｢奥
の
細
道
｣
に
旅
立
っ
た
後
、
二
度

と
江
戸
に
戻
ら
な
か
っ
た
。

と
書
い
た
と
こ
ろ
、
先
輩
の
S
氏
か
ら
芭
蕉
は

｢奥

の
細
道
｣
の
あ
と
江
戸
に
戻
り
、
新
築
の
芭
蕉
庵
に

三
年
住
ん
だ
の
ち
、
関
西
に
向
い
大
阪
で
亡
く
な
っ

た
、
と
の
百
科
事
典
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
下
さ
っ
た
。

二
度
と
戻
ら
な
か
っ
た
と
い
う
私
の
断
定
は
考
証
不

足
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ご
指
摘
を
有
難
く

思
う
と
同
時
に
、
そ
こ
ま
で
拙
文
を
読
み
込
ん
で
い

た
ゞ
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。

婉
鍋
で
書
い
た
と
お
り
隅
田
川
畔
に
江
東
区
営
の

芭
蕉
記
念
館
が
あ
る
。
展
示
室
の
一
隅
に
芭
蕉
庵
の

跡
地
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
石
彫
の
蛙
が
、
ガ
ラ
ス

ケ
ー
ス
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
両
掌
で
持
つ
こ
と
が

出
来
る
位
の
大
き
さ
だ
が
、
私
が
見
学
し
た
と
き
そ

の
石
蛙
に
は

｢芭
蕉
遺
愛
の
石
蛙
｣
と
説
明
が
つ
い

て
い
た
。
私
は
そ
の
石
蛙
は
芭
蕉
が
愛
し
た
の
で
は

な
く
、
門
弟
達
が
会
者
定
離
の
人
の
世
な
が
ら
出
来

る
こ
と
な
ら
二
度
で
も
三
度
で
も
師
に
会
い
た
い
と

の
願
い
を
込
め
て
、
庵
の
片
隅
に
そ
っ
と
埋
め
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
蛙
は

カ
エ
ル
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
易
六
四
卦
の
一
つ

に
帯
出
出
復
と
言
う
卦
が
あ
る
。
そ
の
復
の
字
を
漢
和

辞
典
で
見
る
と
カ
エ
ル
こ
と
･
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
田
田
復
の
卦
は
…
(陰
)
が
薹
出
五
つ
並
び
そ
の

一
番
下
に
踵
(陽
)
の
気
が
兆
し
始
め
た
状
態
。
季

節
で
言
え
ば
冬
至
の
頃
の
南
に
下
が
っ
た
太
陽
が
、

再
び
北
に
戻
り
カ
エ
ル
一
陽
来
復
の
め
で
た
い
卦
な

の
で
あ
る
。
蛙
が
縁
起
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
る
の
は

カ
エ
ル
に
由
来
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ー
地
雷
復
-
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